
全 員 協 議 会 

令 和 6年 2月 6日 (火 ) 
本 会 議 終 了 後 

       時 分 ～ 時 分 
                             全 員 協 議 会 室 
〔出席議員〕  

   笹田議長、川神副議長 

   肥後議員、村木議員、大谷議員、三浦議員、沖田議員、村武議員、川上議員、柳楽議員、 

串﨑議員、小川議員、上野議員、布施議員、岡本議員、芦谷議員、永見議員、佐々木議員、 

田畑議員、西田議員、牛尾議員 

〔執行部〕 

久保田市長、砂川副市長、岡田教育長、田中地域政策部長、佐々木産業経済部長、 

草刈教育部長、猪木迫教育部幼児教育担当部長、佐々木上下水道部長 

〔事務局〕 下間局長、松井次長、大下書記 

 

議 題 

1  執行部報告事項 

（1）浜田市まちづくり総合交付金制度中間検証結果について (地域政策部) 

（2）浜田市地域公共交通計画（案）について 

（3）石見交通路線バス「長沢瀬戸ヶ島線」の減便について 

(地域政策部) 

(地域政策部) 

（4）三桜酒造跡地における公共活用基本方針策定業務委託報告について 

（5）三桜酒造跡地活用等についての対応方針について   (産業経済部 

(産業経済部) 

･教育委員会) 

（6）原井幼稚園跡地の売却方法について (教育委員会) 

（7）サン・ビレッジ浜田アイススケート場の活用のあり方に関する調査

検討業務委託報告書及び浜田市の方針（案）について 

（8）金城地域における水道施設に係る未登記用地について 

(教育委員会) 

 

(上下水道部) 

（9）その他  

 

2 行政視察レポートの総括について（産業建設委員会） 

 

3 島根県立大学生との意見交換会のアンケート結果及び報告書について 

 

4  議会報告会の実施について 

 

5 その他 

（1）自由討議について 

（2）議案における各自の表決結果の記載について 

  （3）その他 
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浜田市まちづくり総合交付金制度中間検証結果について 

 

1 中間検証の目的 

令和 3 年度から令和 7 年度までの 5 年間を事業期間(第 3 期)として実施する「浜田市

まちづくり総合交付金制度」について、住民主体による協働のまちづくりをより一層推

進する交付金制度となるよう、制度内容の検証及び検討を行うもの 

 

2 検証体制 

⑴ 浜田市まちづくり総合交付金制度検証・検討委員会（以下、「検証・検討委員会」と

いう。）を設置し、中間検証を行った。  

団体 職名 氏名 備考 

公立大学法人島根県立大学浜田キャンパス 准教授 佐々木 真佑 委員長 

島根県西部県民センター石見地域振興部石央地域振興課 課長 竹本  亮 副委員長 

浜田市まちづくりセンター合同連絡会 委員 岡本  薫  

浜田地域協議会 委員 細川 良一  

金城地域協議会 委員 西田  修  

旭地域協議会 委員 新森 増美  

弥栄地域協議会 副会長 久谷 義美  

三隅地域協議会 委員 齋藤 正美  

⑵ 事務局  浜田市地域活動支援課 

 

3 検証・検討方法 

前回の改正点や現制度の算定項目及び支出項目等について、地区まちづくり推進委員

会や単独自治会にアンケート調査を実施し、その結果を踏まえ、検証・検討委員会にお

いて、評価・検証を行い、必要な見直しを検討した。 

 

4 検討経過  

時期 会議・アンケート 内容 

令和 5年 
7月 28日 

第 1回会議 
(1)正副委員長の選任について 
(2)まちづくり総合交付金について 
(3)意見交換 

9月 29日 
～ 

10月 13日 
アンケート調査実施 

対象：地区まちづくり推進委員会(38団体) 
単独自治会(75団体) 

10月 17日 第 2回会議 

(1)算定方法について 
 ア 算定項目の評価・検証 
 イ 新たな算定項目の検討 
(2)支出項目について 

11月 1日 第 3回会議 中間検証結果報告書(素案)について 

11月 29日 第 4回会議 中間検証結果報告書(案)について 

令和 6年 
1月 10日 

中間検証結果報告書を検証・検討委員会から市に提出 

令 和 6 年 2 月 6 日 
議 会 全 員 協 議 会 資 料 
地域政策部地域活動支援課 
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5 評価・検証結果  

検証・検討委員会からは、まちづくり総合交付金は地区まちづくり推進委員会の貴重

な財源として活用されているため、長期的に制度を継続すべきとの意見等があった。 

主な内容については、次のとおりである。 

 検討内容 検討結果 

⑴ 算定項目の評価・検証について 

「高齢化加算」及び「年少人

口加算」(令和 3年度から追加) 

・高齢化加算及び年少人口加算により、各団体の活動に一

定の好影響を与えていることから、現状維持が適当 
 
・新型コロナの影響で活動が十分できなかったこと等を

考慮し、引き続き、効果に関する検証を行うことが必要 

⑵ 新たな算定項目の検討について 

・加算を設けることの効果

と影響 

・地域の特性や活動に応じ

た算定方法のあり方 

・算定項目（方法）については、それぞれの地域の実情を

考慮すると現状維持が適当 
 
・積極的に活動を行う団体については、課題解決特別事業

を活用し、必要な財源を確保すること。 
 
・事業の目的に応じて、既存の補助制度を有効的に活用す

ること。 

⑶ 支出項目について 備品 

購入費 

対象経費の上限額は、現行の額が妥当であ

り、現状維持が適当  ①対象経費の上限額の設定 

・備品購入費 

・工事請負費 

・食糧費 

 工事 

請負費 

対象経費の上限額は、現行の額が妥当であ

り、現状維持が適当 

食糧費 
対象経費の上限額は、受益者負担の観点か

ら現状維持が適当 

 ②交付金の対象経費 

・役員報酬 

・商品券、図書カード等 

・防犯灯電気代 

・委託費(シルバー人材セ

ンター等への委託) 

役員報酬 
役員としての活動に対する報酬は必要であ

るため、引き続き対象経費とすることが適当 

商品券、
図書カー
ド等 

現状、まちづくり活動の一環として目的を

持って活用しているため、引き続き対象経費

とすることが適当 

防犯灯の 

電気代 

防犯灯の維持管理は、公共性が高く、保守管

理を団体が自主的に行っているため、引き続

き、対象経費とすることが適当 

委託費 
担い手不足や高齢化に対応するためにも、

引き続き対象経費とすることが適当 

⑷ 制度全般について 

・まちづくり総合交付金制度について 

今後も地域の課題解決や特色を活かし、住民主体のまちづくりを推進していく

ためにも、長期的に制度を継続すべきである。 

・交付金制度の検証について 

新型コロナの影響により、地域において思うような活動が実施することができ

なかった期間もあり、引き続き評価・検証を行っていく必要がある。 

 



 

 

 

 

 

浜田市まちづくり総合交付金制度 

中間検証結果報告書 

(令和 5年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 5年 12月 

浜田市まちづくり総合交付金制度検証・検討委員会 

 

 

  



- 1 - 

目次 

 

 1 中間検証の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 

 

 2 検証体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 

 

 3 検証・検討方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 

 

 4 評価・検証結果 

  ⑴ 算定項目の評価・検証について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 

 

  ⑵ 新たな算定項目の検討について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 

 

  ⑶ 支出項目について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 

 

  ⑷ 制度全般について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 

 

 5 検討経過・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 

 

6 参考資料 

 ⑴ 浜田市まちづくり総合交付金交付要綱 ・・・・・・・・・・・・・・・・・13 

 

 ⑵ 浜田市まちづくり総合交付金制度改正検討委員会設置要綱 ・・・・・・・・22 

 

 別冊 

・まちづくり総合交付金中間検証に関するアンケート調査結果 

（地区まちづくり推進委員会・単独自治会） 

 

  



- 2 - 

1 中間検証の目的 

令和 3 年度から令和 7 年度までの 5 年間を事業期間(第 3 期)として実施する「浜田市

まちづくり総合交付金制度」について、住民主体による協働のまちづくりをより一層推

進する交付金制度となるよう、制度内容の検証及び検討を行うもの 

 

2 検証体制 

⑴ 浜田市まちづくり総合交付金制度検証・検討委員会(以下「検証・検討委員会」とい

う。)を設置し、中間検証を行った。(設置要綱は 22頁に掲載) 

団体 職名 氏名 備考 

公立大学法人島根県立大学 

浜田キャンパス 
准教授 佐々木 真佑 委員長 

島根県西部県民センター 

石見地域振興部石央地域振興課 
課長 竹本  亮 副委員長 

浜田地域協議会 委員 細川 良一  

金城地域協議会 委員 西田  修  

旭地域協議会 委員 新森 増美  

弥栄地域協議会 副会長 久谷 義美  

三隅地域協議会 委員 齋藤 正美  

浜田市まちづくりセンター合同連絡会 委員 岡本  薫  

⑵ 事務局  浜田市地域政策部地域活動支援課 

 

3 検証・検討方法 

前回の改正点や現制度の算定項目及び支出項目等について、地区まちづくり推進委員

会や単独自治会にアンケート調査を実施し、その結果を踏まえ、検証・検討委員会にお

いて、評価・検証を行い、必要な見直しを検討した。 

 

【前回の主な改正点】 

・活動費に「高齢化加算」及び「年少人口加算」を追加 

・課題解決特別事業の拡充 

 【アンケート調査】 

・対象：地区まちづくり推進委員会（38団体）、単独自治会（75団体） 

・調査時期：令和 5年 9月 29日～10月 13日 

・アンケート調査の概要及び結果については、別冊「まちづくり総合交付金中間検証

に関するアンケート調査結果報告書」参照 
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4 評価・検証結果 

⑴ 算定項目の評価・検証について 

検討内容 「高齢化加算」及び「年少人口加算」(令和 3年度から追加) 

前回改正の概要 

地域の実情に応じた算定を行うため、新たに次の算定項目を追加 

項目 高齢化加算 年少人口加算 

対象 
高齢化率(65 歳以上人

口割合)が市平均を超え
ているまちづくり委員会 

年少人口率(14 歳以下
人口割合)が市平均を超え
ているまちづくり委員会 

加算額 
活動基礎額×市平均

を超えた割合 
活動基礎額×10％ 

 

アンケート

結果 

高
齢
化
加
算 

問 4 高齢化加算の新設(活動費が増えた)ことで、事業や活動が充

実した等の変化があったか(ｎ＝22) 
 

変化があった 変化がなかった わからない 未回答 

6団体(27％) 11団体(50％) 4団体(18％) 1団体(5％) 
 

問 5 どのような変化があったか(ｎ＝6) 

・新たな事業を実施した 1団体(16％) 

・従来の事業を拡充した 4団体(67％) 

・その他(将来性の計画指針の策定において有益) 1団体(16％) 

問 6 今後も高齢化加算が必要だと思うか(ｎ＝34) 
 

必要だと思う 必要だと思わない わからない 未回答 

22団体(64％) 5団体(15％) 5団体(15％) 2団体(6％) 
 

問 7 必要だと思う理由(ｎ＝22) 

・高齢者に関する事業を実施するため 7団体(32％) 

・高齢化に対応する事業を実施するため 12団体(55％) 

・その他(交付金が増えるから) 1団体(4％) 

・未回答 2団体(9％) 

問 8 必要だと思わない理由(ｎ＝5) 

・高齢化加算が無くても事業が実施できるため 3団体(60％) 

・高齢化に対応する事業を実施しないため 2団体(40％) 
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アンケート

結果 

年
少
人
口
加
算 

問 9 年少人口加算の新設(活動費が増えた)ことで、事業や活動が

充実した等の変化があったか(ｎ＝8) 
 

変化があった 変化がなかった わからない 

4団体(50％) 3団体(37％) 1団体(13％) 
 

問 10 どのような変化があったか(ｎ＝4) 

・新たな事業を実施した 2団体(50％) 

・従来の事業を拡充した 2団体(50％) 

問 11 今後も年少人口加算が必要だと思うか(ｎ＝34) 
 

必要だと思う 必要だと思わない わからない 未回答 

13団体(38％) 3団体(9％) 4団体(12％) 13団体(38％) 

・その他(以前から活動に変化はないため必要性を感じない) 1団体 

問 12 必要だと思う理由(ｎ＝13) 

・子どもに関する事業を実施する必要があるため 11団体(32％) 

・その他(子どもとともに子育てをしている親の支援に必要) 2団

体(15％) 

問 13 必要だと思わない理由(ｎ＝3) 

・年少人口加算に該当しないため 2団体(67％) 

・その他(そもそも活動しようと動く人材がいない) 1団体(33％) 

主
な
意
見 

検証・検討

委員会 

・高齢化加算及び年少人口加算は、その使途を限定していないた

め、加算によってどのように活動が変化したかが分からない。 
 
・加算による活動への影響については、新型コロナの 5 類移行後

の各団体の活動実績を、引き続き多く収集することが検証につ

ながると考える。 

評価・検証 

・高齢化加算及び年少人口加算により、各団体においては交付額

が約 3～30 万円増加しており、新たな事業や既存事業の拡充が

できた団体があったことから、一定程度、効果があったものと推

測される。 
 
・高齢化への対応や高齢者に関する事業、子どもに関する事業を

実施するための財源として今後も必要であるという意見がある

ことから、高齢化加算及び年少人口加算は継続する必要がある

と考える。 

検討結果 

・高齢化加算及び年少人口加算により、各団体の活動に一定の好

影響を与えていることから、現状維持が適当である。 
 
・新型コロナの影響で活動が十分できなかったこと等を考慮し、

引き続き、効果に関する検証を行うことが必要である。 
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⑵ 新たな算定項目の検討について 

検討内容 
・加算を設けることの効果と影響 

・地域の特性や活動に応じた算定方法のあり方 

アンケート 

結果 

問 14 地域の実情に応じた算定を行うために、算定方法を変更(単価

の見直しや算定項目の追加及び削除等)する必要があるか(ｎ＝34) 
 

変更する必要がある 変更する必要はない 

20団体(59％) 14団体(41％) 
 

問 15 増額する必要がある項目 ※上位 3つ 

①活動基礎額 ②高齢化加算 ③新たな算定項目(事業実施加算、

活動数(内容)、寒冷地補助、人口割) 

問 16 増額を行うための財源として減額する項目 ※上位 3つ 

①面積割 ②世帯数割 ③均等割、年少人口加算 ※③は同数 

主
な
意
見 

アンケート 

・団体の活動数や活動内容に応じて財政的支援を行ってほしい。 
 
・年々、増加するであろう高齢者、独居者等への対応のため、地

域で有償ボランティア団体の設立など新たな事業に取り組む際

の支援が必要である。 

検証・検討

委員会 

・算定方法を変更するのであれば、算定項目を新設するよりは、

既存の算定項目の割合を調整した方が複雑にならず制度として

も分かりやすいと考える。 
 
・算定項目の割合を変更することで、更に減額となる地域も出て

くる可能性もあるため、その変更については、引き続き慎重に

議論すべきものと考える。 
 
・目的が明確なものについては補助金を活用し、補助制度がない

ものについては課題解決特別事業等を活用するなどの使い分け

が必要と考える。 
 
・交付金の使途については、地域の考えどおりに活用できる方が

地域として使いやすいと考える。 
 
・交付金において目的や使途を限定した加算を行うことは、制度

の趣旨にそぐわないため、特定の施策や事業を推進する場合は、

他の補助制度を活用するなどして地域ごとに取組を進める必要

があると考える。 
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検討結果 

・算定項目（方法）については、それぞれの地域の実情を考慮す

ると現状維持が適当である。 
 
・積極的に活動を行う団体については、課題解決特別事業を活用

し、必要な財源を確保すること。 
 
・事業の目的に応じて、既存の補助制度を有効的に活用すること。 
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⑶ 支出項目について 

検討内容 

①対象経費の上限額の設定 

・備品購入費 ・工事請負費 ・食糧費 

②支出項目を対象経費とすることの是非 

・役員報酬 ・商品券、図書カード等 ・防犯灯電気代 

・委託費(シルバー人材センター等への委託) 

  ①対象経費の上限額の設定 

アンケート 

結果 

問 17、18、19 上限額を見直す必要があるか 

・上段：地区まちづくり推進委員会(ｎ＝34) 
・下段：単独自治会(ｎ＝66) 
 

項目 見直す必要がある 見直す必要はない 

備品購入費 
13団体(38％) 

6団体( 9％) 

19団体(56％)  

53団体(80％) 

工事請負費 
13団体(38％) 

10団体(15％) 

20団体(59％) 

47団体(71％) 

食糧費 
16団体(47％) 

20団体(30％) 

16団体(47％) 

41団体(62％) 
 

主
な
意
見 

アンケート 

備
品
購
入
費 

「見直す必要がある」と回答した理由 

・税別の対応をしてほしい。 

・物価高騰の影響を考慮してほしい。 

・事前に市に相談、承認されたものであれば使えるようにして

もらいたい。 

「見直す必要がない」と回答した理由 

・交付金の対象額として妥当な金額だと思う。 

・場合によっては、他の補助金で賄うことができる。 

工
事
請
負
費 

「見直す必要がある」と回答した理由 

・税別の対応をしてほしい。 

・物価高騰の影響を考慮してほしい。 

・事前に市に相談、承認されたものであれば使えるようにして

もらいたい。 

「見直す必要がない」と回答した理由 

・交付金の対象額として妥当な金額だと思う。 

・ある程度の上限額の設定は必要。 
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主
な
意
見 

 

食
糧
費 

「見直す必要がある」と回答した理由 

・税別の対応をしてほしい。 

・物価高騰の影響を考慮してほしい。 

・参加者 1人当たり 1,500円くらいに見直してほしい。 

「見直す必要がない」と回答した理由 

・多いに越したことはないが、この金額なら妥当だと思う。 

・個人に資する部分において、概ね妥当だと思う。 

・物価高騰もあるが、現状では問題があるとは感じていない。 

・不足分は自主財源から出せばよい。 

検証・検討 

委員会 

［備品購入費］ 

・備品の購入に関しては、交付金以外の既存の補助制度(市以外

の補助制度も含む。)が活用できると考える。 
 
［工事請負費］ 

・大規模な工事や修繕等を実施する際は、既存の補助制度(市以

外の補助制度も含む。)の活用を検討し、制度としては、現状

のままでよいと考える。 
 
［食糧費］ 

・現状以上に食糧費への支出が多くなることは、交付金の活用方

法として団体内で住民の理解を得ることは難しいと考える。 
 
・交付金の原資が公費であることから、交付金の基準としては、

現行の 1,000円でよいと考える。 

評価・検証 

・交付金の使途及び充当金額は、各団体で十分に話し合い、主体

的に決定することが交付金制度本来の趣旨であると考える。 
 
・公金である以上、一定の上限額は必要と考える。 
 
・活動を行うに当たっては、交付金だけではなく、既存の補助

制度(市以外の補助制度も含む。)も併せて活用し、財源の確

保に努める必要があると考える。 

検討 

結果 

備品 

購入費 

・対象経費の上限額は、現行の額が妥当であり、現状維持が適

当である。 

工事 

請負費 

・対象経費の上限額は、現行の額が妥当であり、現状維持が適

当である。 

食糧費 
・対象経費の上限額は、受益者負担の観点から現状維持が適当

である。 
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 ②支出項目を対象経費とすることの是非 

アンケート結果 

問 20、21、22、23 対象経費とすることついてどのように思うか 

・上段：地区まちづくり推進委員会(ｎ＝34) 
・下段：単独自治会(ｎ＝66) 
 

項目 
引き続き対象と
した方がよい 

上限を設け
た方がよい 

対象としな
い方がよい 

役員報酬 
27団体(79％)  
49団体(74％) 

5団体(79％) 
7団体(11％) 

2団体(6％) 
6団体(9％) 

商品券、図
書カード等 

24団体(70％) 
49団体(74％) 

5団体(15％) 
6団体(9％) 

5団体(15％) 
8団体(12％) 

防犯灯の 
電気代 

30団体(88％) 
58団体(88％) 

1団体(3％) 
2団体(3％) 

3団体(9％) 
4団体(6％) 

委託費 
24団体(71％) 

52団体(79％) 

7団体(20％) 

8団体(12％) 

2団体(6％) 

2団体(3％) 
 

主
な
意
見 

アンケート 

役
員
報
酬 

「引き続き対象とした方がよい」と回答した理由 

・地域の為に活動を行っているので、交付金からの支出でよい

のではないか。 

・報酬の金額は各団体で決めればよいが、交付金から全く出せ

ないとなると厳しい。 

「上限を設けた方がよい」と回答した理由 

・確かに役員報酬は必要ではあるが、もっと活動費用に使用す

るべきと思う。 

・社会通念上の範囲内に収まる額であれば認めてもよいと思う

が、それなりの活動が伴うことが要件となる。 

「対象としない方がよい」と回答した理由 

・町内会費から支給すればよい。 

商
品
券
・
図
書
カ
ー
ド
等 

「引き続き対象とした方がよい」と回答した理由 

・支給目的と支給先が明確で、且つ常識的な金額においては、

対象として欲しい。 

・作業やイベントをしてその対価としての対象であるならばよ

いと思う。 

「上限を設けた方がよい」と回答した理由 

・食糧費と同様な扱い(上限額の設定)が適切と考える。 

「対象としない方がよい」と回答した理由 

・金券の配布は好ましくない。 

・(商品券を)何に使用しているのか不明瞭である。 
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主
な
意
見 

 

防
犯
灯
の
電
気
代 

「引き続き対象とした方がよい」と回答した理由 

・防犯灯は安全安心なまちづくりに必要不可欠なものである。 

・みんなが使用していることに交付金を立てることはよいと思う。 

「上限を設けた方がよい」と回答した理由 

・使用料の○割とした方がよい。 

「対象としない方がよい」と回答した理由 

・町内会か自治会費で支払うべきである。 

委
託
費 

「引き続き対象とした方がよい」と回答した理由 

・地域住民の高齢化で草刈りや特殊作業が難しくなるため、業

者への委託は必要になる。 

「上限を設けた方がよい」と回答した理由 

・上限を設けて、不足額は町内で負担したらよいと思う。 

・委託過多にならない為にも上限を設定し抑制したらどうか。 

「対象としない方がよい」と回答した理由 

・地域住民で自分たちの地域を守っていく意識が薄れると思う。 

検証・検討 

委員会 

［役員報酬］ 

・報酬は、賃金や手当的な意味合いで支出している部分もある

と考える。 
 
［ 全般 ］ 

・交付金の使途や金額については、地域で協議して決めている

ことから、対象経費の取扱いはこれまでどおりで差し支えな

いと考える。 

評価・検証 

・交付金は、活動の活性化や地域の課題解決につながるよう地

域で十分に議論して活用されることが望ましいと考える。 
 
・交付金の決算書のみをもって、団体の活動状況を量るのでは

なく、総会資料等で団体の活動全体を把握し、総合的に交付

金の効果や影響を評価することが重要と考える。 
 
・各団体は、地域住民及び市に対して町内会費等の自主財源と

併せて交付金の活用について、分かりやすく報告(共有)する

よう、引き続き努める必要があると考える。 

検討 

結果 

役員報酬 
・役員としての活動に対する報酬は必要であるため、引き続き

対象経費とすることが適当である。 

商品券、図
書カード等 

・まちづくり活動の一環として目的を持って活用しているた

め、引き続き対象経費とすることが適当である。 

防犯灯の 

電気代 

・防犯灯の維持管理は公共性が高く、保守管理を団体が自主的に

行っているため、引き続き対象経費とすることが適当である。 

委託費 
・担い手不足や高齢化に対応するため、引き続き対象経費とす

ることが適当である。 
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⑷ 制度全般について 

今回の中間検証を通して集約した意見を踏まえ、制度全般に係る事項や次期制度の

検討に向けて特に留意すべき事項について次のとおり整理する。 

 

ア まちづくり総合交付金制度、活用のあり方について 

（ア）まちづくり総合交付金は、地区まちづくり推進委員会の貴重な財源として活用

されており、今後も地域の課題解決や特色を活かし、住民主体のまちづくりを推

進していくためにも、長期的に制度を継続すべきである。 

（イ）地域の課題解決や特色を活かしたまちづくりを推進していくための活動財源と

して交付されており、地域によって異なる地域課題に対応するための事業や特色

ある取組を進めていく上で、地域が自ら交付金の使途を決定し、主体性を持って

活用することで、住民主体によるまちづくり活動が展開されるものである。 

そのためにも、市は交付金の趣旨及び目的を地域に対して継続的に説明すると

ともに、交付金を活用した取組や成果が広く市民に理解され、他のまちづくり団

体に活動の輪が広がるような情報提供・共有の仕組みや機会を用意する必要があ

る。 

また、交付金の原資は税金であることから、各団体においては公金として適正

に執行することはもとより、幅広く地域住民がまちづくりに参画し、その恩恵を

受けられるよう、交付金の活用についてよく話し合い決定することが重要である。 

 

イ 地区まちづくり推進委員会による活動の推進について 

人口減少・少子高齢化が進む中、地区まちづくり推進委員会は、浜田市協働のま

ちづくり推進条例(令和 2年浜田市条例第 31号)において、地区の課題解決や活性化

を図るための組織として位置付けられ、個性を活かしたまちづくりを進める重要な

役割を担っている。 

市は財政的な支援だけではなく、組織運営や事業実施のサポートなど、総合的な

支援を引き続き行う必要がある。 

 

ウ 交付金制度の検証について 

今回は、令和 3 年度から令和 7 年度までの 5 年間を事業期間として実施する第 3

期事業の中間検証として評価・検証を行った。 

しかしながら、令和 3 年度及び令和 4 年度は、新型コロナの影響により、地域に

おいて思うような活動が実施することができなかったこともあり、引き続き交付金

制度の効果や成果を注視し、評価・検証を行っていく必要がある。 
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5 検討経過  

時期 会議・アンケート 内容 

令和 5年 

7月 28日 

第 1回検証・検討委員会 (1)正副委員長の選任について 

(2)まちづくり総合交付金について 

(3)意見交換 

9月 29日 

～ 

10月 13日 

アンケート調査実施 対象：地区まちづくり推進委員会(38団体) 

単独自治会(75団体) 

10月 17日 第 2回検証・検討委員会 (1)算定方法について 

 ア 算定項目の評価・検証 

 イ 新たな算定項目の検討 

(2)支出項目について 

11月 1日 第 3回検証・検討委員会 中間検証結果報告書(素案)について 

11月 29日 第 4回検証・検討委員会 中間検証結果報告書(案)について 
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6 参考資料 

 

○浜田市まちづくり総合交付金交付要綱 

平成23年３月31日告示第40号 

改正 

平成24年３月30日告示第40号 

平成25年３月29日告示第39号 

平成28年３月23日告示第24号 

平成29年３月29日告示第45号 

平成31年３月29日告示第55号 

令和２年４月23日告示第97号 

令和３年２月26日告示第30号 

令和４年３月31日告示第62号 

令和５年３月20日告示第25号 

浜田市まちづくり総合交付金交付要綱 

（目的） 

第１条 この告示は、地区まちづくり推進委員会及び町内会等に対し、浜田市まちづ

くり総合交付金（以下「総合交付金」という。）を交付することにより、住民主体

によるまちづくり活動を支援するとともに、その気運の醸成を図り、もって活力あ

る地域コミュニティの形成に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この告示において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 地区まちづくり推進委員会 浜田市地区まちづくり推進委員会認定要綱（平

成23年浜田市告示第39号。以下「認定要綱」という。）第６条の規定により認定

を受けた団体をいう。 

(２) 町 地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条第１項の町をいう。 

(３) 町内会等 市内において、町内会若しくは自治会として町の区域又は一定の

区域に住所を有する者の地縁に基づき形成される団体（第１号に規定する団体を

除く。）をいう。 

（交付対象者） 

第３条 総合交付金の交付の対象となる団体（以下「交付対象者」という。）は、地

区まちづくり推進委員会及び町内会等のうち、継続的に次の各号のいずれかに掲げ

る活動を行うものとする。 

(１) 総会又は役員会の開催等組織の運営に関すること。 

(２) 地域の環境及び景観の保全に関すること。 

(３) 地域の防犯及び防災に関すること。 

(４) 青少年の健全育成に関すること。 

(５) 健康福祉の向上に関すること。 

(６) 地域文化の継承及び創出に関すること。 

(７) 地域コミュニティの維持及び形成に関すること。 
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(８) 生活基盤の確保に関すること。 

(９) 地域資源の活用に関すること。 

(10) 前各号に掲げるもののほか、地域のまちづくりに関し、特に必要があると認

められること。 

（総合交付金の区分及び額） 

第４条 総合交付金の区分及び額は、別表に定めるとおりとし、その総額は予算の範

囲内とする。 

（総合交付金の使途の制限） 

第５条 総合交付金は、次の各号に掲げる総合交付金の区分に応じ、当該各号に定め

る活動に要する経費に充てるものとする。この場合において、交付対象者は、均等

割、世帯数割及び面積割に係る総合交付金に限り、交付対象者を構成する団体に交

付し、当該団体が主体となり行う活動に要する経費に充てることができる。 

(１) 均等割、世帯数割、面積割及び活動費 第３条に掲げる活動 

(２) 課題解決特別事業費 認定要綱第９条第１項に規定する地区まちづくり計

画に基づく次に掲げる活動（その活動に要する経費が20万円以上のものに限る。） 

ア 地域課題を解決するために新たに取り組む活動又は既存の活動を拡充して

取り組む活動 

イ 複数年度にわたって地域課題を解決するために取り組む活動又は他団体へ

のモデルとなるような先進的な活動 

ウ 複数の地区まちづくり推進委員会又は複数のまちづくりセンターが連携し

て地域課題を解決するために取り組む活動であって、他団体へのモデルとなる

ような先進的なもの 

(３) 地区まちづくり推進委員会設立促進事業費  地区まちづくり推進委員会と

して認定を受けるために行う調査、検討その他の活動 

２ 総合交付金は、次に掲げる経費に充ててはならない。 

(１) 宗教的活動に要する経費 

(２) 政治目的の活動に要する経費 

(３) 物品（原則として単価が20万円未満のものを除く。）又は酒類の購入に要す

る経費 

(４) 建物の整備、修繕等（原則としてその費用が60万円未満のものを除く。）に

要する経費 

(５) 寄附又は協賛に要する経費 

(６) その他市長が適当でないと認める経費 

（交付可能額の事前通知） 

第６条 市長は、交付対象者が総合交付金の交付を受けようとする年度の前年度の３

月末日までに、当該交付対象者が翌年度において交付を受けることができる総合交

付金（課題解決特別事業費及び地区まちづくり推進委員会設立促進事業費に係るも

のを除く。以下「交付可能額」という。）の見込額を算定し、まちづくり総合交付

金交付可能額通知書（様式第１号）により当該交付対象者に通知するものとする。 

（交付申請） 
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第７条 総合交付金の交付を受けようとする団体（以下「申請者」という。）は、総

合交付金の交付を受けようとする年度の６月末日（地区まちづくり推進委員会設立

促進事業費に係るものにあっては、市長が別に定める期日）までにまちづくり総合

交付金交付申請書（様式第２号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなけれ

ばならない。 

(１) 事業計画書 

(２) 収支予算書 

(３) その他市長が必要と認める書類 

（交付決定等） 

第８条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、交付の可否を

決定し、まちづくり総合交付金交付決定（却下）通知書（様式第３号）により申請

者に通知するとともに、総合交付金の全部又は一部を交付するものとする。 

（変更交付申請等） 

第９条 総合交付金の交付決定を受けた団体（以下「交付事業者」という。）は、そ

の交付決定のあった額（以下「交付決定額」という。）を変更しようとするときは、

まちづくり総合交付金変更交付申請書（様式第４号）に第７条各号に掲げる書類を

添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、変更の可否を決定し、

まちづくり総合交付金変更交付決定（却下）通知書（様式第５号）により申請者に

通知するものとする。 

（団体の新設等） 

第10条 年度の途中において、地区まちづくり推進委員会を新たに設置し、又は解散

した場合における総合交付金の額等必要な事項は、市長が別に定める。 

（繰越し等） 

第11条 交付事業者は、総合交付金の交付を受けた年度（以下「事業年度」という。）

の決算において余剰金が生じたときは、当該余剰金（課題解決特別事業費及び地区

まちづくり推進委員会設立促進事業費に係るものを除く。）を事業年度の翌年度に

限り繰り越してこれを使用することができる。 

２ 前項の規定により余剰金を事業年度の翌年度に繰り越してこれを使用しようと

する交付事業者は、事業年度の３月末日までにまちづくり総合交付金繰越協議書

（様式第６号）を市長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による協議があったときは、その内容を審査し、繰越しの可

否を決定し、まちづくり総合交付金繰越承認（不承認）通知書（様式第７号）によ

り当該繰り越して使用することができる余剰金（以下「繰越金」という。）の額を

通知するものとする。 

４ 市長は、交付事業者が第１項の規定により余剰金を事業年度の翌年度に繰り越し

たときは、同年度における交付決定額から、次の各号に掲げる団体の区分に応じ当

該各号に定める額を控除し、これを交付するものとする。 

(１) 地区まちづくり推進委員会のうち、繰越金相当額が当該事業年度における交

付可能額の５分の１の額を超えるもの  当該繰越金相当額から当該５分の１の
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額を控除した額 

(２) 町内会等 当該繰越金相当額 

（積立て） 

第12条 地区まちづくり推進委員会は、総合交付金を事業年度の翌年度以降において

行う活動に要する経費に充てようとするときは、当該総合交付金を積み立てること

ができる。 

２ 前項の規定により総合交付金を積み立てようとする地区まちづくり推進委員会

は、事業年度の３月末日までにまちづくり総合交付金積立計画協議書（様式第８号）

を市長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による協議があったときは、その内容を審査し、積立ての可

否を決定し、まちづくり総合交付金積立承認（不承認）通知書（様式第９号）によ

り通知するものとする。 

（実績報告） 

第13条 交付事業者は、事業年度の翌年度の４月末日までにまちづくり総合交付金実

績報告書（様式第10号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならな

い。 

(１) 事業報告書 

(２) 収支決算書 

(３) 会計監査を受けたことが確認できる書類 

(４) 総合交付金の使途を確認できる書類（交付を受けた総合交付金の一部を交付

事業者の構成団体又は関係団体に交付した場合に限る。） 

(５) 活動状況が確認できる写真 

(６) 積立金の管理状況が確認できる書類（交付を受けた総合交付金の一部を積立

金として保有している場合に限る。） 

(７) その他市長が必要と認める書類 

（交付決定の取消し） 

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、総合交付金の交付

の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(１) 偽りその他不正の手段により総合交付金の交付を受けたとき。 

(２) 総合交付金を第５条第１項各号に掲げる総合交付金の区分に応じ、当該各号

に定める活動以外の活動に使用したとき。 

（総合交付金の返還） 

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、期限を定めて、当該各号に

定める部分のまちづくり総合交付金の返還を命ずるものとする。 

(１) 第11条第１項の規定により余剰金を事業年度の翌年度に繰り越した交付事

業者が、当該翌年度の決算において繰越金に余剰金を生じさせたとき 当該繰越

金の余剰金に係る部分 

(２) 第12条第１項の規定により総合交付金を積み立てた交付事業者が、当該積み

立てた総合交付金を充てようとした経費に係る活動を完了した場合等において、

当該積み立てた総合交付金に余剰金を生じさせたとき  当該積み立てた総合交
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付金の余剰金に係る部分 

(３) 前条の規定により総合交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消したと

き 当該総合交付金の取消しに係る部分 

（その他） 

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成23年４月１日から施行する。 

（この告示の失効） 

２ この告示は、令和８年３月31日限り、その効力を失う。 

（令和元年度に交付を受けた総合交付金に係る実績報告の特例） 

３ 令和元年度に交付を受けた総合交付金に係る実績報告については、第13条各号列

記以外の部分中「事業年度の翌年度の４月末日」とあるのは、「令和２年６月30日」

と読み替えて同条の規定を適用する。 

附 則（平成24年３月30日告示第40号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成24年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の浜田市まちづくり総合交付金交付要綱の規定は、この告

示の施行の日以後の申請に係る総合交付金について適用し、同日前の申請に係る総

合交付金については、なお従前の例による。 

附 則（平成25年３月29日告示第39号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成25年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の浜田市まちづくり総合交付金交付要綱（第14条を除く。）

の規定は、平成25年度以後の年度分の総合交付金について適用し、平成24年度分ま

での総合交付金については、なお従前の例による。 

附 則（平成28年３月23日告示第24号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成28年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 次項及び附則第４項に定めるものを除き、この告示による改正後の浜田市まちづ

くり総合交付金交付要綱（以下「新告示」という。）の規定は、平成28年度以後の

年度分の総合交付金について適用し、平成27年度分までの総合交付金については、

なお従前の例による。 

３ 新告示第16条の規定は、平成27年度分までの総合交付金についても、適用する。 

（平成28年度の総合交付金の特例） 

４ 平成28年度に交付する総合交付金については、新告示第12条第４項第１号の規定

は、適用しない。 
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附 則（平成29年３月29日告示第45号） 

この告示は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（平成31年３月29日告示第55号） 

この告示は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年４月23日告示第97号） 

この告示は、令和２年４月23日から施行する。 

附 則（令和３年２月26日告示第30号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和３年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正規定は、

同年２月26日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の浜田市まちづくり総合交付金交付要綱の規定は、令和３

年度以後の年度分の総合交付金について適用し、令和２年度分までの総合交付金に

ついては、なお従前の例による。 

附 則（令和４年３月31日告示第62号） 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月20日告示第25号） 

この告示は、令和５年３月20日から施行する。 

別表（第４条関係） 

総合交付金の額 

区分 総合交付金の額 

１ 均等割 １町内会等につき２万円 

２ 世帯数割 総合交付金を交付する年度の

前年度の２月１日（以下「基

準日」という。）における交

付対象者の世帯数に次の各号

に掲げる団体の区分に応じ、

当該各号に定める金額を乗じ

て得た額 

(１) 地区まちづくり推進

委員会 1,500円 

(２) 町内会等 1,200円 

３ 面積割 基準日における交付対象者の

区域の面積（ヘクタールを単

位とした当該面積に小数点第

２位未満の端数が生じたとき

は、これを四捨五入した面

積）に１ヘクタールにつき

100円を乗じて得た額 

４ 活動 (１) 活 ア 認定要綱第３条第１項第１号１のまちづくりセンターの管
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費 動基礎

額 

又は第２号の規定による地区ま

ちづくり推進委員会 

轄する区域又は１の小学校の

校区につき100万円（世帯数

が1,500世帯以上のものにあ

っては、200万円） 

イ 前号

以外の

地区ま

ちづく

り推進

委員会 

(ア) 単

一の町

で構成

される

地区ま

ちづく

り推進

委員会 

世帯数が

おおむね

150世帯以

上500世帯

未満 

30万円 

世帯数が

500世帯以

上750世帯

未満 

50万円 

世帯数が

750世帯以

上1,000世

帯未満 

75万円 

世帯数が

1,000世帯

以上1,500

世帯未満 

100万円 

世帯数が

1,500世帯

以上 

200万 

(イ) 複

数の町

で構成

される

地区ま

ちづく

り推進

委員会 

世帯数が

おおむね

100世帯以

上300世帯

未満 

30万円 

世帯数が

300世帯以

上400世帯

未満 

50万円 

世帯数が

400世帯以

上500世帯

未満 

75万円 

世帯数が

500世帯以

上1,500世

100万円 
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帯未満 

世帯数が

1,500世帯

以上 

200万 

(２) 高

齢化加

算 

地区まちづくり推進委員会のう

ち、その高齢化率が市の高齢化率

を超えているもの 

交付対象者が適用を受ける活

動基礎額に、交付対象者の高

齢化率から市の高齢化率を差

し引いて得た率を乗じて得た

額 

(３) 年

少人口

加算 

地区まちづくり推進委員会のう

ち、その年少人口率が市の年少人

口率を超えているもの 

交付対象者が適用を受ける活

動基礎額に10分の１を乗じて

得た額 

５ 課題解決特別事業

費 

第５条第１項第２号アに掲げる活

動 

50万円 

第５条第１項第２号イに掲げる活

動 

100万円 

第５条第１項第２号ウに掲げる活

動 

200万円 

６ 地区まちづくり推

進委員会設立促進事

業費 

地区まちづくり推進委員会として

認定を受けることを検討している

団体 

５万円 

地区まちづくり推進委員会として

認定を受けることを決定している

団体 

20万円 

備考 

(１) 総合交付金は、次に掲げる額の合計額（当該額に1,000円未満の端数が生じた

ときは、これを切り捨てた額）以内の額とする。 

ア 地区まちづくり推進委員会 第１項から第５項までの額 

イ 町内会等 第１項から第３項まで及び第６項の額 

(２) 「まちづくりセンター」とは、浜田市まちづくりセンター条例（令和２年浜

田市条例第41号）第２条第１項のまちづくりセンターをいう。 

(３) 「小学校の校区」とは、平成22年４月１日における浜田市立小学校及び中学

校の通学区域に関する規則（平成17年浜田市教育委員会規則第15号）別表第１に

規定する小学校の校区をいう。 

(４) 「高齢化率」とは、基準日における総人口に占める65歳以上の人口の割合（当

該割合に小数点第２位未満の端数が生じたときは、これを四捨五入した割合）を

いう。 

(５) 「年少人口率」とは、基準日における総人口に占める14歳以下の人口の割合

（当該割合に小数点第２位未満の端数が生じたときは、これを四捨五入した割合）

をいう。 
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(６) 「地区まちづくり推進委員会として認定を受けることを検討している団体」

及び「地区まちづくり推進委員会として認定を受けることを決定している団体」

とは、町内会等で組織された団体であって、当該団体において地区まちづくり推

進委員会として認定を受けることを検討し、又は決定していると市長が認めるも

のをいう。 
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浜田市まちづくり総合交付金制度検証・検討委員会設置要綱 

 

（目的及び設置） 

第 1条 浜田市まちづくり総合交付金（浜田市まちづくり総合交付金交付要綱（平成 23年

浜田市告示第 40号）に規定する総合交付金（以下「総合交付金」という。）制度の検証・

検討に関し、広く関係者の意見を聴取するため、浜田市まちづくり総合交付金制度検証・

検討委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（構成等） 

第 2条 委員会は、15人以内の委員で構成する。 

2  委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

 ⑴ 識見者 

 ⑵ 関係行政機関の委員 

 ⑶ 公共的団体の代表 

 ⑷ その他市長が特に必要と認める者 

（任期） 

第 3条 委員の任期は、総合交付金制度の検証・検討に要する間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第 4条 委員会に委員長及び副委員長 1人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

2  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第 5条 委員会の会議は、市長が招集し、委員長がその議長となる。 

2  委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

3  委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、

又は資料の提出を求めることができる。 

（報償費及び実費弁償） 

第 6 条 委員が委員会の会議に出席した場合は、日額 6,000 円の報償費及び浜田市参考人

等の実費弁償に関する条例（平成 28 年浜田市条例第 14 号）第 2 条第 2 項の規定の例に

より費用弁償に相当する額の実費弁償を支給する。 

（庶務） 

第 7条 委員会の庶務は、地域政策部地域活動支援課において処理する。 

（その他） 

第 8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成 27年 6月 9日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和 5年 4月 1日から施行する。 
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１ 調査概要 
 

（1）目的 

浜田市まちづくり総合交付金制度の令和 5 年度中間検証を行うに当たり、浜田市まちづくり総合交付金

制度検証・検討委員会における基礎資料とするため、アンケート調査を実施しました。 

 

（2）対象 

ア 地区まちづくり推進委員会 

調査対象者 地区まちづくり推進委員会 

調査数 38 団体 

調査方法 郵送により調査票を発送 ⇒ 郵送又はオンラインで回答 

調査時期 令和 5 年 9 月 29 日～10 月 13 日 

調査票回収数 36 団体（回収率 94.7％） 

イ 単独自治会 

調査対象者 
地区まちづくり推進委員会の構成団体以外の自治会、町内会のう
ち、令和 5 年度にまちづくり総合交付金を申請した団体 

調査数 75 団体 

調査方法 郵送により調査票を発送 ⇒ 郵送又はオンラインで回答 

調査時期 令和 5 年 9 月 29 日～10 月 13 日 

調査票回収数 66 団体（回収率 88％） 

 

（3）アンケート項目及び集計結果 

ア 地区まちづくり推進委員会（2～22頁） 

①基本的事項について ・・・ 2 頁 

②活動状況等について ・・・ 2 頁 

③令和 3 年度まちづくり総合交付金の制度改正に対する評価について ・・・ 2 頁 

④交付金の算定項目について ・・・ 6 頁 

⑤対象経費における上限額の設定について ・・・ 8 頁 

⑥支出項目について ・・・ 12 頁 

⑦課題解決特別事業について ・・・ 18 頁 

➇交付金を活用した取組や成果について ・・・ 19 頁 

⑨その他 ・・・ 21 頁 

イ 単独自治会（23～34頁） 

①基本的事項について ・・・ 23 頁 

②活動状況等について ・・・ 23 頁 

③対象経費における上限額の設定について ・・・ 23 頁 

④支出項目について ・・・ 27 頁 

➄交付金を活用した取組や成果について ・・・ 32 頁 

⑥その他 ・・・ 33 頁 

 

（4）参考資料（アンケート用紙） 

ア 地区まちづくり推進委員会 ・・・ 35頁   イ 単独自治会 ・・・ 42頁 

 



- 2 - 

 

２ 集計結果 

（1）地区まちづくり推進委員会 

① 基本的事項について                            

問１．団体名、回答者の氏名及び連絡先を記入してください。 

 

② 活動状況等について                            

問２．令和 5 年度（今年度）は、予定していた活動を実施できていますか。（○は 1 つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３．実施できていない理由を教えてください。（自由記述） 

【浜田】 

・いつも年度末、初めが遅くなっているので、改善の必要あり。昨年と同様、今年度も事業は後半に集

中することとなります。 

【金城】 

・通年の行事（納涼大会・敬老会など）はコロナ過以前の状況に戻すべく実施をしているが、本年度の

課題についての振興会内の協議進捗が遅い。 

 

③ 令和 3 年度まちづくり総合交付金の制度改正に対する評価について       

問４．高齢化加算を新設した（活動費が増えた）ことで、事業や活動が充実した等の変化がありました

か。（○は 1 つ） ※問４は、高齢化加算に該当する団体のみ回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

55%

14

39%

1

3%

1

3%

0

0%

実施できている

ある程度実施できている

あまり実施できていない

ほとんど実施できていない

よくわからない

ｎ＝36

7

31%

11

48%

4

17%

1

4%

変化があった

変化がなかった

わからない

未回答

ｎ＝23
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問５．どのような変化があったかを教えてください。（○は 1 つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈その他の意見〉 

【旭】 

・将来性の計画指針の策定において有益であろう。 

 

問６．今後も高齢化加算が必要だと思いますか。（○は 1 つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問７．必要だと思う理由を教えてください。（○は 1 つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

29%

4

57%

1

14%

新たな事業を実施した

従来の事業を拡充した

その他

ｎ＝7

24

67%

5

14%

5

14%

2

5%

必要だと思う

必要だと思わない

わからない

未回答

ｎ＝36

8

34%

13

54%

1

4% 2

8%

高齢者に関する事業を実施するため

高齢化に対応する事業を実施するため

その他

未回答

ｎ＝24
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〈その他の意見〉 

【三隅】 

・高齢者、高齢化に対応するためではなく、全体で活動できるため。（要は交付金が増えるから） 
 

問８．必要だと思わない理由を教えてください。（○は 1 つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問９．年少人口加算を新設した（活動費が増えた）ことで、事業や活動が充実した等の変化がありまし

たか。（○は 1 つ） ※問９は、年少人口加算に該当する団体のみ回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１０．どのような変化があったかを教えてください。（○は 1 つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

60%

2

40%

0

0%

0

0%

高齢化加算が無くても事業を実施できるため

高齢化に対応する事業を実施しないため

高齢化加算に該当しないため

その他

ｎ＝5

2

50%

2

50%

0

0%

新たな事業を実施した

従来の事業を拡充した

その他

ｎ＝4

4

45%

4

44%

1

11%

変化があった

変化がなかった

わからない

ｎ＝9
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〈その他の意見〉 

【浜田】 

・コロナ感染防止で特に子供達中心の事業をした。リンゴ狩りやいちご狩りなど外に積極的に出て、また

コミュニケーションが作れる状況ができたと思う。 

 

問１１．今後も年少人口加算が必要だと思いますか。（○は 1 つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈その他の意見〉 

【浜田】 

・以前からの活動に変化はないため、特に必要性を感じない。 

 

問１２．必要だと思う理由を教えてください。（○は 1 つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈その他の意見〉 

【浜田】 

・子供とともに子育てをしている親への支援に必要。 

【金城】 

・加算された金額は子どもに関する事業のみ充当可能なのか。 

 

14

39%

3

8%
4

11%1

3%

14

39%

必要だと思う

必要だと思わない

わからない

その他

未回答

ｎ＝36

12

86%

2

14%

子どもに関する事業を実施する必要があるため

その他

ｎ＝14
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問１３．必要だと思わない理由を教えてください。（○は 1 つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈その他の意見〉 

【浜田】 

・そもそも活動しようと動く人材がいない。 

 

④ 交付金の算定項目について                         

問１４．地域の実情に応じた算定を行うために、算定方法を変更（単価の見直しや算定項目の追加及び

削除等）する必要があると思いますか。（○は１つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0%
0

0%

2

67%

1

33%
年少人口加算がなくても事業を実施できるため

子供に関する事業を実施しないため

年少人口加算に該当しないため

その他

ｎ＝3

20

56%

16

44%
変更する必要がある

変更する必要はない

ｎ＝36
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問１５．増額する必要があると思う項目を教えてください。（○は３つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈その他の意見〉 

【浜田】 

・活動内容に応じた増額は必要。（地域単位ではない目的に応じた活動を強化するため） 

・高齢化・年少人口加算などもいいが限定してしまうと活動が狭まるので、もっと自由に使用できる部

分があると良い。 

【金城】 

・都市部と過疎地の状況を考慮した加算金の追加。（人口減少、高齢化に伴い住民の負担増になっている

町内での草刈り作業など） 

・算定項目：事業実施加算 【理由】事業実施（10 万円以上）を行う上で、総合交付金（現状）では限

界がある。 

・後継者づくりのための取組強化。 

【旭】 

・まちづくり推進委員会が設立されていない地区への減額補正項目。 

・算定項目：山間部においての寒冷地補助 【理由】年々、増加するであろう高齢者、独居者の家回り、

除雪、地域有償ボランティアの構想実現。 

【三隅】 

・均等割は廃止、面積割、世帯数割は見直した方が良い 人口割を設定したほうが良い。 

・算定項目：活動数 【理由】それなりに経費がかかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

5

10

4

9

3

10

0 2 4 6 8 10 12

均等割 世帯数割 活動基礎額 面積割 高齢化加算 年少人口加算 新たな算定項目
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問１６．問１５の増額を行うための財源として、減額する項目を教えてください。（○は３つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 対象経費における上限額の設定について                   

問１７．備品購入の上限額を見直す必要がありますか。（○は 1 つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈その他の意見〉 

【浜田】 

・税別の対応をしていただきたい。 

・今のところ議論していない。 

 

回答した理由を記入してください。（自由記述） 

〈見直す必要がある〉 

【浜田】 

・制限を設ける理由が特に見当たらない。 

・20 万円では買えない物がある。 

・一律ではなく、まちづくり委員会の規模により上限額を設定してはどうか。 

・必要な備品を購入する際、上限が決まっていると購入できない。 

・地域課題に向き合えるように。 

【金城】 

・まちづくりに使途を制限する考えが理屈に合わない。 

4

8

9

3

4

3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

均等割 世帯数割 活動基礎額 面積割 高齢化加算 年少人口加算 未回答

14

39%

20

56%

2

5%

見直す必要がある

見直す必要はない

その他

ｎ＝36
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【旭】 

・高額な備品購入の可能性もあり、単価 20 万円以上は、所管課・財政課協議により決定されたい。 

・現行の 20 万円上限では品目により不足金の発生が選定の障壁となる場合が懸念される。利用目的の

精査による上限幅に余裕を求めたい。 

・20 万円以上の備品を購入する場合に限度額を上げてほしい。 

【三隅】 

・物価の上昇に対応した金額にしてほしい。業務に必要な物品の価格が上昇しているため。物価の高騰。 
 

〈見直す必要がない〉 

【浜田】 

・何でもかんでも公費に頼るのは如何と思う。 

・交付金の対象額として、妥当な金額だと思うから。 

・偏った交付金の使用をしたくないから。 

【金城】 

・現状でいいと思います。 

・交付金については各地域に公平性を保つためには、ある程度の上限額の設定は必要。 

・多数の方が使う備品等はそれなりの値段も高いです。せめて他の財源充当を可とし、20 万円以上の

備品が買えるようにしてください。 

【旭】 

・適正に審査され購入されているから。 

【弥栄】 

・本庁担当課と協議をすることが出来るので解決策は見つかる。 

【三隅】 

・今のところ、現在の上限金額で困るような支出はない。場合によっては交付金以外の他の補助金等で

賄うこともできる。 

・今のままで問題がない。 

・敢えて減額をあげる必要はない為。 
 

問１８．工事等の上限額を見直す必要がありますか。（○は 1 つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈その他の意見〉 

【浜田】 

・税別の対応をしていただきたい。 

14

39%

21

58%

1

3%

見直す必要がある

見直す必要はない

その他

ｎ＝36
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回答した理由を記入してください。（自由記述） 

〈見直す必要がある〉 

【浜田】 

・一律ではなく、まちづくり委員会の規模により上限額を設定してはどうか。 

・工事を伴う必要なものを購入する際、上限が決まっていると購入できない。 

・地域によってはソフト事業よりハードを優先させたい町もあるから。 

・工事は必ずしも多額の工事ばかりではないので、10 万・20 万でも見積書等を添付して実行できるよ

うにした方がよいのでは。 

【金城】 

・まちづくりに使途を制限する考えが理屈に合わない。 

・金額が少なすぎです。上限額を上げてください。 

【旭】 

・高額な工事の可能性もあり、工事費 60 万円以上は、所管課・財政課協議により決定されたい。 

・工種において構造物材料費に差があるため単年度施行に支障が発生又は実施が困難となる場合が生じ

る。 

・60 万円以上の工事等を行う場合に限度額を上げてほしい。 

【三隅】 

・今年度、課題解決を活用して仮設トイレを設置したが、この上限額により製品のグレードを下げざる

を得なかった。 

・今後も仮設倉庫の設置などを考えているため、上限額の引き上げを希望したい。 

・物価高騰 

 

〈見直す必要がない〉 

【浜田】 

・何でもかんでも公費に頼るのは如何と思う。 

・交付金の対象額として、妥当な金額だと思うから。 

・各町内毎に負担して実施する。 

・偏った交付金の使用をしたくないから 

・物価高騰 

【金城】 

・現状でいいと思います。 

・交付金については各地域に公平性を保つためには、ある程度の上限額の設定は必要。 

【旭】 

・今後は、予期せぬ工事が増えていく可能性があるから。 

【弥栄】 

・本庁担当課と協議をすることが出来るので解決策は見つかる。 

【三隅】 

・今のままで問題がない。 

・対象がない為解らない。 

・工事等の計画がないため。 
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問１９．食糧費の上限額を見直す必要がありますか。（○は 1 つ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈その他の意見〉 

その他 

【浜田】 

・税別の対応をしていただきたい。 

【旭】 

・敬老会弁当などを考慮すると、高額対応できるよう見直し願います。 

 

回答した理由を記入してください。（自由記述） 

〈見直す必要がある〉 

【浜田】 

・物価高騰により、参加者 1 人当たり 1,000 円では足りないため、見直しをして欲しいから。 

※1,500 円くらい 

・1,000 円では自己負担が要。（増える） 

【金城】 

・現在の食材費等の高騰や内容を考慮。 

・まちづくりに使途を制限する考えが理屈に合わない。 

【旭】 

・超過分の個人負担を認め、1000 円までは交付対象とする。 

・1,000 円以上の食糧費を支出する場合に限度額を上げてほしい。 

・色々な物が値上がりしており、少し上げてほしいです。 

【三隅】 

・税別で 1,000 円にしてほしい。 

・物価上昇の折、設定した当時と 2 割程度変化しており、実質の食糧品質が低下していため。通常は低

品質でも構わないが、敬老会等では見直した額で提供したい。 

・独居の高齢者が増えており、“食事を一緒に楽しむ”必要性を感じており、内容を充実させるためにも

上限額を増額してほしい。 

 

〈見直す必要がない〉 

【浜田】 

・不明瞭にないりやすい費目であり、後ろ指をさされないよう節度を持った活動をして行く必要がある。 

17

47%

17

47%

2

6%

見直す必要がある

見直す必要はない

その他

ｎ＝36
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・多いに越したことは無いが、この金額なら妥当だと思うから。 

・一人当たりの飲食費の上限は現在の額が妥当だと思う。現状が妥当な目安となる金額だと思うから。 

・負担上限を超過した場合は、各町内毎に負担する。 

・飲食費を増しても、一部の役員の酒代となることが・・・ 

【金城】 

・現状でいいと思います。 

・交付金については各地域に公平性を保つためには、ある程度の上限額の設定は必要。 

【旭】 

・適正に審査され、必要量の購入がなされているから。 

・個人に資する部分において概ね妥当であろうと思う。 

【弥栄】 

・但し各事業につき参加者 1 人あたりの文言はどうか？上限が必要と思う。 

【三隅】 

・物価高騰により単価も上がってきているが、現状では問題があると感じてはいない。 

・現状の金額で対応可能なため。 

・参加者が負担する。 

 

⑥ 支出項目について                             

問２０．役員報酬を交付金の対象としていることについてどのように思われますか。（○は 1 つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答した理由を記入してください。（自由記述） 

〈引き続き対象とした方が良い〉 

【浜田】 

・報酬なしでは役員の後継者さがしに苦労する。 

・年々役員の負担が多くなり、ボランティア的な要素だけでは済まなくなってきている。活動を活性化

させるためには、有償な役員の支出があっても良いと思う。 

・交付金以外から捻出が難しい。 

・常識的な範囲での報酬は必要と思う。時間を割いているので。 

・経費に幅広く対応するためにも、上限は組織の裁量。 

 

29

81%

5

14%

2

5%

引き続き対象とした方が良い

上限を設けた方が良い

対象としない方が良い

ｎ＝36
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【金城】 

・役員の皆さんも仕事や家事をしながら、地域の為に活動を行っているので役員報酬は交付金からの支

出で良いのではないでしょうか。 

・役員の活動への対価として必要。 

【旭】 

・全くのボランティアというわけにはいかず、必要な人数を確保するためには財源が必要だから。 

・ボランティア精神によるのが美しいが、そもそも役員をする人(特に若い世代)が少ないため。 

・当然のことと思う。 

【三隅】 

・地域課題解決にアプローチする団体という特性上、ただやりたい人がやりたいことをやるだけではな

く、時には多少の無理や負担をお願いして、関わる方個々の時間や労力を割いていただく必要がある。

金額は各団体で決めればいいことではあるが、交付金から全く出せないとなるのは厳しいのではない

かと思う。 

・規約に載せて了解を得ていれば問題ないと思う。 

・役員はそれなりの役割を担っており対象で可。 

・昨年度から役員報酬を新設した。 

・時世に見合った支出  例 燃料費、機器類の修繕等。 

・役員になるといろいろ経費がかかる。無報酬では役員になる人がいなくなる。 

 

〈上限を設けた方が良い〉 

【浜田】 

・確かに役員報酬は必要であるが、交付金を殆ど報酬に充当している所もあると聞くと、もっと活動費

用に使用するべきだと思うから。 

・交付金の何割までを報酬として使用可能のように上限を設けた方が良い。 

・役員を引き受ける方が少なくなっているので役員報酬は必要だが、上限は必要と思う。 

・ある程度の上限設定は必要と思う。（余った交付金を現状では役員報酬に振り向けられるから） 

・常識の範囲内でならいいと思う。（例：年 1-2 万円程度） 

 

〈対象としない方が良い〉 

【浜田】 

・現在対象としていない。必要ない。 

【弥栄】 

・推進員の実動に対する賃金は様々な活動を長く続ける為には必要と考えるが役員報酬までは必要ない。 
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問２１．商品券や図書カードを交付金の対象としていることについてどのように思われますか。（○は 1

つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答した理由を記入してください。（自由記述） 

〈引き続き対象とした方が良い〉 

【浜田】 

・事業、イベントの景品として利用しやすい。 

・現金での配布ができないので、敬老会等の記念品や祝賀会の弁当代相当の商品券等に使用するのは良

いと思うから。 

・以前のように会合を開くことが難しいこの頃だから、よけいに不要なものをプレゼントするより、自

分のために有意義な使い方をして欲しいので、商品券や図書券の活用は良いと思う。 

・当委員会でも該当する。児童生徒や高齢者に理由があって配布しているが、他に代わるものが無い。 

・敬老会等で会場に来れない高齢者がおられる為、商品券等が必要。 

・支給目的と支給先が明確で、且つ常識的な金額においては対象として欲しい。 

・ニーズに沿った活用方法として。 

・支払う項目や対象によって商品券や図書カードを使用する方が、お金をもらうより渡しやすいし、受

け取りやすいのではないか。 

・商品券は金券のため NG だが、図書カードは子供会へ配ることが多く、配る対象をある程度制限した

ほうがいいのでは？ 

【金城】 

・波佐では地域の商店で使うので地域でお金が回るのでいいと思う。 

【旭】 

・ただし、活用方法はイベント等の賞品に限る。 

・金銭で賄うべきでない誠心性を伴う場合の敬意を表す場合等必要。 

・御礼等に使う時に使い勝手がいい。 

【三隅】 

・賞品などで利用出来るので問題ないと思う。 

・食糧費の代わりとすることもあるため。 

・交流事業では食料品や雑貨を参加賞としていたが、公平性の観点から商品券に変更した。 

・必要性を感じる。 

・謝金の場合、現金より商品券や図書カード良い場合がある。 

 

26

72%

5

14%

5

14%
引き続き対象とした方が良い

上限を設けた方が良い

対象としない方が良い

ｎ＝36
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〈上限を設けた方が良い〉 

【浜田】 

・高額にならないように上限があった方が良い。 

・ある程度の制限は必要と思うから。 

【金城】 

・賞品として商品券や図書カードを購入・使用の観点からは交付金の対象で問題ないと思います。 

市側も他の地域と見比べ高額の商品券等を購入している場合があれば上限を設定してもいいのではな

いでしょうか？ （行事内容・参加者数・賞品総額などの要確認） 

【旭】 

・歯止めが必要だと思うから。 

 

〈対象としない方が良い〉 

【浜田】 

・当地区ではそのような支出をしたことはないし、会計が不明瞭なものになるのではないでしょうか。 

・ばらまきはまちづくりとは言えないから。 

【金城】 

・まちづくりの趣旨とは違うと思う。 

【弥栄】 

・弥栄のみらい創造会議では当組織内で活動する子供まちづくり委員会の委員には賃金のかわりに図書

カードを少額ながら配っているが必要経費としての意味が分からない。 

【三隅】 

・地域課題解決に直接あるいは間接的にでも結びつくような使い方であれば許容できるが、相当な理由

でないとただのバラマキではないかと思う。わかりやすく換金可能なものは適当でないと考えます。 

 

問２２．防犯灯の電気代を交付金の対象としていることについてどのように思われますか。（○は 1 つ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答した理由を記入してください。（自由記述） 

〈引き続き対象とした方が良い〉 

【浜田】 

・防犯灯は地域維持の基礎であり、必需品であるから。 

・町内には多数の防犯灯が設置されている。電気代も高騰しているので、みんなが使用していることに

交付金を充てることは良いと思うから。 

32

89%

1

3% 3

8%

引き続き対象とした方が良い

上限を設けた方が良い

対象としない方が良い

ｎ＝36
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・今後もこの電気代は、対象として欲しい。 

・諸物価高騰は電気料金も同じ、会費の値上げもままならない。 

・防犯灯の電気代を交付金で補助する事で防犯灯の設置箇所が増え防犯活動の一貫になる。 

・世帯が減少するなか、自治会の会費だけで維持するのが難しくなる。 

・非常に公共性が高いので、対象とするべきだと考える。 

・地域全体の利益に繋がっているから 

・町内に防犯灯が多いから。 

・コロナで活動できない町内が多かったので、各町内助成金の支出対象がなく困っている町内が多かっ

た。事務局からの提案で、防犯灯にも使えますと助言できた。 

【金城】 

・このままでよいと思います。 

【旭】 

・今後、空き家も増え、防犯上、新たな申請が行われる可能性が高いから。 

・地元負担の軽減により、自主財源の使途の幅が拡大されるため。 

・地域の防犯上、人家の無い場所等の設置にも積極的に考慮したい。 

・高齢化地域には、資金不足を補うため対象とした方が良い。 

【三隅】 

・防犯灯が地域管理である以上は交付金から捻出するのは妥当と考える。 

・問題ないと思う。 

・市民の安全のために設置したものであり、充分対象となりうる。 

・防犯灯や防犯カメラは地域活動の 1 つとして重要であり、地域の防犯対策に不可欠なため。 

・必要性を感じる。 

 

〈上限を設けた方が良い〉 

【浜田】 

・使用料金の 0 割、全額としたら人口の多い町はそうする。 

 

〈対象としない方が良い〉 

【金城】 

・町内会、市で負担すべきでは。 

・各自治会の自治会費で充当するのが普通と思います。 

【弥栄】 

・これは交付金の対象と考えにくい。波佐では来年考えを改める予定です。 
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問２３．委託費（シルバー人材センター等への委託）を交付金の対象としていることについてどのよう

に思われますか。（○は 1 つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答した理由を記入してください。（自由記述） 

〈引き続き対象とした方が良い〉 

【浜田】 

・高齢化しており住民だけでは活動が困難な町内もあるため、活動人員不足を委託で補うのに必要。 

（環境活動や、イベントなど） 

・当地区で委託をしたことはありませんが、高齢化の進んだ地区ではそういった事も必要と思われる。 

・地域住民の高齢化で草刈りや特殊作業が難しくなるため、業者への委託は必要になる。 

・委託したことはないが、委員か事業遂行のために専門の作業や人夫作業において係る経費は、対象と

するべきだと考える。 

・今回、見積もりに「一式」の工程が多く、困った面がありましたが、指摘して直してもらった町内が

多かった。 

【旭】 

・環境整備等、シルバー人材センターへの委託がますます増える可能性があるから。 

・委託側と受託側(シルバー等)双方にメリットが発生するため。 

・地域住民の作業協力も委託費の対象として扱えますか？ 

・地域的に広範囲を対処する場合は必要だと思う。 

・高齢化地域で草刈りが負担になっているので続けた方がいい。 

【三隅】 

・地域管理である以上は交付金から捻出するのは妥当と考える 

・高齢者が多い地区なので助かる。 

・委員会では処理仕切れない事業があれば委託となることも考えられる。 

・委託費（事業委託）を計上しているため今後も対象としてほしい。 

・必要性を感じる。 

・今は利用していないが高齢化が進み利用する可能性があるため。〈上限を設けた方が良い〉 

 

【上限を設けた方が良い】 

【浜田】 

・各町内で高齢化が進んでいる。溝掃除やら草取り、蜂の駆除等、住民では難しいことも多々あり、専

26

72%

7

19%

2

6%

1

3%

引き続き対象とした方が良い

上限を設けた方が良い

対象としない方が良い

未回答

ｎ＝36



- 18 - 

 

門業者に依頼することも増えている。 

・委託費として交付金を対象としてもらい助かっている。 

・こちらも上限は設けて、不足額は町内で負担したら良いと思う。 

・高齢化でやむを得ないと思う。ただし自己負担は必要。 

【金城】 

・全てを頼るのは少し違うと思う。 

・委託することによる地域住民の交流減少があると思われますので、委託過多にならない為にも上限を

設定し抑制する様にしたらどうでしょう。 

・委託の実績について市側も調査し、他の地域への公表も検討して頂きたい。 

 

〈対象としない方が良い〉 

【弥栄】 

・地域住民で、自分達の地域を守って行くという意識が薄れると思う。 

【浜田】 

・社会福祉協議会が古くから続けている事業であり、委託というのは筋違いではないか？ 

 

⑦ 課題解決特別事業について                         

問２４．課題解決特別事業を活用したことがありますか。また、今後課題解決特別事業を活用する予定

がありますか。（○は 1 つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２５．課題解決特別事業を活用したい理由を教えてください。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

39%

8

22%

5

14%

8

22%

1

3%

活用実績があり、今後も活用したい

活用実績はないが、今後は活用したい

活用実績はあるが、しばらくは活用の予定はない

活用実績はなく、しばらくは活用の予定はない

未回答

ｎ＝36

15

12

0 2 4 6 8 10 12 14 16

地域として特に重要又は喫緊

の課題を解決するため

中長期的（複数年度）にわ

たって地域課題の解決に取り

組む事業を実施するため

その他
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問２６．課題解決特別事業の活用を予定していない理由を教えてください。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈その他の意見〉 

【浜田】 

・課題が今のところ見当たらないため。 

 

➇ 交付金を活用した取組や成果について                    

問２７．交付金事業によって、地域や貴団体に対してどのような効果や影響があったと思いますか。（○

は２つまで可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈その他の意見〉 

【金城】 

・振興会では地域課題に対応する協議に取り組めたとおもわれます。地域に関して将来を担っても

らう若い世代の地域行事への参加率が減少傾向にあり当地域の今後の課題となっております。 

【旭】 

・取り組みを進めることで、徐々にまちづくり推進委員会への協力が得られてきた。(わずかだが住

民の無関心・利己主義の蔓延からの変化) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

2

3

3

2

0 1 2 3 4 5 6

基礎額、活動費の範囲内で賄えるため

積立金や繰越金を活用し実施するため

事業を実施する体制ができていないため

事業の企画ができないため

その他

16

14

21

12

2

1

0 5 10 15 20 25

住民主体の活動が推進された

地域の特色を活かした取組が実施できた

地域活性化の取組や事業が実施できた

地域課題に対応するための事業に取り組めた

特に効果や影響はない

その他

未回答
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問２８．貴団体のまちづくりの取り組みについて、どの程度の地域住民の方が知っていると感じますか。

（○は 1 つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２９．交付金を活用した取組や成果を他のまちづくり団体に広げるためにはどのような方法が有効だ

と思いますか。（○は２つまで可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈その他の意見〉 

【金城】 

・市の直接的な関与 

【弥栄】 

・まちづくりコーディネーターの大事な業務ではないですか？まちづくりコーディネーターは常勤

のはずですが多くの時間何をされているのはよく分かりません。また、まちづくり交付金を出し

ている団体の事業報告の公開もしてみたら？ 

【三隅】 

・SNS での発信 

 

 

 

 

 

 

12

33%

15

42%

8

22%

0

0%

1

3%

ほとんど知っている

ある程度知っている

あまり知っていない

ほとんど知っていない

未回答

ｎ＝36

12

16

17

13

3

1

0 5 10 15 20
まちづくりフォーラム等での活動報告会

の開催

実践事例集の作成・配布

まちづくり連絡会等での情報共有

他のまちづくり推進委員会の視察研修

（交流会）の開催

その他

未回答
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⑨ その他                                  

問３０．まちづくり交付金制度について、その他ご意見等があれば記入してください。（自由記述）  

【浜田】 

・自由度が高く利用しやすい。地域にとってありがたいです。 

・活動報告の提出書類を簡素化してほしい。 

・浜田市の人口減少の状況から考えても世帯数の見直しが必要ではないか。 

・地域住民が年々減少するに伴い交付金が減少しているので、運営が困難になるように思える。したが

って、今後交付金額の見直しが必要になって来ると思います。 

・自治会の役員とまちづくり推進委員会の役員を兼ねる方が多く、負担増になっている。そのため、役

員の成り手がおらず、役員の交代や事業の継続ができなくなる。 

・少子高齢化に伴い、町内の現役世代が減少し、また世帯数も減少してきている中、交付金を頂くこと

に、感謝しています。お陰で、活動の拡大も視野に入れての、まちの活性化が図れます。 

・現状では自分のいる地域において交付金を全て使い切れる事業はできない。他のまちづくり委員会の

事業においても交付金を使うために事業を行っているように思える場合もあり、本末転倒のように感

じる。本当に必要な部署や団体に使って欲しい。交付金制度のおかげで町内会費が溜まる一方である

が、かと言っていつ交付金制度が無くなるかもわからず、町内会費の値下げもできないといったとこ

ろが現状である。 

・地域単位は難しくなってきている。（地域活動において）やりたい活動や目的を持った団体個人に対す

る活動を伸ばしていくことに予算を使っていくことを考えていく必要があると思う。地域という枠組

みでは、これからを荷っていく世代は関わってこない。地域から地域資源を生かした活動、地域から

人との関わりへと変わっていけるように交付金制度を見直せばいいのにと思っています。※今の制度

は悪くはないと思いますが、地域単位にすると、一部（特に山側の人々）の人々の考え方に偏りがち

に見えてしましますので。 

・私たちのまちづくり推進委員会は、会長が事務局を兼務していて様々な交付報告書・決算書等を会計

さんにお願いしたりしている。コロナの影響もあるが、市への事務、会計報告等が毎年期限に間に合

わない状況です。何とか担当の方に迷惑をかけないようにと思いますが、私共の会員や地域から適任

を探し出すことが難しいところです。まちづくりセンターが貸室業務だけでなく、それぞれのまちづ

くり委員会の難しい業務やセンターとしての各まちづくり委員会へのアドバイスまたコピー等、もっ

とセンターが各まちづくり委員会のフォローできるよう体制を作ってもらったらいいのではないか

と思います。皆さんしっかり頑張っています。もう少し期限に間に合うように、努力します。人のせ

いにしてはいけないと思っています。 

・なかなか事務業務のできる者がいなくて、後回しになり、すみません。 

  この交付金を活用させて頂いているおかげで、たくさんのイベントを実施してきました。今年度も

計画しています。そして、備蓄品等の購入もできています。各町内会や各委員会等の活動がスムーズ

に行えています。予算・決算・報告と事務処理は大変ですが、交付金を使用させて頂いている以上、

当たり前だと思っています。 

また、各委員会も世代交代の時期が到来しています。いかに適任者をみつけて後継してもらうかが大

きな課題です。みんなが忙しい。でも誰かが動かないと町は動かせないし、協力もしてもらえない。 

 何が起きても自分のところは、みんなで協力し合い、助け合いのできる町であって欲しい。 

どうすればみんなが感心を持ってくれて、行動してくれるのか。先ずは、近隣の方々とのコミュニケ

ーションをとること。役員だけが活動するのではなくて、同じ地域に住んでいても疎遠な人たちも巻

き込んで一緒に「まちづくり」に取り組むこと。今、ひとりひとりが自分にできることから始める。

気負わず、何かを一緒にやることからが必要だと思います。 
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・殿町まちづくり委員会では、過去の年度で世帯数５００を前後したが、活動基礎額の増減で（30 万～

50 万）事業の見直しを迫られた。 

・今回、コロナの影響で 4 年ぶりに敬老会、八朔花祭り、市民体育大会（夏祭りは会場工事中のため中

止）の行事ができ充実した年でした。 

これからの活動において、各町内が助成金を使用しているので、事務局としても満足しています。 

 

【金城】 

課題解決の交付金事業について 

①上限金額を上げて頂きたい。新規事業や既存事業内で必要な備品の購入・倉庫等の増設などに充てる

制度にして頂きたい。 

②積極的に課題解決の交付金申請を行っている地域（振興会）との格差が生じていると思いますので、

年間の申請回数設定や過去の実績等を考慮して地域格差を減らしてもらいたい。（HP 以外でも各地域

や振興会に申請実績の報告ももらいたい） 

③申請内容に合わせ柔軟な審議をお願いしたい。（購入商品が未確定でも申請可能にして頂ければ良い 

許可後に購入内容の報告は必須） 

・まちづくり交付金については大変ありがたく、税金ですので支出については、非常に厳しくチェック

しながら使用させていただいていますが、何分今のルール配分では活動するのに制限（事業の縮小、

金額が不足のため）せざるを得ない状態です。今後、事業を多く展開している所には多く配分される

ことを願っています。 

【旭】 

・不公平感の払拭。何もしないところや、まちづくり推進委員会が設立されていないところと、まちづ

くり推進委員会として活動しているところには、差をつけるべき。 

・交付金の増減額を考えるに当たり、交付金事業で何年も同じ内容で、変化のない惰性的な繰り返しで

あれば、前年度比で 10％ずつの減額とする。（例えば、ほたる祭りなどで内容が昨年同様なら、減額

の対象とする） 

・地域コーディネーターとの連携でさらに有意義な活用が図れれば良い。アドバイス求む 

【弥栄】 

・平成 17 年の合併以来、周辺の地域では前より良くなったことは一つもありません。まちづくり交付

金の制度がある為に少なからず賑わい持続する活動が出来ているし、地域住民もこのままではいけな

いという思いも感じられるようになって来たと思います。引続き充実した制度にして続けていただき

たいと思います。 

【三隅】 

・交付金の見直し提案 

 世帯割額 1500 円⇒1000円 世帯には 1 人もいれば 5 人もいる。一人世帯が約 4 割となってい

ることと平均世帯人員が 2 人強であり一人当たりを 500 円程度として算出 

 面積割額 100 円⇒50 円 面積が広いからまちづくりにお金が掛かるわけではない。面積には山も

あれば田畑又民地もある。広いところは山が大半で山にお金を出す必要はないと思われる 

 均等割額 町内当たり 20000 円は廃止し、人口割として一人 500 円で算出する。町内には 5 人も

いれば数百人のところもあり不均衡。一人あたりを設定することで公平性が保たれる。以上

の変更で全体で約 3％の削減が見込まれる。 

・色々な活動をすると多くの経費がかかります。その為には多くの活動をしている所には多くの交付金

がいくように傾斜配分をお願いします。 
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（2）単独自治会 

① 基本的事項について                            

問１．団体名、回答者の氏名及び連絡先を記入してください。 

 

② 活動状況等について                           

問２．令和 5 年度（今年度）は、予定していた活動を実施できていますか。（○は 1 つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３．実施できていない理由は何ですか。（自由記述） 

・新しい団地に移動して残り 8 世帯、コロナになった方も数件あり、集まりが出来なかった。 

・今年度は高温のため、年 2 回例年実施する草刈りの作業が行われていません。またシルバーセンター

から支援もなく町内 20 ヶ所行う予定の草刈りと不法ゴミの回収作業は、町内会長と清掃指導員だけ

で行っているのが現状です。再度シルバーセンターと再交渉中です。 

 

③ 対象経費における上限額の設定について                   

問４．備品購入の上限額を見直す必要がありますか。（○は 1 つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈その他の意見〉 

・よく分かりません。  ・今のところはない。  ・どちらともいえない。 

41

62%

22

33%

1

1%

1

2%

0

0%
1

2%

実施できている

ある程度実施できている

あまり実施できていない

ほとんど実施できていない

よくわからない

未回答

ｎ＝66

6

9%

53

80%

6

9%

1

2%

見直す必要がある

見直す必要はない

その他

未回答

ｎ＝66
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回答した理由を記入してください。（自由記述） 

〈見直す必要がある〉 

・資材、物価高騰によりすべての行事に関する経費が 3 年前と比べ上昇している。ウクライナ情勢が影

響されているとケーブルテレビで市長は言われているが、ガソリン以外一度値上げした物品が値下げ

することは不可能である。是非、見直して欲しい。 

・備品などが古くて不良品のため。 

・20 万円以上の備品の購入で、事前に市に相談、承認されたものであれば交付金を使えるようにして

もらいたい。 

・防災組織や防災に関する準備もある程度入られることで使途が変化すると思う。 

 

〈見直す必要がない〉 

・20 万を越える備品は考えられない。「単価が 20 万円」は備品としては十分な金額だと思う。 

・自治会事業に見合った金額である。現状維持で良い。 

・町内に高額な備品はない。また、今後の町内活動を考えると高額備品は想定されない。 

・「まちづくり」に取り組むと必要かもしれないが、「８その他」で記載しているように取り組みは困難

である。 

・現在の町内への交付額が上限額までないため。 

・範囲内でまかなえてる。 

・見直しをする必要はないでしょうが、自治会が大きな買い物をするときには別途、目的に応じた活動

資金の補助制度があることを広く宣伝すれば良いと考えます。 

・本会の現実では現状で十分である。 

・上限どころか普通の活動費さえままならない。 

・来年 6 月に新しい団地に移動のため。 

・交付金額が少ないので他の項目で十分足りている。 

・上限を超える状況になったことがない。 

 

〈その他〉 

・交付額が少ないので、どちらでも良い。 

・必要なことなかったため。 

・会長になって 1 年半、万単位の備品を購入する事項がなく判断できない。 

・自分がよく分かっていないから。 
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問５．工事等の上限額を見直す必要がありますか。（○は 1 つ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈その他の意見〉 

・工事が必要な場合は、不足の事態が起きた結果があるため、そういう場合は上限を越えてもいいのでは？ 

・よく分からない。どちらともいえない。 

 

回答した理由を記入してください。（自由記述） 

〈見直す必要がある〉 

・現在、トイレの改修を検討しており災害時にも対応できるものにしたいと考えている。約 150～200

万近くかかり 60 万では限られた工事しかできない。 

・資材、物価高騰によりすべての行事に関する経費が 3 年前と比べ上昇している。ウクライナ情勢が影

響されているとケーブルテレビで市長は言われているが、ガソリン以外一度値上げした物品が値下げ

することは不可能である。是非、見直して欲しい。 

・物価高騰もあり、「60 万円未満の工事費」は不十分。工事費としてはもう少し高額な上限設定をして

欲しい。 

・道路が狭い所があり、車も多く通る時間もあるので広げてほしい。 

・事前に市に相談、承認されたものであれば 60 万越でも交付金を使えるようにしてほしい。 

・地区住民のための公共工事は見直す必要があると思う。 

 

〈見直す必要がない〉 

・今後の町内活動を考えると高額工事費は想定されない。 

・集会所がないため老朽化の心配がないが、将来的には空き家を借りて会合するときには、一部工事を

する場合が出るかもしれないから。 

・現在の町内への交付額が上限額までないため。 

・すべての町内会が集会所を所有すればだが、現状では必要ない。当自治会では、工事等をする必要が

ない。該当する事案がない。 

・現状で十分であり、今のままで良い。 

 

〈その他〉 

・交付額が少ないのでどちらでも良い。 

・必要なことがなかったため。 

・会長になって 1 年半、万単位の工事を実施する事項がなく判断できない。 

10

15%

47

71%

7

11%

2

3%

見直す必要がある

見直す必要はない

その他

未回答

ｎ＝66
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問６．食糧費の上限額を見直す必要がありますか。（○は 1 つ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈その他の意見〉 

・わからない。  ・どちらともいえない 

 

回答した理由を記入してください。（自由記述） 

〈見直す必要がある〉 

・無しでも良い。 

・数年間物価高で食材は上がっているため、増額してほしい。税込み価格にしてほしい。 

（税込み 1200 円～1300 円、1,500 円、2,000 円） 

・食糧費は近年高騰してきており、1,000 円以内のお弁当&お茶セットでは物足りないものになってし

まうため、1,500 円から 2,000 円でも良いと思う。また、少しでも良いものを出したほうが参加者

を増やせるため。 

・物価高により 1,000 円では足りなくなっている。今まで通りの弁当が購入できなくなっている。 

・食品などの物価高騰により町内親睦会で必要な食事など 2020 年から比べると生鮮食品で１０％以

上、生鮮食品以外で６％以上値上げされている。しかも電機料金、ガソリン代など光熱費の高騰によ

り全てが値上がりしている状況であり、食糧費の上限を是非見直していただきたい。 

・親睦会の弁当に使用させてもらっているが、1,000 円の弁当では個人負担の割合が大きい。 

・物価、消費税が上がり町内会の事業に支障をきたしています。 

 

〈見直す必要はない〉 

・税金であるので飲食費は適当と思う。 

・現在のところ該当する事案がない。 

・自治会の計画に見合っている。範囲内で賄えている。 

・不足分くらいは町内会費から出せばよいので高額にしなくても良いと思う。 

・常会では参加者が少ないため。 

 

〈その他〉 

・必要なことがなったため。 

 

 

 

20

30%

41

62%

3

5%

2

3%

見直す必要がある

見直す必要はない

その他

未回答

ｎ＝66
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④ 支出項目について                            

問７．役員報酬を交付金の対象としていることについてどのように思われますか。（○は 1 つ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答した理由を記入してください。（自由記述） 

〈引き続き対象とした方が良い〉 

・役員のなり手不足であり、せめて報酬は最低限必要と考えるから。 

・毎年、同じ者が役員にならざるを得ない。せめて手当を支給して確保するしかない。 

・交付金対象とならないと支給もままならない（町内会費の値上げなど必要となる）。 

・町内の会員が高齢化し、後継者は他所にすんでいる。町内の役員のなり手が少ない。また、アパート・

出店の会員が多く町内活動に参加する会員は限られている。 

・町内会で役員報酬を求めている町内があるのであれば、対象として残しておいてよいと思う。 

・町内会の判断（規約）に、委ねてよいと思います。 

・地域活動に参加要請、貢献してもらっている。 

・現行どおり使用したいため。 

・役員報酬は必要であると感じるため。 

・問う町内会の金額であればこれで良いと思う。 

・小さな町内会とはいえ、会議出席、町内会に属さないアパートへの市報等の配布作業はかなりの負担。

仕事をもちながら掛け持ちする会長が今後増えるのは必要なので必要と考える。 

・会員数が減少するなか行事を開催しても参加者が減少。また、今だコロナ感染者が減少できていない

なか交付金を使いたい。 

・本職しながら町内の役員をする事は。 

・全額、町内会計に入れており、それでも収支は若干赤です。街路灯代が年間で 5 万近くかかり大きな

負担となっている。 

・『まちづくり総合交付金制度は、住民主体による地域の特性に応じた魅力あるまちづくり活動を支援す

るという目的から、対象経費については、活動に要する経費に幅広く対応できるよう比較的自由度の

高い交付金として運用しています。』⇒ この理念の元、各町内が総会で議決して支出しているので

第三者がどうこう言える事ではないと思う。 

・住民票を浜田市に移しても町内会入会の勧誘をおこなっても残念ながら入会されない方が最近多くな

っている。町内会の役員をされる方も公私にわたり多忙の中、協力していただいており地域支援活動

費も活用しているが町内会費だけでの町内の親睦事業、環境整備などの経費を賄うのは厳しい。引き

続き対象とすべきと考えます。 

49

74%

7

11%

6

9%

4

6%

引き続き対象とした方が良い

上限を設けた方が良い

対象としない方が良い

未回答

ｎ＝66
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〈上限を設けた方が良い〉 

・本来なら、「無報酬もやむなし」の考えだが、社会通念上の範囲内に収まる額であれば、認めても良い

と思うが、それなりの活動か伴うことが要件となる。 

・総会などで説明ができる。 

・会の運営を行っているので、ある程度は出して良いと思う。 

・役員報酬はもらっていないので分かりませんが、上限はあった方が良いと思います。 

・瀬戸見 5・6 町内会は、町内会長手当を出していません。（町内会長が行政連絡委員と兼務という規約

があるから。） 

 

〈対象としない方が良い〉 

・交付金制度が施行される以前から役員報酬を支給されているため。 

・役員報酬はボランティアとして無報酬が好ましい。当会も無報酬。 

・まちづくり総合交付金は町内会長等、役員報酬するためにあるのではない。町内の皆さんから徴収し

ている町内会費から支給すればよい。 

・町内会費から支出している。 

 

問８．商品券や図書カードを交付金の対象としていることについてどのように思われますか。（○は 1

つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答した理由を記入してください。（自由記述） 

〈引き続き対象とした方が良い〉 

・子供の日、敬老の日等への町内からの祝いとして、継続したほうが良いと思います。 

・こどもの日の祝いや敬老の祝いを実施する際、これらのものを交付金から支出できることで、限られ

た予算の中で、人数の大小があっても対応可能である。 

・敬老の日の祝いに（私の町内）していて、いずれは集まっていただいて祝う会的なものにしていきた

いとは思っているが、現状は商品券の方が良いとの意見が多数である。 

・70 才以上の方に敬老祝として手渡して、安否確認、健康等、近況を伺っている。 

・町内では敬老会の記念品として、各対象者に配布している。（75 才以上） 

・防災訓練参加、団地清掃（草刈、植木剪定など）に活動費として商品券は参加者向上に役立っている。 

・浅井 4-1 町内会では利用していないが、参加する人が高齢で参加できないため利用できたら良いと思

います。 

49

74%

6

9%

8

12%

3

5%

引き続き対象とした方が良い

上限を設けた方が良い

対象としない方が良い

未回答

ｎ＝66
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・ものの考え方だけであり、作業やイベントをしてその対価としての対象であるならば別に良いと思う。

商品や食品なら良いのかの質問になってくる。常識範囲内で。 

・『まちづくり総合交付金制度は、住民主体による地域の特性に応じた魅力あるまちづくり活動を支援す

るという目的から、対象経費については、活動に要する経費に幅広く対応できるよう比較的自由度の

高い交付金として運用しています。』⇒ この理念の元、各町内が総会で議決して支出しているので第

三者がどうこう言える事ではないと思う。 

・品物など具体物では受け入れられない方もおられ、自由に選べるこの方が喜ばれる。 

・謝礼等のお礼で現金で支払い出来ない時に必要だから。 

・多くの人が対象になるから良いと思う。 

・交付金でできるなら、それでいいと思います。 

 

〈上限を設けた方が良い〉 

・経費の無駄を省く。 

・町内事業の参加者、協力者などに提供することが考えられるが、食事代と同様な扱いが適切と考える。 

・奉仕活動をしている参加者にお茶代として出している。 

 

〈対象としない方が良い〉 

・何に使用しているのか、不透明感が感じられる。 

・金券の配布は好ましくないため 

・商品券や図書カードは住民個人の使用するもので交付金の対象とすべきではない。 

 

９．防犯灯の電気代を交付金の対象としていることについてどのように思われますか。（○は 1 つ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答した理由を記入してください。（自由記述） 

〈引き続き対象とした方が良い〉 

・対象から外すと、防犯灯の保守管理がずさんになる恐れがあると思います。 

・町内会費の値上げが難しいため。 

・町内会費より支払うのが困難である。 

・交付金を充当している。 

・外灯代電気料を自治会負担にすると自治会運営にひびく。町内会費の負担軽減。 

・電気代は町内会支出の大きな部分を占めており、対象とすべき（庁内の安全上必要）。 

58

88%

2

3% 4

6%

2

3%

引き続き対象とした方が良い

上限を設けた方が良い

対象としない方が良い

未回答

ｎ＝66
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・公共性があると思う。 

・電気代も高騰しております、必要である。 

・防犯灯は安全安心なまちづくりに必要不可欠なものであるため。 

・他の町内の人など、不特定の人が利用するため。 

・町内すべての防犯灯の電気代を行政で全て負担してもらうのであれば対象外でも良いと思いますが、

町内防犯灯は町内の防犯と言う意味合いもある一方市道の交通上安全を確保している意味合いもある

ので引き続き対象としてもらいたい。 

・小さな町の割に防犯灯が多い。通り抜けの隣保の町の需要もあって多いので対象にしてもらって助か

る。 

・市に各町内の要所要所に防犯カメラを設置してもらいたいです。 

・町内の防犯灯設置は必要不可欠であり電気代は町内会が負担すべきと思う。 

・現行どおり使用したいため。 

・町内会に属さないアパート住民にも恩恵があるのだから、市が負担した方がよい。 

・町内にある防犯灯とはいえ、浜田市全体にかかってくる問題だと思うので。 

・交付金ではまかない切れない。別枠での補助をお願いしたい。 

・『まちづくり総合交付金制度は、住民主体による地域の特性に応じた魅力あるまちづくり活動を支援す

るという目的から、対象経費については、活動に要する経費に幅広く対応できるよう比較的自由度の

高い交付金として運用しています。』⇒ この理念の元、各町内が総会で議決して支出しているので第

三者がどうこう言える事ではないと思う。 

 

〈上限を設けた方が良い〉 

 未回答 

 

〈対象としない方が良い〉 

・町内会の地域の大小で差があるため。 

・町内会、自治会費で支払うべきである。 

 

問１０．委託費（シルバー人材センター等への委託）を交付金の対象としていることについてどのよう

に思われますか。（○は 1 つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

79%

8

12%

2

3%
4

6%
引き続き対象とした方が良い

上限を設けた方が良い

対象としない方が良い

未回答

ｎ＝66
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回答した理由を記入してください。（自由記述） 

〈引き続き対象とした方が良い〉 

・町内会費だけでは足りたくなると思います。 

・地域の高齢化が進んでいる現状で、イベント、草刈等で高齢者への負担が増えており、委託する必要

性が増加するため。 

・一つの例として、川岸の草刈り作業があります。町内では高齢化が進み大規模な除草作業になかなか

取り組めない事情があります。交付金を使うか否かにかかわらず、事業者に委託する方向で現在検討

しているところです。 

・町内会員の高齢化に伴い、市民一斉清掃等でも草刈り作業・側溝清掃（泥上げ）等、作業不可能な分

野も増えていく中、シルバー人材センター等への委託の頻度も増加傾向です。引き続き対象として欲

しい。 

・人手不足が進んでおり、自分達ができないところを、やっていただくため必要だと思うから。 

・高齢化が進む現状で町内の環境整備で町内だけではできない事を業務委託するケースは必要と思いま

す。私の町内では今まで活用した事はありませんが、今後必要になると考えています。引き続き対象

としておいて欲しい。 

・町内だけでは、解決できないこともあるので良いと思う。 

・原井町 4 町内は周辺を山林に囲まれ草木の成長が早く、定期的に雑木の伐採や清掃作業（雑草）を行

う必要があります。 

・今後、町内会員だけで草刈りは不可能と考えられる。 

・市道の法面が多いため必要です。しかし、私の町内では危険ケ所であり断られている。 

・現在、委託費は使用していないが、高齢化により危険なことをすることをためらっている。 

・『まちづくり総合交付金制度は、住民主体による地域の特性に応じた魅力あるまちづくり活動を支援す

るという目的から、対象経費については、活動に要する経費に幅広く対応できるよう比較的自由度の

高い交付金として運用しています。』⇒ この理念の元、各町内が総会で議決して支出しているので

第三者がどうこう言える事ではないと思う。 

 

〈上限を設けた方が良い〉 

・当自治会は、世帯数が少なく、高齢者も多いことから、今後、人材センターの活用も検討せざるを得

ない状況もあることから、対象としてもらいたい。 

・町内の会員の老齢化が進んでおり、だんだん人手がなくなっている。必要な経費と考えられるが、あ

る程度の制限は必要と思う。 

・使用したことがないのでわからない。 

・町内全体が高齢化しているので溝掃除等に使っても良いと思う。 

 

〈対象としない方が良い〉 

・自治会で対応すべきである。 
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⑤ 交付金を活用した取組や成果について                    

問１１．交付金事業によって、地域や貴団体に対してどのような効果や影響があったと思いますか。（○

は２つまで可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈その他の意見〉 

・負担軽減 

・以前の制度での町内会役員の経験がないのでよくわからない。 

・世帯も少なくなって、何も出来ていない。 

・集会上の清掃や運営が出来ている。 

 

問１２．貴団体のまちづくりの取組について、どの程度の地域住民の方が知っていると感じますか。（○

は 1 つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38
10

23
15

3
4

1

0 5 10 15 20 25 30 35 40

住民主体の活動が推進された 地域の特色を活かした取組が実施できた

地域活性化の取組や事業が実施できた 地域課題に対応するための事業に取り組めた

特に効果や影響はない その他

未回答

24

36%

26

40%

10

15%

4

6%

2

3%

ほとんど知っている

ある程度知っている

あまり知っていない

ほとんど知っていない

未回答

ｎ＝66
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問１３．交付金を活用した取組や成果を他のまちづくり団体に広げるためにはどのような方法が有効だ

と思いますか。（○は２つまで可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ その他                                 

問１４．まちづくり交付金制度について、その他ご意見等があれば記入してください。（自由記述）  

 

・浜田地区協議会の動きを見ても、とてもここ数年で統合にこぎつけることはできないので、機関誌等

で各地域の取り組みを知らせながら活動に向けての財政的支援をお願いしたい。 

・交付金制度はしばらく維持していただきたい。今、ストップまたは削除となるとマイナスの方向にし

か動かなくなりそう。求心力を保てない。 

・今のところ、特に思い浮かばない。 

・思いついたら都度、相談していきたいので、その際はよろしくお願いします。 

・浅井１町内は浜田駅前のため、会員としては出店(飲食店や物品販売て住民ではない)、アパート・マン

ションが多く、町内として実働の会員は、昔からの住民の２０軒たらずです。 

しかも、この２０軒は老齢化(ほとんどの皆さんが８０歳前後)、後継者は他で生活しており、町内で

「まちづくり」に取り組む事はむつかしい状況です。 

・現状は、市報の配布・ごみステーションの管理など必要最低限のことを行うとこがやっとです。 

・「地区まちづくり」ができると事業目的のまちづくりは可能かもしれないが、どこも高齢化・過疎化が

進んでおり難しいと考えられる。 

・人口減少、少子高齢化で町内運営が 5 年先、10 年先が不安になるので、交付金が減額になっても「ま

ちづくり」が最低限維持できる取組をしていくことを今だから考えておく事が必要だと思う。 

・交付金について申請方法（申請書類）を簡略化できる部分は見直して欲しい。大切な税金を交付する

側と申請する側を考えながら市民に配慮した申請手続きができる方法を是非お願いしたい。 

・元々商店街の取り組みが活発にされていましたがそれも衰退。その後、交付金がいただけるというこ

とで町内会組織ができました。 

・世帯数も少なく年 1 度の総会になんとか過半数の参加がありますので、この機会に魅力のある会にし

たいと思いますが、少子高齢化が進みこれからの活動に不安を感じております。改めて交付金の使い

方について読み直しております。 

・当会では自治会費（350 円/月）の殆どが管理費に使われ、まちづくり総合交付金は自治会事業の貴

重な財源となっており有難く思っております。継続実施をお願いします。 

・現状、交付金は寄附、募金等には使用できないが、実際上、交付金とほぼ同等の金額が募金などで町

11

43

26

6

2

1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

まちづくりフォーラム等での活動報告会の開催 実践事例集の作成・配布

まちづくり連絡会等での情報共有 他のまちづくり推進委員会の視察研修（交流会）の開催

その他 未回答
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内会計から支出しており、盆踊り、祭りなどの必要金額は各戸からの町内会費にて賄っている。結果、

戸数が減少しつつあるので、各戸の負担が増加し、行事に対する意識の低下＝まちづくり活動の低下

につながるのではないか。 

・まちづくり交付金制度を市民の皆様に分かりやすく伝えることが良いと思います。 

・交付金を頂くことで住民の負担となっていることがクリアになった。なかなか自治会費だけでは難し

い。 

・町内会費は徴収しているが、その 6 割強は赤十字活動資金、協議会会費、各種募金で消費され、交付

金を得ることで町内の事業や維持管理ができている状況です。ぜひとも交付金制度は令和 7 年度とは

いわず継続していただきたい。 

・戸数の少ない集落では活動資金が限られています。交付金がなければさらに地域活動は貧弱なものに

なります。 

・この制度は続けていただきたい。 

・町内会長を 10 年以上担当していますが、まちづくり交付金制度を利用させて頂き大変感謝していま

す。 

・原井町 4 町内は、国道・県道・市道・赤道（けもの道）・水路・靑川河川等、公道が多くあり定期的に

雑木伐採、雑草草刈り、不法ゴミの回収作業を実施する必要があります。そのため、まちづくり交付

金の活用は不可欠であり、交付金の増額を含めて考慮して頂きたいと思っています。 

・市役所の担当部署に出向いて相談して分かったことが多い。カラーの文書でいろいろ書いてあるが、

もう少し整理して中学生が読んでも分かる程度にまとめてほしい。文字とそれを表現するイラストを

うまく組み合わせてください。 

・コロナがあったことで、町内の皆さんが一ヶ所に集まることを怖れておられ（高齢者が多いため）弁

当を食べるランチ会など開けませんでした。（来年はする予定。）集会所をもたない町内はどんどん希

薄になると感じる今日この頃です。 

・アパートの方は、市報配布については町内会に入ってほしいと思いますが市はどのように考えておら

れるか示してほしいです。 

・高齢者が多くて家から出にくい人が多いのでどうしたら良いか、どうしたら喜ばれるか方法が知りた

い。 

・まちづくり交付金を町内会の活動の主力の収入源として活用させていただいています。最近では町内

会の戸数も減少し、町内会活動も縮小せざるおえなくなり定期的に送られてくる募金なども町内会か

ら支払うことを検討せざるおえなくなっています。戸数の大きな町内会は予算的にも余裕があるので

すが、小さなところは予算的にも厳しい状況です。戸数で全額を決めるのではなく、最低限の金額を

設定してはどうでしょうか。 

・瀬戸見町全体で 6 町内あって（1・2、3・4、5・6）3 つの班に別れて活動しています。町内行事に

関しては全 6 町内で活動しています。町内全体が老齢化して、行事も参加者が激減しています。役員

一同、瀬戸見町を活性化させようと試行錯誤しています。活動している町が交付金が減り、活動して

いない町が交付金が多い。まちづくり交付金制度は本当にありがたい事ですが、行事の内容で交付金

の加減を決めてはどうでしょう。 
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令和 5年 9月 

１ 基本的事項について                              

 

 

⑴ 団体名  ⑵ 連絡先  

⑶ 回答者 役職       氏名 

 

２ 活動状況等について                              
 
 

 

１ 実施できている ⇒ 問４へ ２ ある程度実施できている ⇒ 問４へ 

３ あまり実施できていない ⇒ 問３へ ４ ほとんど実施できていない ⇒ 問３へ 

５ よくわからない ⇒ 問４へ  

 
 

 

 

 

３ 令和 3 年度まちづくり総合交付金の制度改正に対する評価について            

地域の実情に応じた算定を行うため、令和 3 年度から「高齢化加算」と「年少人口加算」を新設

し、対象となるまちづくり委員会に対して交付金を加算しています。 

※各まちづくり委員会の加算額については、別紙をご覧ください。 
 
 
 
 
 
 

【高齢化加算】 

（1）加算の考え方 高齢化が進んでいる地域において課題となっている担い手不足や 

高齢化に対応する事業を実施する必要があるため 

（2）対象 高齢化率（65 歳以上人口割合）が市平均を超えているまちづくり委員会 

（3）加算額 活動基礎額 × 市平均を超えた割合 

 

１ 変化があった ⇒ 問５へ ２ 変化がなかった ⇒ 問６へ ３ わからない ⇒ 問６へ 

 

 

１ 新たな事業を実施した ２ 従来の事業を拡充した 

３ その他（                                ） 

問１．団体名、回答者の氏名及び連絡先を記入してください。 

 まちづくり総合交付金中間検証に関するアンケート調査 

問２．令和 5年度（今年度）は、予定していた活動を実施できていますか。（○は 1つ） 

問３．実施できていない理由を教えてください。（自由記述） 

〈地区まちづくり推進委員会〉 

問４．高齢化加算を新設した（活動費が増えた）ことで、事業や活動が充実した等の変化が

ありましたか。（○は 1つ） ※問４は、高齢化加算に該当する団体のみ回答 

問５．どのような変化があったかを教えてください。（○は 1つ） 
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１ 必要だと思う ⇒ 問７へ ２ 必要だと思わない ⇒ 問８へ ３ わからない ⇒ 問９へ 

４ その他（                                                ）⇒ 問９へ 

 

 

１ 高齢者に関する事業を実施するため 

２ 高齢化に対応する事業を実施するため 

３ その他（                                ） 

回答後は、問９へ進んでください。 

 

 

１ 高齢化加算が無くても事業を実施できるため 

２ 高齢化に対応する事業を実施しないため 

３ 高齢化加算に該当しないため 

３ その他（                                ） 

 

 

 

【年少人口加算】 

（1）加算の考え方 将来を担う子どもへの事業(共育・郷育事業など)に関する取組を推進する

ため 

（2）対象 年少人口率(14 歳以下人口割合)が市平均を超えているまちづくり委員会 

（3）加算額 活動基礎額 × 10％ 
 

１ 変化があった ⇒ 問１０へ ２ 変化がなかった ⇒ 問１１へ ３ わからない ⇒ 問１１へ 

 

 

１ 新たな事業を実施した ２ 従来の事業を拡充した 

３ その他（                                ） 

 

 

１ 必要だと思う ⇒ 問１２へ ２ 必要だと思わない ⇒ 問１３へ ３ わからない ⇒ 問１４へ 

４ その他（                                                   ）⇒ 問１４へ 

 

 

１ 子どもに関する事業を実施するため 

２ その他（                                ） 

回答後は、問１４へ進んでください。 

 

 

問７．必要だと思う理由を教えてください。（○は 1つ） 

問６．今後も高齢化加算が必要だと思いますか。（○は 1つ） 

問８．必要だと思わない理由を教えてください。（○は 1つ） 

問１２．必要だと思う理由を教えてください。（○は 1つ） 

問１１．今後も年少人口加算が必要だと思いますか。（○は 1つ） 

問９．年少人口加算を新設した（活動費が増えた）ことで、事業や活動が充実した等の変化

がありましたか。（○は 1つ） ※問９は、年少人口加算に該当する団体のみ回答 

問１０．どのような変化があったかを教えてください。（○は 1つ） 
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１ 年少人口加算がなくても事業を実施できるため 

２ 子どもに関する事業を実施しないため 

３ 年少人口加算に該当しないため 

４ その他（                                ） 

 
４ 交付金の算定項目について                           

 現在、交付金の算定については団体を構成する町内数、世帯数、面積、団体の区分、地域の高齢

化率、地域の年少人口率によって算定しています。 
 

【算定項目】 

（1）均等割  ＠20,000 円×町内数 

（2）世帯数割  ＠1,500 円×世帯数 

（3）面積割   ＠100 円×面積 

（4）活動基礎額 
交付金の額 団体区分（エリア） 算定方法 

2,000,000 円 

まちづくりセンター区 

1,500 世帯以上 
小学校区 
単一の町 
複数の町 

1,000,000 円 

まちづくりセンター区 ※1 まちづくりセンター区につき 
小学校区  
単一の町 1,000 世帯以上 1,500 世帯未満 
複数の町 500 世帯以上 1,500 世帯未満 

750,000 円 
単一の町 750 世帯以上 1,000 世帯未満 
複数の町 400 世帯以上 500 世帯未満 

500,000 円 
単一の町 500 世帯以上 750 世帯未満 
複数の町 300 世帯以上 400 世帯未満 

300,000 円 
単一の町 おおむね 150 世帯以上 500 世帯未満 
複数の町 おおむね 100 世帯以上 300 世帯未満 

（5）高齢化加算 活動基礎額×市平均を超えた割合 

（6）年少人口加算 活動基礎額×10％ 
 
 
 

 

１ 変更する必要がある ⇒ 問１５へ ２ 変更する必要はない ⇒ 問１７へ 

 

 

１ 均等割 ２ 世帯数割 ３ 面積割 

４ 活動基礎額 ５ 高齢化加算 ６ 年少人口加算 

７ 新たな算定項目 ※新たに追加する算定項目の内容と追加する理由を記入してください。 

算定項目の内容（                              ） 

追加する理由（                               ） 

 

 

１ 均等割 ２ 世帯数割 ３ 面積割 

４ 活動基礎額 ５ 高齢化加算 ６ 年少人口加算 

 

問１４．地域の実情に応じた算定を行うために、算定方法を変更（単価の見直しや算定

項目の追加及び削除等）する必要があると思いますか。（○は１つ） 

問１５．増額する必要があると思う項目を教えてください。（○は３つ） 

問１３．必要だと思わない理由を教えてください。（○は 1つ） 

問１６．問１５の増額を行うための財源として、減額する項目を教えてください。（○は３つ） 
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５ 対象経費における上限額の設定について                        

現在、次の支出については上限額を設定し、交付金を使うことはできません。 
 

・単価が 20万円以上（税込み）の備品 

（単価が 20万円未満の備品を購入する場合は、交付金を使えます。） 
 

・60万円以上（税込み）の工事等 

（60 万円未満の工事等を行う場合は、交付金を使えます。） 
 

・参加者 1人あたり 1,000円（税込み）を超過した分の食事代 

（各事業につき、参加者 1 人あたり 1,000 円までは、交付金を使えます。） 

 

 

１ 見直す必要がある 

２ 見直す必要はない 

３ その他（                                ） 

回答した理由を記入してください。（自由記述） 

 

 

 

１ 見直す必要がある 

２ 見直す必要はない 

３ その他（                                ） 

回答した理由を記入してください。（自由記述） 

 

 

 

１ 見直す必要がある 

２ 見直す必要はない 

３ その他（                                ） 

回答した理由を記入してください。（自由記述） 

 

 

 

 

 

 

問１９．食糧費の上限額を見直す必要がありますか。（○は 1つ）   

問１７．備品購入の上限額を見直す必要がありますか。（○は 1つ） 

問１８．工事等の上限額を見直す必要がありますか。（○は 1つ）  



- 39 - 

 

６ 支出項目について                               

まちづくり総合交付金制度は、住民主体による地域の特性に応じた魅力あるまちづくり活動を支

援するという目的から、対象経費については、活動に要する経費に幅広く対応できるよう比較的自由

度の高い交付金として運用しています。しかしながら、一部の支出費目について、交付金がまちづく

り活動へ活用されているのか不明瞭（町内会等の活動実績がわからない）であるとして指摘を受けて

いるものがあります。（現状、次の各支出費目は、いずれも交付金を使うことができます。） 

 

 

 

１ 引き続き対象とした方が良い ２ 上限を設けた方が良い 

３ 対象としない方が良い  

回答した理由を記入してください。（自由記述） 

 

 

 

 

１ 引き続き対象とした方が良い ２ 上限を設けた方が良い 

３ 対象としない方が良い  

回答した理由を記入してください。（自由記述） 

 

 

 

 

１ 引き続き対象とした方が良い ２ 上限を設けた方が良い 

３ 対象としない方が良い  

回答した理由を記入してください。（自由記述） 

 

 

 

 

１ 引き続き対象とした方が良い ２ 上限を設けた方が良い 

３ 対象としない方が良い  

回答した理由を記入してください。（自由記述） 

 

 

 

 

問２３．委託費（シルバー人材センター等への委託）を交付金の対象としていることについ

てどのように思われますか。（○は 1つ）  

問２２．防犯灯の電気代を交付金の対象としていることについてどのように思われます

か。（○は 1つ）  

問２０．役員報酬を交付金の対象としていることについてどのように思われますか。（○は

1つ）  

問２１．商品券や図書カードを交付金の対象としていることについてどのように思われま

すか。（○は 1つ）  
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７ 課題解決特別事業について                           
 
 
 

 

 

 

回答後は、問２７へ進んでください。 

 

 

１ 基礎額、活動費の範囲内で賄えるため 

２ 積立金や繰越金を活用し実施するため 

３ 事業を実施する体制ができていないため 

４ 事業の企画ができないため 

５ その他（                                ） 

 
８ 交付金を活用した取組や成果について                      
 
 

 

１ 住民主体の活動が推進された 

２ 地域の特色を活かした取組が実施できた 

３ 地域活性化の取組や事業が実施できた 

４ 地域課題に対応するための事業に取り組めた 

５ 特に効果や影響はない 

６ その他（                                ） 

 

 
 
 

１ ほとんど知っている ２ ある程度知っている 

３ あまり知っていない ４ ほとんど知っていない 

 

１ 活用実績があり、今後も活用したい ⇒ 問２５へ 

２ 活用実績はないが、今後は活用したい ⇒ 問２５へ 

３ 活用実績はあるが、しばらくは活用の予定はない ⇒ 問２６へ 

４ 活用実績はなく、しばらくは活用の予定はない ⇒ 問２６へ 

１ 地域として特に重要又は喫緊の課題を解決するため 

２ 中長期的（複数年度）にわたって地域課題の解決に取り組む事業を実施するため 

３ その他（                                ） 

問２７．交付金事業によって、地域や貴団体に対してどのような効果や影響があったと思

いますか。（○は２つまで可） 

問２６．課題解決特別事業の活用を予定していない理由を教えてください。（複数回答可） 

問２４．課題解決特別事業を活用したことがありますか。 

また、今後課題解決特別事業を活用する予定がありますか。（○は 1つ） 

問２５．課題解決特別事業を活用したい理由を教えてください。（複数回答可） 

問２８．貴団体のまちづくりの取り組みについて、どの程度の地域住民の方が知っている

と感じますか。（○は 1つ）  
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１ まちづくりフォーラム等での活動報告会の開催 

２ 実践事例集の作成・配布 

３ まちづくり連絡会等での情報共有 

４ 他のまちづくり推進委員会の視察研修（交流会）の開催 

５ その他（                                ） 

 

９ その他                                    
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２９．交付金を活用した取組や成果を他のまちづくり団体に広げるためにはどのような

方法が有効だと思いますか。（○は２つまで可） 

問３０．まちづくり交付金制度について、その他ご意見等があれば記入してください。（自由

記述）  

アンケートは、以上で終わりです。 

ご協力いただき、ありがとうございました。 
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令和 5年 9月 

１ 基本的事項について                              

 

 

⑴ 団体名  ⑵ 連絡先  

⑶ 回答者 役職       氏名 

 

２ 活動状況等について                              
 
 

 

１ 実施できている ⇒ 問４へ ２ ある程度実施できている ⇒ 問４へ 

３ あまり実施できていない ⇒ 問３へ ４ ほとんど実施できていない ⇒ 問３へ 

５ よくわからない ⇒ 問４へ  

 
 

 

 

 
３ 対象経費における上限額の設定について                        

現在、次の支出については上限額を設定し、交付金を使うことはできません。 
 

・単価が 20万円以上（税込み）の備品 

（単価が 20万円未満の備品を購入する場合は、交付金を使えます。） 
 

・60万円以上（税込み）の工事等 

（60 万円未満の工事等を行う場合は、交付金を使えます。） 
 

・参加者 1人あたり 1,000円（税込み）を超過した分の食事代 

（各事業につき、参加者 1 人あたり 1,000 円までは、交付金を使えます。） 

 

 

１ 見直す必要がある 

２ 見直す必要はない 

３ その他（                                ） 

回答した理由を記入してください。（自由記述） 

 

問１．団体名、回答者の氏名及び連絡先を記入してください。 

 まちづくり総合交付金中間検証に関するアンケート調査 

問２．令和 5年度（今年度）は、予定していた活動を実施できていますか。（○は 1つ） 

問３．実施できていない理由は何ですか。（自由記述） 

〈単独自治会〉 

問４．備品購入の上限額を見直す必要がありますか。（○は 1つ） 
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１ 見直す必要がある 

２ 見直す必要はない 

３ その他（                                ） 

回答した理由を記入してください。（自由記述） 

 

 
 

 

１ 見直す必要がある 

２ 見直す必要はない 

３ その他（                                ） 

回答した理由を記入してください。（自由記述） 

 

 

 

 

４ 支出項目について                               

まちづくり総合交付金制度は、住民主体による地域の特性に応じた魅力あるまちづくり活動を支

援するという目的から、対象経費については、活動に要する経費に幅広く対応できるよう比較的自由

度の高い交付金として運用しています。しかしながら、一部の支出費目について、交付金がまちづく

り活動へ活用されているのか不明瞭（町内会等の活動実績がわからない）であるとして指摘を受けて

いるものがあります。（現状、次の各支出費目は、いずれも交付金を使うことができます。） 

 

 

 

１ 引き続き対象とした方が良い ２ 上限を設けた方が良い 

３ 対象としない方が良い  

回答した理由を記入してください。（自由記述） 

 

 
 
 
 
 
 
 

問６．食糧費の上限額を見直す必要がありますか。（○は 1つ）   

問５．工事等の上限額を見直す必要がありますか。（○は 1つ）  

問７．役員報酬を交付金の対象としていることについてどのように思われますか。（○は 1

つ）  
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１ 引き続き対象とした方が良い ２ 上限を設けた方が良い 

３ 対象としない方が良い  

回答した理由を記入してください。（自由記述） 

 

 

 

 

１ 引き続き対象とした方が良い ２ 上限を設けた方が良い 

３ 対象としない方が良い  

回答した理由を記入してください。（自由記述） 

 

 

 

 
 

１ 引き続き対象とした方が良い ２ 上限を設けた方が良い 

３ 対象としない方が良い  

回答した理由を記入してください。（自由記述） 

 

 

５ 交付金を活用した取組や成果について                      
 
 
 

 

１ 住民主体の活動が推進された 

２ 地域の特色を活かした取組が実施できた 

３ 地域活性化の取組や事業が実施できた 

４ 地域課題に対応するための事業に取り組めた 

５ 特に効果や影響はない 

６ その他（                                ） 

問１０．委託費（シルバー人材センター等への委託）を交付金の対象としていることについ

てどのように思われますか。（○は 1つ）  

問９．防犯灯の電気代を交付金の対象としていることについてどのように思われますか。

（○は 1つ）  

問８．商品券や図書カードを交付金の対象としていることについてどのように思われます

か。（○は 1つ）  

問１１．交付金事業によって、地域や貴団体に対してどのような効果や影響があったと思

いますか。（○は２つまで可） 
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１ ほとんど知っている ２ ある程度知っている 

３ あまり知っていない ４ ほとんど知っていない 

 

 

 

１ まちづくりフォーラム等での活動報告会の開催 

２ 実践事例集の作成・配布 

３ まちづくり連絡会等での情報共有 

４ 他のまちづくり推進委員会の視察研修（交流会）の開催 

５ その他（                                ） 

 

 

６ その他                                    
 
 

 
 

 

 

 

 

 

アンケートは、以上で終わりです。 

ご協力いただき、ありがとうございました。 

問１３．交付金を活用した取組や成果を他のまちづくり団体に広げるためにはどのような

方法が有効だと思いますか。（○は２つまで可） 

問１２．貴団体のまちづくりの取組について、どの程度の地域住民の方が知っていると感

じますか。（○は 1つ）  

問１４．まちづくり交付金制度について、その他ご意見等があれば記入してください。（自由

記述）  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浜田市地域公共交通計画 

（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令 和 6 年 2 月 6 日 

議 会 全 員 協 議 会 資 料 

地域政策部地域活動支援課 
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はじめに 

 計画策定の背景 

本市では、平成 31 年 3 月に策定した「第 2 次浜田市地域公共交通再編計画」（以下「第 2

次公共交通再編計画」という。）に基づき、公共交通空白地への対応や市街地を中心とした

路線再編、敬老福祉乗車券制度の導入や地域公共交通の利用環境整備等に取り組んできまし

た。一方で、少子高齢化や人口減少、それらに起因した利用者の減少のほか、運転者不足や

運転者の高齢化等の問題など、地域公共交通を取り巻く環境は依然として厳しい状況です。 

また、令和 2 年 11 月に施行された「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部

を改正する法律」において、令和 6 年 6 月末までに地方公共団体において地域公共交通に関

するマスタープランとなる計画「地域公共交通計画」（法定計画）を策定することが努力義

務となりました。 

これらのことから、第 2 次公共交通再編計画の更新のタイミングも踏まえて、効率的でかつ

効果的な持続可能な交通体系の構築を目的に、今後の取組における指針となる地域特性に応

じた新たな「地域公共交通計画」を策定することとしました。 
 
 

 計画の位置付け 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 地域公共交通計画の位置付け 

 計画期間 

令和 6 年度から令和 11 年度までの 6 年間とします。 

 

 計画の範囲 

浜田市全域  
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第１章 浜田市の現状整理 

１ 人口と高齢化率 

(１) 人口動向 

ア 人口推移 

 令和 2 年（2020 年）国勢調査の人口は約 54,592 人と、平成 22 年（2010 年）からの 10 年間で

約 7,100 人（約 12％）減少しています。 

 令和 2 年の高齢化率（65 歳以上の人口割合）は 35.6％と、平成 22 年からの 10 年間で 5.4 ポイ

ント上昇しており、高齢化が進んでいる状況です。 

 地域別の人口について、令和 2 年までの 10 年間の増減率で見ると、旭地域と弥栄地域が 20％

台以上と大きく減少しています。 

 令和 5 年（2023 年）9 月時点の総人口は 49,907 人となっており、現時点で 50,000 人を下回っ

ている状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査、令和 4年度統計はまだ 

図 人口推移 

 

表 地域別人口 

地域 Ｈ17 年 Ｈ22 年 Ｈ27 年 R2 年 
増減比 

Ｈ22 年比 Ｈ27 年比 

浜田 45,910 43,905 41,777 39,370 -10.3% -5.8% 

金城 4,976 4,622 4,426 4,088 -11.6% -7.6% 

旭 2,978 4,888 4,243 3,510 -28.2% -17.3% 

弥栄 1,612 1,494 1,343 1,168 -21.8% -13.0% 

三隅 7,570 6,804 6,316 6,456 -5.1% 2.2% 

浜田市全体 63,046 61,713 58,105 54,592 -11.5% -6.0% 

資料：国勢調査 
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イ 人口シミュレーション 

 第 2 次浜田市総合振興計画（以下「総合振興計画」という。）では、住民基本台帳をベースと

した人口シミュレーション（人口推計）を行っており、令和 12 年（2030 年）には総人口は

44,062 人まで減少すると予想しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：第２次浜田市総合振興計画（人口ビジョン） 

図 人口シミュレーション 
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(２) 人口分布 

 浜田駅を中心に市街地が形成されるとともに、国府地区から周布地区にかけて国道 9 号及びＪ

Ｒ山陰本線沿線に人口が集積しています。 

 金城支所、旭支所及び三隅支所周辺にも集積がみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 人口分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 小地域別人口分布  
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(３) 高齢化の状況 

 地域の中心部から離れた地区において、高齢者人口の割合が比較的高くなっています。 

 地域別に見ると、金城地域、旭地域、弥栄地域及び三隅地域においては、高齢者人口の割合が

50％の地区が地域の大部分を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 高齢者（65 歳以上）人口分布 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 小地域別高齢者（65 歳以上）人口分布  
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２ 移動の目的地となる立地状況 

(１) 公共施設 

 旧町村の中心部で支所が立地しているほか、各地区でまちづくりセンターが立地しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 公共施設の立地状況 

(２) 教育機関 

 各地域に小中学校が立地しています。 

 高等学校や大学・専門学校は浜田地域及び三隅地域に立地しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 教育機関（学校）の立地状況  
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(３) 医療機関 

 浜田地域及び三隅地域は複数の病院や診療所（クリニック）が立地している一方、その他の地

域は比較的数が少なく、特に弥栄地域は 1 か所のみ立地しています。 

 浜田地域の中心部においては規模の大きい病院だけではなく、様々な病院や診療所（クリニッ

ク）、歯科診療所が集積しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 医療機関の立地状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

図 医療機関の立地状況（市中心部）  
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(４) 商業施設 

 商業施設の多くが浜田地域に集積しています。 

 金城地域、旭地域、弥栄地域及び三隅地域では、スーパー（個人商店を除く。）は地域の中心

部に、１～2店舗立地しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 商業施設の立地状況（個人商店等は除く） 

(５) 観光資源 

 多くの観光施設が国道 9 号沿線に立地しています。 

 金城地域や旭地域の観光施設においては、金城スマート IC（平成 16 年から開設）により浜田

道からのアクセスがしやすくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 観光資源の立地状況  
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(６) 各地域における機能集積状況 

 浜田地域の中心部や国道 9 号沿線において、比較的多くの機能集積があります。 

 金城地域、旭地域、弥栄地域及び三隅地域においては、各施設が地域の中心部に集積してお

り、山間部の地区では集積数が少なくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 機能（主要施設）集積状況 
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３ 地域の道路網 

 国道 9 号が市の海岸部を東西に、国道 186 号が南北に走り、その他 9 つの主要地方道を中心に

道路網が形成されています。 

 国道 9 号と並行して山陰自動車道が走り、市の東部を南北に浜田自動車道が走っています。 

 計画的に道路整備が進められていますが、令和 2 年時点の道路改良率（56.6%）は島根県平均

（60.3%）をやや下回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 道路網 

 

表 道路改良率・舗装率 

  総数 国道 県道 市町村道 

改良率 舗装率 改良率 舗装率 改良率 舗装率 改良率 舗装率 

島根県 60.3% 83.2% 97.3% 100.0% 74.3% 98.8% 55.6% 79.5% 

浜田市 56.6% 92.1% 100.0% 100.0% 75.0% 99.3% 50.3% 90.1% 

資料：令和２年島根県統計書 
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４ 上位・関連計画におけるまちづくりの方向性 

(１) 第 2 次浜田市総合振興計画・後期基本計画（令和 4 年 3 月策定） 

ア 市の将来像とまちづくりの基本方針と将来像 

基本方針 

浜田らしい魅力あるまちづくり 

協働による持続可能なまちづくり 

近隣自治体と連携し、県西部の発展をリードするまちづくり 

将 来 像 
住みたい 住んでよかった 魅力いっぱい 元気な浜田 

～ 豊かな自然、温かい人情、人の絆を大切にするまち ～ 

計画期間 
基本構想：平成 28（2016）年度～令和 7（2025）年度《10 年間》 

後期基本計画：令和４（2022）年度～令和 7（2025）年度《4 年間》 

 

イ 地域公共交通に関する方針 

後期基本計画のまちづくり大網では、「生活基盤が整った快適に暮らせるまち【生活基盤部

門】」内の施策大綱（総合戦略の基本方向）として「公共交通の充実」が掲げられており、

次の基本方針に基づいて主要施策を設定しています。 

基本方針 

• 地域の特性に対応し、⾼齢者等の公共交通利⽤者のニーズに合った交通⼿段を確
保します。 

• 需要に応じた効率的で持続可能な交通体系の構築を目指します。 
• 公共交通を利⽤しやすい環境づくりや利⽤促進に取り組みます。 

 

ウ 地域公共交通に関する施策の内容 

施策名 施策の内容 主な事業・取組 

高齢者等の 

ニーズに応じた

交通手段の確保 

• 市⺠や交通事業者と連携し、⾼齢者等に配慮した
「ドア・トゥ・ドア型」の交通⼿段を確保する。 

• 敬⽼福祉乗⾞券交付事業を継続し、⾼齢者等の外
出に係る経済的負担を軽減することで、外出意欲の
増進を図る。 

• コミュニティワゴン運送支
援事業 

• あいのりタクシー等運⾏支
援事業 

• 敬⽼福祉乗⾞券交付事
業 

効率的で 

持続可能な 

交通体系の構築 

• 通勤や通学等の市⺠⽣活に必要な公共交通を将来
にわたって維持確保するため、需要に応じた効率的で
持続可能な交通体系を構築する。 

• ⽣活路線バス及び予約型乗合タクシーについては、定
期的に運⾏計画の⾒直しを⾏い、利⽤者のニーズへ
の対応と財政負担の軽減を図る。 

• 路線バス確保対策事業 
• ⽣活路線バス運⾏事業 
• 予約型乗合タクシー運⾏

事業 

利用しやすい 

交通環境の整備 

• バス停の待合環境の改善や、乗り継ぎしやすいダイヤ
の設定、⾼齢者等の利⽤に配慮した⾞両の導⼊等に
より公共交通利⽤者の利便性を向上する。 

• 地域経済の活性化を意識した新たな利⽤促進の仕
組みづくり等を推進し、公共交通利⽤者の減少を抑
制する。 

• バス停整備事業 
• ⽣活路線バス⾞両整備

事業 
• 地域公共交通活性化協

議会事業 
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エ 地域公共交通に関する計画の数値指標 

施策名 目標 

現状値 

（令和 2年

度） 

目標値 

（令和 7年

度） 

目標・指標の説明 

１．高齢者等のニ

ーズに応じた交

通手段の確保 

交通手段の確保に
取り組むまちづくり
活動団体数の増加 

3 団体 18 団体 

コミュニティワゴン運送支援
事業又はあいのりタクシー
等運行支援事業を活用して
交通手段の確保に取り組む
まちづくり活動団体の数 

敬老福祉乗車券交
付事業の申請者数
の増加 

年間 

3,176 人 
16,000 人 

敬老福祉乗車券交付事業の
申請者数の令和 4～7 年度
の累計 

２．効率的で持続

可能な交通体系

の構築 

生活路線バスの利
用者数の維持 

22,760 人 
22,760 人

以上 

生活路線バスの年間利用者
数 

予約型乗合タクシー
の利用者数の維持 

3,816 人 
3,816 人 

以上 

予約型乗合タクシーの年間
利用者数 

３．利用しやすい

交通環境の整備 

環境整備を実施した
バス停数の増加 

6 か所 9 か所 

市がベンチや上屋の設置
等、環境整備に取り組んだ
バス停数の平成 28 年度以
後の累計 

公共交通利用促進
策の増加年間 

年間 

1 事業 
14 事業 

公共交通の利用促進を図る
ために取り組む事業数の令
和 4～7 年度の累計 

 

(２) 浜田市都市計画マスタープラン（令和 4 年 3 月策定） 

ア 将来都市像と都市づくりの基本理念 

将 来 像 自然・歴史・文化と調和した快適な都市空間と賑わいのあるまち・浜田 

基本理念 

１．島根県西部の発展に貢献する都市づくり 

２．機能の集約・連携による持続可能な都市づくり 

３．誰もが安全・安心に暮らせる都市づくり 

４．多様な地域の個性を生かした都市づくり 

５．自然環境と町並みが共生する都市づくり 

６．市民等との協働による都市づくりする都市づくり 

計画期間 令和 4（2022）年度～令和 14（2032）年度《10 年間》 

 

イ 地域公共交通に関する施策の内容 

施策名 施策の内容 

交通結節点の機
能強化と利便性
の向上 

• 交通結節点である JR 浜田駅は、機能強化やバリアフリー・ユニバーサルデザイン化を
進める 

• 分かりやすい公共交通情報の提供やバス停の待合環境の改善、⾼齢者等の利⽤
に配慮した⾞両の導⼊等、公共交通利⽤者の利便性向上に取り組む 

効率的で持続可
能な公共交通体
系の構築 

• 通勤や通学等の市⺠⽣活に必要な公共交通を将来にわたって維持確保するため、
需要に応じた交通⼿段を選択し、効率的で持続可能な交通体系の構築に努める 

• 市が主管する公共交通（⽣活路線バス及び予約型乗合タクシー）については、定
期的に運⾏計画の⾒直しを⾏い、利⽤者のニーズへの対応と財政負担の軽減を図
る 
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図 将来都市構想図 

 

  



14 

第２章 地域公共交通の現状整理 

１ 地域公共交通の整備状況 

(１) 地域公共交通網 

 本市の地域公共交通は、ＪＲ山陰本線、民間路線バス、市生活路線バス、市予約型乗合タクシ

ー（以下、「市乗合タクシー」という）、民間タクシーで構成されています。 

 その他の輸送は地域住民が主体となって運行するもの（コミュニティワゴン輸送）を指してお

り、三隅地域の井野地区（井野っ地号）、浜田地域の羽原地区・大麻地区（自治会輸送活動）

で運行しています。 

 地域公共交通の利用促進の一環として、平成 28 年度から 70 歳以上の高齢及び障がい者を対象

に敬老福祉乗車券制度を開始しており、タクシーを含めた公共交通機関を実質半額で利用でき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 地域公共交通網 
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(２) バス路線の運行状況 

 民間路線バスは、浜田駅を中心に市内の各地域を結ぶとともに、隣接する益田市、江津市、広

島県北広島町とを結び、令和 5 年時点では路線バスが 9路線、高速バスが 1 路線運行していま

す。 

 市生活路線バスは、主に民間路線バスでの運行が困難となった地域への代替交通として平成 3

年度から導入し、令和 5 年度時点で 19 路線が運行しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 路線バスの運行状況・路線図 
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(３) 地域公共交通によるカバー状況 

 本市が位置付ける交通空白地域とは、バス路線の停留所等から概ね 500 メートル以上離れた集

落を指します。 

 市乗合タクシーの運行や地域主体の輸送手段（コミュニティワゴン輸送）により空白地域は縮

小しており、市全体のカバー率は平成 23 年の 91％から 93.6％まで上昇しています。 

 地域別に見ると、金城地域や旭地域のカバー率が他地域より低く、カバーができていない山間

部集落が見られます。 

 浜田地域においても幹線道路沿線から離れた地区で公共交通の空白地域が存在します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※バス停・フリー乗降区間から 500ｍ圏域、乗合タクシー運行区域、その他の輸送運行区域を含めて算出 

図 地域公共交通空白地域の状況 

 

表 地域別の公共交通によるカバー状況 

地域 令和 2 年国勢調査 

人口（人） 

圏域内 

人口

（人） 

圏域外 

人口

（人） 

地域公共交通に

よるカバー率 

浜田 39,370 36,666 2,704 93.1% 

金城 4,088 3,729 359 91.2% 

旭 3,510 3,188 322 90.8% 

弥栄 1,168 1,168 - 100.0% 

三隅 6,456 6,321 135 97.9% 

計 54,592 51,072 3,520 93.6% 
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(４) バス路線の運行便数 

 市中心部の運行便数が比較的多く、周布までの国道 9 号の区間や浜田駅周辺の区間において

は、1 日 50 便以上の便数が確保されています。 

 金城地域、旭地域、弥栄地域及び三隅地域の国道を除く区間を運行する路線バスの便数は、い

ずれも 20 便以下です。 

 バスでの運行が適さない地区は市乗合タクシーによりカバーしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 バス路線の運行便数 
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(５) タクシー営業所等の立地状況 

 全ての地域でタクシーの営業所等が立地しており、多くは浜田地域で営業しています。 

 各地域の中心部にタクシー営業所等が立地しているものの、地域の中心部から距離が離れてい

る地区は、時間や料金の面で比較的タクシーを利用しにくい環境にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 タクシー営業所等の立地状況 
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２ 地域公共交通の利用状況 

(１) 鉄道 

 都市間を結ぶ広域交通の主軸を担うＪＲ山陰本線は、令和 5 年 10 月時点で浜田駅を起点に江津

方面へ 19 本、益田方面へ 18 本が運行しています。 

 本数は新型コロナウイルス感染症の影響等もありコロナ禍前から減少したほか、山陰本線米子

～益田間を運行していた快速（アクアライナー）も普通列車への変更等によって、令和 4年 3

月に全廃となりました。 

 コロナ禍の影響により乗車員数も減少傾向にあり、令和 2 年度時点では市内の駅の日平均乗車

人員は 1,000 人/日を下回っています。 

 

表 江津方面と益田方面の運行本数 

方面（行先） 
浜田駅から見た運行本数 

平成 30 年 10 月 令和 5 年 10 月 

江津・大田市方面行き 26 本（内特急 7 本） 19 本（内特急 7 本） 

益田・東萩・新山口方面行き 21 本（内特急 7 本） 18 本（内特急 7 本） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：島根県統計書 

図 日平均乗車人員（令和 2年度） 
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西浜田 

下府 

三保三隅

周布 

折居 

久代 
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(２) 民間路線バス 

ア 利用者数の推移 

 石見交通が運行する民間路線バスの年間利用者数は、コロナ禍前の令和元年度までは年間 70 万

人台で推移していたが、コロナ禍の影響から令和 2 年度以後は年間 60 万人台で推移しており、

令和 4 年度も減少傾向が続いています。 

 最も利用者数が多い路線は周布江津線で、全体のおよそ 4 割を占めています。 

 平成 30 年度と令和 4 年度の利用者数を比較すると、一部の路線は路線再編等によって利用の増

加が見られるものの、多くの路線が減少傾向にあります。特に、市内循環線、波佐線、有福線

の減少幅が大きく、波佐線は平成 30 年度の半数程度まで利用者数が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 民間路線バスの年間利用者数推移 

 

表 平成 30 年度と令和 4年度の民間路線バス年間利用者数比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

H30年度 R4年度
浜田・益田線 88,890人 94,352人 5.8%

土田線 - 30,777人 -

周布線 19,991人 22,237人 10.1%

櫟田原線（R2年12月廃止） 9,097人 - -

弥栄線 40,443人 37,331人 -8.3%

市内循環線 19,931人 13,883人 -43.6%

波佐線 60,437人 28,970人 -108.6%

有福線 83,539人 59,546人 -40.3%

周布・江津線 306,097人 235,987人 -29.7%

長沢・瀬戸ヶ島線 7,690人 12,112人 36.5%

大学線 138,574人 104,615人 -32.5%

今市線（R2年12月廃止） 18,457人 - -

計 793,146人 609,033人 -30.2%

年間利用者数
H30年からの増減幅路線名
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イ 乗降調査結果から見た利用状況 

※令和 4 年 5 月～7 月にかけて交通事業者が実施した乗降調査（平日 1 日間）を集計 

 1 便当たりの平均利用者数は、周布江津線が最も多く、通勤定期券利用者の割合が 24％と実数

では最も多く、割合も有福線に次いで大きくなっています。 

 通学定期券の割合は、浜田益田線が最も多く、1 便当たり 13.4 人が利用しています。 

 現金・バスカードの割合が大きい路線は、周布線、市内循環線、長沢瀬戸ヶ島線、大学線で、

いずれも比較的運行距離が短い路線になります。そのうち大学線は、回数券の利用が最も多

く、1 便当たりの利用者数も 15.4 人と上位に位置しています。 

 乗降バス停はいずれも浜田駅が上位に入っており、周布江津線が浜田駅での乗降者数が最も多

い路線となっています。 

 大学線は県立大学での乗降に集中しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 路線別利用者数（平日 1日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 各路線の券種別利用状況（平日 1日） 
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表 各路線における乗降数の多いバス停（上位 5件を抽出） 
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(３) 市生活路線バス 

ア 年間利用者数の推移（全体） 

 市生活路線バスの年間利用者数は、コロナ禍の影響から令和 2 年度に前年度から 3,000 人程度

の落ち込みが見られます。 

 令和 2 年 12 月から廃止となった民間路線バス（櫟田原線、今市線）の代替として浜田路線と旭

浜田路線が運行したことにより、市生活路線バス全体の利用者数は令和 3 年度以後、増加傾向

にあります。一方で、既存路線の利用者数はいずれも減少傾向にあります。 

 令和 4 年度と平成 30 年度の利用者数を比較すると、金城路線が微増しているものの、旭路線及

び弥栄野原路線は年間 1,000 人以上の大きな減少が見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 市生活路線バスの年間利用者数推移 

 

表 平成 30 年度と令和 4年度の市生活路線バス年間利用者数比較 
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（人）

H30年度 R4年度

金城路線 587人 642人 9%

旭路線 3,942人 2,267人 -74%

弥栄野原路線 2,722人 1,461人 -86%

三隅路線 20,487人 15,631人 -31%

旭浜田路線（R2年12月～） - 5,155人 -

浜田路線（R2年12月～） - 1,370人 -

合　　　計 27,738人 26,526人 -5%

路線
年間利用者数

H30年からの増減幅



24 

イ 各路線の詳細 

 金城路線については、雲城美又線と雲城久佐美又線の利用者数が増加している一方、雲城久佐

線の利用者数が大きく減少しています。 

 旭路線については、いずれの路線も利用者数が減少傾向にあり、特に瑞穂線の利用者数が平成

30 年度の 3分の１まで減少しています。 

 三隅路線について、利用者の多い循環線は令和 2 年度にコロナ禍の影響で利用者数に落ち込み

が見られたものの、令和 4 年度はコロナ禍前（令和元年度）の水準を維持しています。 

 一方で、循環線以外の三隅路線はいずれも減少傾向にあり、井野室谷線、諸谷平原線、白砂西

河内線、井野三隅線、石浦小原線、矢原岡見線の年間利用者数は、平成 30 年度の半数より少な

くなっています。 

 

表 市生活路線バス・金城路線の年間利用者数（詳細） 

 

 

 

 

 

 

 

表 市生活路線バス・旭路線の年間利用者数（詳細） 

 

 

 

 

 

 

 

表 市生活路線バス・三隅路線の年間利用者数（詳細） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度

木田線 375 179 93 67 170 -121%

戸川線 2,573 2,128 1,172 1,582 1,713 -50%

瑞穂線 994 912 615 380 384 -159%

H30年からの増減幅路線名
年間利用者数（人）

H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度

雲城美又線 45 57 51 50 67 33%

雲城久佐線 122 117 312 382 55 -122%

雲城久佐美又線 394 390 381 425 520 24%

H30年からの増減幅路線名
年間利用者数（人）

H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度

循環線 8,340 8,565 7,312 7,054 8,527 2%

井野室谷線 562 350 316 300 236 -138%

諸谷平原線 680 470 375 311 256 -166%

平原森溝線 182 166 157 108 124 -47%

白砂西河内線 694 591 445 393 327 -112%

井野三隅線 1,431 1,353 1,011 697 689 -108%

周布地今明線 1,518 1,314 1,189 1,039 986 -54%

石浦小原線 820 642 411 402 284 -189%

黒沢矢原線 3,218 3,073 2,662 2,491 2,437 -32%

黒沢小原線 2,265 2,034 1,506 1,431 1,335 -70%

矢原岡見線 436 314 158 117 193 -126%

岡見海老谷線 341 311 297 267 237 -44%

路線名
年間利用者数（人）

H30年からの増減幅
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(４) 市乗合タクシー 

ア 年間利用者数の推移（全体） 

 市乗合タクシーの年間利用者数は、毎年度減少傾向が続いており、令和 2 年度以後は年間

3,000 人台で推移しています。 

 金城地域、旭地域及び弥栄地域の路線は、年度によって多少の変化はあるものの、大きな増減

は見られず、浜田地域の路線は平成 30 年度から 700 人以上の減少が見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 市乗合タクシーの年間利用者数推移 

 

イ 各地域の詳細 

 浜田地域の路線については、石見東線が運行開始以後、路線バスの代替ということもあり一定

の利用が見られますが、三階長見線と美川線は減少傾向にあり、特に三階長見線の年間利用者

数は令和 4年度時点で 100 人を下回っています。 

 金城地域、旭地域及び弥栄地域の路線については、一部の路線は減少が見られる路線もある一

方、利用者数が増加している路線もあることから、年間利用者数を各地区全体で見ると令和元

年度以後は同水準で推移しています。 

 

表 市乗合タクシー・浜田路線の年間利用者数（詳細） 
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浜田地域 金城地域 旭地域 弥栄地域

（人）

H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度

三階長見線 640 419 157 100 57 -1023%

美川線 1,134 1,126 1,022 622 298 -281%

石見東線 - - 201 709 645 -

櫟田原線 - - 8 28 17 -

路線名
年間利用者数（人） H30年からの

増減幅



26 

 

表 市乗合タクシー・金城路線の年間利用者数（詳細） 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 市乗合タクシー・旭路線の年間利用者数（詳細） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 市乗合タクシー・弥栄路線の年間利用者数（詳細） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度

小国・波佐線 789 640 493 393 330 -139%

美又線 53 137 155 180 281 81%

久佐線 184 155 215 225 235 22%

路線名
年間利用者数（人） H30年からの

増減幅

H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度

木田・山ノ内線 182 186 206 226 196 7%

和田線 98 92 98 92 81 -21%

坂本・都川線 166 199 192 242 240 31%

市木・来尾線 243 186 129 114 142 -71%

路線名
年間利用者数（人） H30年からの

増減幅

H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度

横谷・程原線 395 425 357 341 391 -1%

山賀・畑線 401 452 410 478 380 -6%

田野原・的野線 203 127 141 194 253 20%

安城・杵束線 50 78 32 28 38 -32%

路線名
年間利用者数（人） H30年からの

増減幅
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３ その他の移動手段・移動支援施策の状況 

(１) コミュニティワゴン運送 

 地域住民自らが主体的に移動手段を確保する運送活動（コミュニティワゴン運送）として、三

隅町井野地区で公共交通空白地有償運送、羽原地区と大麻地区で自治会等無償運送（許可・登

録を要しない運送）が行われています。 

 近年の利用状況について、井野地区の利用者数は令和元年度から増加が見られ、大麻地区の利

用者数は減少傾向にあります。 

 羽原地区の利用者数は直近 5 年間、ほぼ横ばいで推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 コミュニティワゴン運送の運行区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 コミュニティワゴン運送の利用者数推移  
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(２) あいのりタクシー等運行支援事業 

 市内のタクシー事業者等の貸切運送によって高齢者等の交通手段を確保する事業（通称：あい

のりタクシー）に取り組む地区まちづくり推進委員会に対し、その事業に要する費用の一部を

補助することで、次の目的を達成しようとする事業です。 

① あいのりタクシー等の継続性を高め、市内各地に取組を拡大させていく。 

② 高齢者等の交通手段を確保し、生活環境の維持向上と外出機会の創出を図る。 
 

 令和 4 年度時点では、13 団体が事業の申請を行っており、通院や買物だけでなく地区サロン等

の地域の活動でも利用されています。 

 令和 5 年度は物価高騰対策として、令和 5 年 10 月から補助上限額を 30 万円引き上げています

（50 万円から 80 万円に増額）。 

 

表 あいのりタクシー等運行支援事業の概要（令和 5 年度） 

補助対象者 地区まちづくり推進委員会 

補助要件 

次の要件を満たした地区まちづくり推進委員会が行う「あいのりタクシー」 

• 運⾏区域が、浜田市内（隣接する⾃治体に⽣活圏がある場合は当該⾃治体の
区域を含む。）であること。 

• ⽚道の利⽤者が 2 ⼈以上になるような運⾏計画を⽴てること。 

補助内容 

（補助金額） 

片道のタクシー料金から次のいずれか多い方の額を控除した額を全額補助（80
万円が上限(※令和 5 年 10 月変更)） 

• 利⽤者が負担する⽚道の利⽤料の合計額 
• 利⽤者数×運⾏区域に応じて市が設定する基準額（区域に応じて 300 円〜

700 円） 
 

図 あいのりタクシー等運行支援事業の実績（令和 4 年度） 

実施団体数 
１３団体 

（金城地域 ４団体、旭地域 ５団体、弥栄地域 １団体、三隅地域 ３団体） 

主な利用目的 通院、買物、地域活動の輸送 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 あいのりタクシー等運行支援事業の実施イメージ 
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(３) 敬老福祉乗車券交付事業 

 敬老福祉乗車券交付事業は、70 歳以上の市民や特定の障害者手帳を所持している市民を対象と

した、路線バスやタクシーで使用できる 3,000 円分の乗車券を半額の 1,500 円で販売又は無料

で交付を行う事業です。 

 この制度は、平成 28 年 7 月から開始し、平成 28 年度から平成 30 年度までを第 1 期、令和元年

度から令和 3 年度までを第 2 期、令和 4 年度から令和 5 年度までを第 3 期目として実施してい

ます。 

 令和 5 年度は物価高騰対策として、令和 5 年 10 月から販売上限を５冊引き上げています。（10

冊を 15 冊又は 15 冊を 20 冊に増冊） 

 利用金額は、令和元年度がピークとなっており、いずれの年度も 7割以上がタクシーで利用さ

れています。 

表 敬老福祉乗車券交付事業の概要（令和 5年度） 

対象者 令和 6 年 3 月 31 日において 70 歳以上となる市⺠ 
障害者⼿帳（身体障害者⼿帳１・２級、療育⼿帳 A、・精神障害者保健福祉⼿
帳１〜３級）所持している市⺠ 

販売内容 1 冊 3,000 円分の乗車券を 1,500 円で販売 

※券種：100 円券（30 枚入）、500 円券（6 枚入） 

販売上限 浜田地域 １５冊（一部の地域は２０冊） 

金城地域、旭地域、弥栄地域、三隅地域 ２０冊       ※令和 5 年 10 月変更 

利用できる 

交通機関 
• ⺠間路線バス（⽯⾒交通、総企バス） 
• ⾼速バス（広浜線いさりび号） 
• 市⽣活路線バス 
• 市乗合タクシー 
• タクシー（介護タクシーを含む市内事業者限定） 
• 公共交通空白地有償運送（井野っ地号） 
• あいのりタクシー 

利用期限 乗車券を購入した日から令和 6 年 3 月 31 日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 敬老福祉乗車券の利用金額（購入金額を控除していない金額の実績値）推移 
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(４) スクールバス 

 浜田地域では、三階小学校、石見小学校及び国府小学校で運行しており、浜田東中学校では登

校日の部活動実施日のみ下校便として運行しています。 

 金城地域、旭地域、弥栄地域及び三隅地域においても、各小学校及び中学校でスクールバスを

運行しています。 
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４ 地域公共交通に係る収支・財政負担の状況 

(１) 民間路線バスの収支状況 

 民間路線バスの収支率は、コロナ禍により令和 2 年度に全体的な落ち込みが見られ、特に大学

線や弥栄線については、平成 30 年以前の水準には戻っていない状況です。 

 令和 4 年度現在は、周布江津線の収支率が 71.1％と最も高く、40～50％台の路線が 4 路線、

30％未満が 4 路線あります。 

 収支率と 1km 当たり輸送量からみた路線の位置付けを見ると、市内循環線と長沢瀬戸ヶ島線

は、比較的路線延長距離が短いにも関わらず、「利用が少なく収支率が低い路線」に位置し、

次いで路線延長距離の長い波佐線が続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 民間路線バスの路線別収支率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 収支率と 1km 当たり輸送量からみた路線（民間路線バス）の位置付け 
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(２) 市全体の地域公共交通に係る財政負担の状況 

 利用環境整備（車両整備や IC カード導入等）や新型コロナウイルス対策に係る費用を除いた、

市全体の地域公共交通に関する事業費はおよそ 27,844 万円、市の実質財政負担額は 4,665 万円

となります。 

 市実質負担額のうち、39.0％が民間路線バス、55.7％が市生活路線バスの運行維持に係る経費

となっており、路線バスに関係する費用が全体の大部分を占めています。 

 その他については事業費全体の 3割程度を占めていますが、通学定期券購入費補助と敬老福祉

乗車券は財源としてふるさと応援基金寄附金（ふるさと納税）を活用しており、市の実質負担

額は 1.6％程度となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 公共交通に係る事業費及び市負担額の内訳 
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５ 交通事業者の現状 

(１) ヒアリング調査の概要 

統計データやアンケート調査等で把握しきれない地域住民の移動状況や地域公共交通を供給

する事業者側から見た問題点・課題等を把握するため、ヒアリング調査を実施しました。 
 

表 ヒアリング調査の概要 

調査対象 市内の交通事業者（民間路線バス及び市内のバス・乗合タクシーの委託事業者） 

調査方法 代表者との対面での聞き取りを実施 

実施期間 実施期間：令和 5（2023）年 11 月 

主な調査項目 

• 利⽤実態、運⾏体制、経営状況 
• 地域住⺠の移動状況 
• 運⾏に当たっての課題 
• 今後の事業展開 

 

(２) 地域公共交通の利用実態 

 ヒアリングを通して整理した、運行事業者が把握している地域公共交通の利用実態は、次のと

おりです。 
 

表 運行事業者が把握している地域公共交通の利用実態 

民間路線バス 

• 大学線は、新⼊⽣が⼊ったばかりの 4〜5 月頃は利⽤が多いが、⾞・バイク通学
が増えるため、5 月以後は減少する傾向にある。 

• 島根県のインバウンド誘因策として、外国⼈に限り、⾼速バス（広浜線）を 500
円で利⽤できるようになったため、外国⼈利⽤者も⾒られるようになった。 

市生活路線バス 

市乗合タクシー 

• 市⽣活路線バスや市乗合タクシーは通院と買物目的の利⽤が多い。 
• いずれも利⽤者が固定化しており、⼊院や転居に伴い 1 ⼈利⽤者が減るだけで

大きく路線全体の利⽤者数が減る。 
• 市乗合タクシーについて、利⽤者は仕組みを理解されていると思うが、帰りの便の

時間まで待つことが負担になっていると思われる。 

民間タクシー 

• 浜田地域では、通院目的の利⽤が多く、午前は 7 時から 9 時 30 分までをピー
クに浜田医療センター、午後はクリニック等への移動が多い。 

• 旭地域や⾦城地域でも、朝から⼣⽅にかけて通院目的の利⽤が⾒られ、浜田医
療センター等の中⼼部の医療機関を受診している。 

• コロナ禍の影響により、外出そのものが減っている。 
• 夜間の利⽤もコロナ禍前から戻っていない。 
• 広島⽅面からの観光・旅⾏目的の利⽤が少しずつではあるが増えている。 
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(３) 地域公共交通の問題点・課題や計画策定に向けた意見等 

 ヒアリングを通じて整理した、運行事業者が感じている地域公共交通の問題点・課題、解決に

向けたアイデア等は、次のとおりです。 
 

表 運行事業者が感じている地域公共交通の問題点・課題、解決に向けたアイデア等 

運転者不足・高齢化、

担い手となる人材の

採用・募集について 

• 運転者の⾼齢化が進んでおり、路線バス運転者の平均年齢は 50 歳代、タ
クシー運転者の平均年齢は 60 歳代を超えている。 

• 業界全体として若者の運転⼿が少なく、定年した⼈に声をかけてドライバーに
なってもらうような状況もある。 

• 中山間地域であれば、他の業種と兼業しているタクシー運転者も多く、柔軟
な働き⽅を認めていかなければ運転者の確保が難しい。 

• 大型 2 種免許の取得制限緩和により、⾼卒者にもアプローチしており、普通
免許取得から大型 2 種免許取得までの費⽤を支援しているが、なかなか採
⽤につながっていない。 

• タクシー事業者でも普通運転 2 種免許の取得を支援しているものの、経営
への負担も大きい。 

• 常に求⼈を出しているが、ハローワークでも求職者とのマッチングなどの支援し
てもらえるとありがたい。 

民間路線バスの運行 

• 低床バス等のバリアフリー対応できていない⾞両が 1 台残っており、⾞両購
⼊に何らかの補助があるとありがたい。 

• 国庫補助制度について、幹線補助の基準（輸送量 15 ⼈以上）は全国
共通の算定式（乗⾞密度×運⾏回数）で算出するものであるが、路線の
状況や特性等も考慮するべきである。特に乗⾞密度は、運賃収⼊から算出
するため、障がい者・免許返納者などの運賃、定期券利⽤者など正規運賃
との差額が考慮されておらず、実態と乖離している状況にある。 

市生活路線バスや市

乗合タクシーの運行 

• 通学で利⽤されている路線は、児童・⽣徒の数によって積み残しが発⽣しな
いようにしないといけないため、効率的な⾞両運⽤が難しい面がある。 

• マイクロバス等のバス⾞両よりもワンボックス型の⾞両の⽅が柔軟に対応でき
ると思われる。運転⾞の⾼齢化が進んでいるため、⾞両が大きいと負担も大
きい。 

• 市乗合タクシー等は、委託を受たタクシー事業者にとっては安定的な収益確
保につながっている面もある。 

• 中山間地域は市乗合タクシーや各種移動支援事業等により⼿厚くフォロー
されているが、まちなかのエリアにおいてもバス停から離れた集落に暮らす⼈は
存在しており、そのような住⺠への支援も必要ではないかと思われる。 

民間タクシーの運行 

• 路線バスや市乗合タクシーでの輸送が適さない地域はタクシー助成等も含め
て考えても良いのではないか。 

• ⼈々の⽣活も変化が早くなっており、タクシーの求められる役割が変わってきて
いると思うので、ニーズ等に応じて柔軟に対応していくことが今後求められる。 

• あいのりタクシーは利⽤者にとっては安く利⽤できるため、客単価が減る側面
もある。あいのりタクシーの助成制度を進めていくことによってタクシー事業者の
経営に影響することを懸念している。 

• 地元の交通事業者が地域で事業を続けていけるような⽅向性を示してほし
い。 
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第３章 市民の移動実態・地域公共交通に対する意識・ニーズ 

１ 市民アンケート調査の概要 

統計データ等で把握しきれない、地域住民の移動実態や移動に関する問題点、地域公共交通

に対するニーズを把握するため市民を対象としたアンケート調査を実施しました。 
 

表 市民アンケート調査の概要 

調査対象 
満 15 歳以上の市民 2,000 人を住民基本台帳から無作為抽出 

（地区に偏りは少なくサンプルを確保できるよう地域別に配布数を設定） 

調査方法 郵送配布・郵送回収又は QR コードによるオンラインでの回答 

実施期間 実施期間：令和 5 年 9 月 

回収状況 総配布数：2,000 部   回収票：930 部（回収率：46.5％） 

主な調査項目 

• 個⼈属性（年齢、居住地区、職業、運転免許証の有無 等） 
• 日常⽣活を中⼼とした移動の実態（通院・買物等） 
• 地域公共交通の利⽤状況、利⽤する理由／しない理由 
• 敬⽼福祉乗⾞券の利⽤状況 
• 地域公共交通施策に対する考え⽅ 
• 困りごと・移動に対する不安感 
• ⾃由意⾒ 

 

２ 回答者の属性 

(１) 居住地域と年代 

 いずれの地域からも一定数（50 人以上）の回答を得ています。 

 回答者のおよそ 66％を 65 歳以上、およそ 53％を 75 歳以上が占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 回答者の居住地域 

 

 

 

 

 

 

 

図 回答者の年代  
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(２) 運転免許証の保有状況 

 回答者の 65.3％が運転免許証を保有しています。 

 運転に不安を感じる人や返納をしたいと考えている人は、免許証保有している人のうち 15％を

占めています。 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 運転免許証の保有状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 運転免許証の返納に関する意向 

 

３ 移動の状況 

(１) 通勤・通学の状況 

 通勤・通学者は回答者のおよそ 50％を占めています。 

 通勤・通学手段は自分が運転する車が最も多く、地域公共交通（鉄道、民間路線バス、市生活

路線バス）を利用している人は 10％以下となっています。 

 

 

 

 

 

 
 

図 通勤・通学の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 通勤・通学で利用している交通手段  
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(２) 通院の状況 

ア 通院の有無と利用している交通手段 

 回答者の 61％が日常的に通院しています。 

 利用交通手段は自分で運転する車が最も多く、次いで 20.8％が送迎によって通院しています。 

 民間路線バスや市生活路線バスよりタクシーを利用して通院している人が多い傾向が見られま

す。 

 送迎によって通院する人の割合は旭地域、弥栄地域及び三隅地域が 20％を超えており、市乗合

タクシーは弥栄地域、タクシーは浜田地域が他の地域に比べて割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

図 通院の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 通院で利用している交通手段（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 通院で利用している交通手段（地域別）  
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イ 通院先の状況（上位 5 件） 

 浜田地域の中でも、浜田地区と石見地区で浜田医療センターに通院している人が最も多いで

す。 

 長浜地区、周布地区、美川地区及び国府地区においても浜田医療センターが上位 5 位以内に挙

がっており、最上位はいずれも地区内に立地する医療機関となっています。 

 金城地域、旭地域及び弥栄地域では、いずれも上位 3 位以内に浜田医療センターが挙がってい

ます。 

 三隅地域の上位 3 位は、いずれも地域内の医療機関となっています。 
 

表 地域別通院先の上位 5 位（浜田地域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

表 地域別通院先の上位 5 位（金城地域、旭地域、弥栄地域、三隅地域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

※弥栄のみ上位 3件を記載（4位以下の回答件数がいずれも 1件であったため） 

浜田地区 件数
浜田医療センター 18
さかね内科 6
丸山内科クリニック 6
中村医院（片庭町） 5
彌重内科眼科医院 5

石見地区 件数
浜田医療センター 13
丸山内科クリニック 8
さかね内科 7
おさだ眼科クリニック 6
岡本胃腸科内科医院 6

⻑浜地区 件数
山根病院 10
浜田医療センター 9
中村胃腸科内科医院 8
三隅整形外科医院 5
さかね内科 4
もりわき眼科 4
中村医院（片庭町） 4

周布地区 件数
都医院 15
浜田医療センター 11
小池医院 8
山根病院 6
三隅整形外科医院 3

美川地区 件数
中村呼吸器内科医院 10
浜田医療センター 5
おさだ眼科クリニック 4
丸山内科クリニック 4
中村胃腸科内科医院 4

金城地域 件数
金城沖田医院 14
浜田市国⺠健康保険 波佐診療所 11
浜田医療センター 8
丸山内科クリニック 5
中村整形外科 3

旭地域 件数
浜田市国⺠健康保険あさひ診療所 18
上田医院 11
浜田医療センター 10
丸山内科クリニック 6
岡本胃腸科内科医院 3

国府地区 件数
やすぎクリニック 13
浜田医療センター 9
丸山内科クリニック 7
真鍋医院 7
北村内科クリニック 7

弥栄地域 件数
浜田市国⺠健康保険弥栄診療所 26
浜田医療センター 5
山根病院 2

三隅地域 件数
寺井医院 18
中村医院（三隅） 15
野上医院 11
浜田医療センター 8
もりわき眼科 4
三隅整形外科医院 4
山根病院 三隅分院 4
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(３) 買物の状況 

ア 買物の有無と買物で利用している交通手段 

 回答者の 74％が日常的に買物に出かけています。 

 利用交通手段は自分で運転する車が最も多く、次いで 19％が送迎によって買物に出かけてお

り、路線バスや市生活路線バスよりタクシーを利用している人が多い等、通院と同じ傾向が見

られます。 

 通院と比べ、民間路線バスや市生活路線バスの割合は大きく変わらないものの、タクシーの割

合は若干減少している程度で、各地域での大きな違いは見られません。 

 

 

 

 

 
 
 
 

図 買物によるお出かけの有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

図 買物で利用している交通手段（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

図 買物で利用している交通手段（地域別）  

74.0% 26.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

買い物に出かけている 買い物に出かけていない

(n=900)

72.2%

19.0%

1.5%

14.6%

0.5%

4.0%

2.4%

0.3%

5.3%

0.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自分で運転する車

家族・知人が運転する車

自動二輪・原付（バイク）

徒歩・自転車

鉄道

民間路線バス

市生活路線バス

市予約型乗合タクシー

タクシー

その他

※複数回答

（n=658）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自分で運転する車

家族・知人が運転する車

自動二輪・原付（バイク）

徒歩・自転車

鉄道

民間路線バス

市生活路線バス

市予約型乗合タクシー

タクシー

その他

浜田地域(n=397) 金城地域(n=62) 旭地域(n=66) 弥栄地域(n=36) 三隅地域(n=74)
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イ 買物先の状況 

 浜田地域では、長浜地区、周布地区、美川地区で最上位にトライアル浜田店（周布）が挙げら

れており、国府地区では地区内や石見地区の買物先が挙がっています。 

 金城地域及び旭地域では地域内の買物先が最上位で、次点はいずれも市中心部の買物先となっ

ています。 

 弥栄地域では地域内の買物先より浜田地域（周布地区や浜田地区）の買物先が多くなっていま

す。 

 三隅地域では地域の買物先や周布地区、益田市の買物先が挙がっています。 
 

表 地域別買物先の上位 5 位（浜田地域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 地域別通院先の上位 5 位（金城地域、旭地域、弥栄地域、三隅地域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

浜田地区 件数
ゆめタウン浜田 41
シティパルク浜田 13
トライアル浜田店 13
キヌヤ プリル店 11
フーズセンター エビス 11

石見地区 件数
シティパルク浜田 45
キヌヤ プリル店 24
キヌヤ ⻑澤店 16
ゆめタウン浜田 15
スーパー ダップス 10

⻑浜地区 件数
トライアル浜田店 31
ゆめタウン浜田 23
キヌヤ 笠柄店 18
コスモス 熱田店 5
⻫藤⾷料品店 5

周布地区 件数
トライアル浜田店 45
キヌヤ ひなし店 12
ゆめタウン浜田 11
キヌヤ 笠柄店 5
キヌヤ プリル店 3
シティパルク浜田 3
ホームプラザナフコ 浜田店 3

美川地区 件数
トライアル浜田店 22
ゆめタウン浜田 14
キヌヤ 笠柄店 9
キヌヤ ひなし店 4
シティパルク浜田 4
キヌヤ プリル店 3

国府地区 件数
キヌヤ 国府店 21
キヌヤ ⻑澤店 21
シティパルク浜田 15
ゆめタウン浜田 11
キヌヤ プリル店 7

金城地域 件数
キヌヤ 金城店 28
シティパルク浜田 20
ゆめタウン浜田 11
キヌヤ プリル店 10
キヌヤ ⻑澤店 3
キヌヤ 二宮店 3
コスモス 熱田店 3
ジュンテンドー 浜田店 3
スーパー ダップス 3

旭地域 件数
Ａコープあさひ 16
シティパルク浜田 13
サワレン商店 11
ゆめタウン浜田 10
Aコープ（店舗名未回答） 9

弥栄地域 件数
トライアル浜田店 12
ゆめタウン浜田 11
Aコープ やさか店 9
キヌヤ サンプラム店 3
キヌヤ 笠柄店 2

三隅地域 件数
キヌヤ サンプラム店 32
トライアル浜田店 22
Aコープ みすみ店 10
ゆめタウン浜田 8
ゆめタウン益田 7



41 

ウ 買物に出かけない理由 

 買物に出かけない理由として、買物をしていない人の 9割は家族が買物しているからと回答し

ています。 

 交通手段がないため買物に出かけていない人は 4.7％です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

図 買物に出かけない理由  

90.7%

4.7%

0.9%

6.5%

5.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

家族が買い物をしているため

交通手段がないため

知人に依頼しているため

宅配サービス等を利用しているため

その他
※複数回答

（n=214）
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４ 地域公共交通の利用状況 

(１) 地域公共交通利用の有無 

 地域公共交通を利用している人の割合を地域別に見ると、浜田地域の各地区と三隅地域の割合

が比較的高くなっています。 

 金城地域、旭地域及び弥栄地域は、日常的に地域公共交通を利用している人の割合が 10％を下

回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 地域公共交通の利用有無 

 

(２) 地域公共交通の利用頻度 

 利用頻度が最も高い交通手段は鉄道で、利用している人のおよそ 2割が週に 5日以上利用して

います。 

 民間路線バスは 133 人が利用しており、週 3日以上利用している人が 2 割程度を占めていま

す。 

 タクシーと市生活路線バスは、月に１～3 日程度利用している人の割合が比較的大きく、30％

を超えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 地域公共交通の利用頻度  

19.5%

11.3%

1.0%

8.1%

2.4%

8.3%

5.1%

6.5%

3.3%

8.3%

6.1%

6.5%

9.8%

24.1%

30.6%

32.3%

44.4%

65.0%

48.1%

57.1%

46.8%

55.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

鉄道(n=123)

民間路線バス(n=133)

タクシー(n=98)

市生活路線バス(n=62)

市予約型乗合タクシー(n=9)

週に5日以上 週に3～4日 週に1～2日 月に1～3日 月１回未満

11.4%

15.0%

18.2%

14.1%

12.9%

14.0%

5.9%

9.3%

3.8%

16.5%

15.2%

18.7%

18.2%

15.3%

16.1%

17.4%

10.6%

11.6%

9.6%

13.8%

73.3%

66.4%

63.6%

70.6%

71.0%

68.6%

83.5%

79.1%

86.5%

69.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

浜田地区(n=105)

石見地区(n=107)

⻑浜地区(n=88)

周布地区(n=85)

美川地区(n=62)

国府地区(n=86)

金城地域(n=85)

旭地域(n=86)

弥栄地域(n=52)

三隅地域(n=109)

日常的（月1回以上）に利用した 数回（月1回未満）利用した 利用していない
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(３) 地域公共交通を利用していない理由 

 地域公共交通を利用しない理由として、いずれの地域でも「自家用車で移動できるため」が最

も多く、次いで「送迎で移動できるため」となっています。 

 「送迎で移動できるため」や「運賃が高いため」と回答した人の割合は、弥栄地域が比較的多

くなっています。 

 「徒歩や自家用車で移動できるため」は、浜田地域のみ 20％を超えており、その他の地域は

10％を下回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 公共交通を利用していない理由 

 

(４) 地域公共交通に対する不便感 

 地域公共交通が不便なために生活に支障をきたしていることや我慢していることは、浜田地

区、石見地区及び周布地区以外で「ある」の割合が 20％を超えており、国府地区で最も高くな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 地域公共交通が不便なために生活に支障をきたしていることや我慢していることの有無 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自家用車で移動できるため

家族や知人の送迎で移動できるため

徒歩や自転車等で移動できるため

利用できる路線バス等がないため

行きたい場所まで運行していないため

利用したい時間帯に運行していないため

乗り継ぎが不便であるため

運賃が高いため

外出をする機会がないため

通販などを利用し外出する必要がないため

その他

浜田地域(n=350) 金城地域(n=68) 旭地域(n=68) 弥栄地域(n=45) 三隅地域(n=73)

13.1%

16.5%

24.1%

19.5%

23.2%

28.2%

20.8%

26.3%

20.0%

23.2%

86.9%

83.5%

75.9%

80.5%

76.8%

71.8%

79.2%

73.7%

80.0%

76.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

浜田地区(n=99)

石見地区(n=97)

長浜地区(n=79)

周布地区(n=77)

美川地区(n=56)

国府地区(n=78)

金城地域(n=77)

旭地域(n=76)

弥栄地域(n=45)

三隅地域(n=99)

ある ない
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５ 敬老福祉乗車券の利用状況 

(１) 敬老福祉乗車券の利用状況 

 70 歳以上で、敬老福祉乗車券を利用している人は 17.7％で、いずれの地域でも 20％以上を占

めています。 

 浜田地域で割合が高く、石見地区と長浜地区では 40％を超えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 敬老福祉乗車券の利用状況（70 歳以上回答者に絞って集計） 

 

(２) 敬老福祉乗車券の効果 

 敬老福祉乗車券により外出回数が増えたと回答した人は利用者全体の 20.9％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 敬老福祉乗車券購入後における外出状況の変化 

 

(３) 敬老福祉乗車券を使用（購入）していない理由 

 敬老福祉乗車券を購入していない理由としては、「制度内容を知らない」と回答した人の割合

は 13.6％で実数では 94 人になります。 

 70 歳以上の回答者の中でも 21.4％が「制度の対象でないため」と回答しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

図 敬老福祉乗車券を使用（購入）していない理由（70 歳以上回答者に絞って集計） 

20.9% 57.4% 13.5% 8.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

外出回数が増えた 外出回数は変わらない 外出機会が減っている わからない

(n=148)

44.9%

21.4%

16.0%

13.6%

18.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

公共交通機関を利用しないため

制度の対象でないため

制度内容を知らないため

外出機会がないため

その他

※複数回答

（n=294）

31.7%

43.3%

41.7%

23.3%

25.8%

34.0%

25.0%

30.4%

25.0%

31.4%

68.3%

56.7%

58.3%

76.7%

74.2%

66.0%

75.0%

69.6%

75.0%

68.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

浜田地区(n=60)

石見地区(n=60)

長浜地区(n=48)

周布地区(n=43)

美川地区(n=31)

国府地区(n=47)

金城地域(n=44)

旭地域(n=46)

弥栄地域(n=28)

三隅地域(n=51)

利用したことがある 利用したことがない
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６ 今後の浜田市における地域公共交通の維持確保や取組への意向 

(１) 将来の地域公共交通のあり方 

 将来の地域公共交通のあり方について、選択肢の中では「市の負担が増えたとしても、できる

限り現状維持を目指す」が最も割合としては大きく、全体では 37.9％を占めています。 

 「市の負担が増えたとしても、できる限り現状維持を目指す」を回答した人を地域別に見る

と、浜田地域では長浜地区、浜田地域以外では旭地域、弥栄地域及び三隅地域で 40％を超えて

おり、比較的割合が大きくなっています。 

 「利用の少ない路線は廃止を検討し、地域住民主体の輸送手段を推進していく」は、浜田地域

では浜田地区、美川地区及び国府地区、浜田地域以外では金城地域で 30％を超えており、比較

的割合が大きくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 将来の地域公共交通のあり方 

 

 

  

35.1%

38.5%

44.9%

34.2%

24.1%

33.7%

27.3%

41.1%

50.0%

48.5%

37.9%

10.3%

17.7%

17.9%

23.3%

13.0%

6.0%

19.5%

15.1%

12.5%

13.4%

14.8%

36.1%

25.0%

19.2%

21.9%

33.3%

33.7%

32.5%

24.7%

22.9%

23.7%

27.4%

15.5%

14.6%

12.8%

17.8%

20.4%

22.9%

16.9%

17.8%

10.4%

13.4%

16.2%

3.1%

4.2%

5.1%

2.7%

9.3%

3.6%

3.9%

1.4%

4.2%

1.0%

3.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

浜田地区(n=97)

石見地区(n=96)

長浜地区(n=78)

周布地区(n=73)

美川地区(n=54)

国府地区(n=83)

金城地域(n=77)

旭地域(n=73)

弥栄地域(n=48)

三隅地域(n=97)

全体(n=776)

市の負担が増えたとしても、できる限り現状維持を目指す

利用が少ない路線は廃止を検討し、タクシーなどの別の交通手段に切り替えていく

利用が少ない路線は廃止を検討し、地域住民主体の輸送手段をより推進していく

市の負担を大きく増やしてでも市内の公共交通サービス（路線や便数）を拡充させる

その他
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(２) 力を入れた方が良いと思う取組 

 特に力を入れた方が良いと思う取組は「敬老福祉乗車券の継続」が全体で最も多く、58.4％が

回答しています。次いで「市生活路線バスのサービス拡充」「運転者不足の交通事業への支

援」となっています。 

 「敬老福祉乗車券の継続」は三隅地域以外の地域で多く、「市生活路線バスのサービス拡充」

は金城地域以外の地域で多い傾向にあります。 

 「市乗合タクシーのサービス充実」は弥栄地域のみ 30％を超えています。 

 「運転者不足の交通事業への支援」は浜田地域で 30％を超えています。 

 「自治会輸送などへの支援」は旭地域のみ 20％を超えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 力を入れた方が良いと思う取組（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 力を入れた方が良いと思う取組（全体）  

58.4%

34.6%

25.7%

23.5%

22.9%

14.0%

13.0%

13.0%

12.7%

7.2%

4.5%

2.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

敬老福祉乗車券制度の継続

市生活路線バスのサービス拡充（便数等）

運転手不足の交通事業者への支援

あいのりタクシー制度の継続

市予約型乗合タクシーのサービス拡充（便数等）

バスと鉄道への接続改善

バス停・待合所の環境整備・改善

自治会輸送などへの支援

定期的な地域住民との意見交換

高齢者向けの交通機関の乗り方講座

子ども向けの交通機関の乗り方講座

その他

※複数回答

（n=830）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

敬老福祉乗車券制度の継続

あいのりタクシー制度の継続

市生活路線バスのサービス拡充（便数等）

市予約型乗合タクシーのサービス拡充（便数等）

バスと鉄道への接続改善

バス停・待合所の環境整備・改善

運転手不足の交通事業者への支援

自治会輸送などへの支援

定期的な地域住民との意見交換

高齢者向けの交通機関の乗り方講座

子ども向けの交通機関の乗り方講座

その他

浜田地域(n=507) 金城地域(n=76) 旭地域(n=78) 弥栄地域(n=49) 三隅地域(n=98)
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第４章 地域公共交通に関する課題整理 

１ 第２次公共交通再編計画における事業とその実施状況 

(１) 【施策１】 公共交通空白地域等の縮減 

事 業 事業概要 実施状況 

地域に適した移動手
段の確保 

• 公共交通空白地域のうち、利⽤者が
⾒込めず市乗合タクシーの導⼊が困
難な地域において、地域住⺠⾃らが
主体的に⾏うコミュニティワゴン運送や
タクシーを活⽤した輸送サービスなど、
費⽤対効果や住⺠ニーズを踏まえた、
地域に適した移動⼿段を検討 

• 住⺠が⾼齢化した団地への公共交通
機関の乗り⼊れを検討 

• 交通事業者と連携し、運転⼿の確保
対策を検討 

• タクシーを活⽤した輸送サービスとして令
和 3 年度からあいのりタクシー等運⾏支
援事業を実施 

• 島根県と連携した運転者求⼈募集等
を⾏っているものの、コロナ禍等の影響も
あり、依然として運転者不⾜及び運転
者の⾼齢化が大きな課題 

ドア・トゥ・ドアで移
動できるタクシーを
利用した新たな交通
手段 

• 利⽤者が⾒込めず市乗合タクシーの
導⼊が困難な地域や、コミュニティワゴ
ン運送など住⺠主導の運送活動の担
い⼿が確保できない地域において、タク
シーを活⽤した新たな交通⼿段や支
援策を検討 

市乗合タクシー運行
区域の拡大 

• 市⽣活路線バスの⾒直しに伴い、所
要時間や稼働実績をベースに運⾏区
域やルートの⾒直しを検討 

• 経由地までの通過時刻の目安を記載
した時刻表を⾒直し、予約の実態に
合わせた運⾏時刻となるよう検討 

• 平成 30 年時点は 12 路線であったの
に対して、現在は 15 路線（令和 5 年
度時点）を運⾏ 

• 利⽤が大きく減少している路線の⾒直し
を実施 

 

(２) 【施策２】中心市街地における移動性の向上 

事 業 事業概要 実施状況 

循環系 3 路線の見
直し 

• 循環系 3 路線（市内循環線、大学
線、⻑沢瀬⼾ヶ島線）の⾒直しを検
討 

• ゆめタウン付近へのバス停設置 
• 乗降の少ない区間については、利⽤実

態を踏まえたルート・ダイヤへの⾒直し 
• 乗客数に応じた⾞両の⼩型化 
• 利⽤しやすい市内循環線のルート

（右回り・左回り） 
• 通勤・通学のニーズ、鉄道との乗り継

ぎを踏まえた大学線のルート・ダイヤの
⾒直し 

• 市内循環系 3 路線については、第 2
次公共交通再編計画の策定後、段階
的に⾒直しを実施 

• コロナ禍の影響により利⽤者数・収支と
もに令和 2 年度から減少 

• 市内循環線と⻑沢瀬⼾ヶ島線は令和
4 年度時点でも低い⽔準であり、継続
的な⾒直し検討が必要 

• ゆめタウン付近へのバス停設置について
は、交通事業者と協議の上、乗降時の
安全性を担保できないことから、設置は
困難と判断 
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(３) 【施策３】 公共交通資源の適正配分 

事 業 事業概要 実施状況 

運行見直し基準の設
定 

• 市⽣活路線バス、市乗合タクシー共に
「1 便当たり 1.0 ⼈」を基本とした運
⾏⾒直し基準を設定 

• 利⽤者数等以外にも住⺠意⾒を踏ま
え、運⾏地域の地理的条件（地形、
⼈口集積、主要目的地）などを加味
して運⽤ 

• 令和 3 年度に「櫟田原線」「今市線」の
廃⽌に伴う代替交通（市⽣活路線バ
ス及び乗合タクシー）を運⾏ 

• 上記に併せて「1 便当たり 1.0 ⼈」を基
本とした運⾏⾒直し基準に基づき、市
⽣活路線バス及び市乗合タクシーの再
編を検討・実施 

• 市⽣活路線バスとスクールバスの⼀体的
な運⽤は、学校におけるスクールバスの
柔軟な対応を優先するため、実施は困
難と判断 

地域交通資源の一
体的運用 

• それぞれ個別に契約を⾏っている市⽣
活路線バス、市乗合タクシー、スクール
バスを⼀体的にとらえ、市⽣活路線バ
ス、市乗合タクシー、スクールバスを効
率的に運⽤することで経費節減や運
⾏合理化 

• 想定される⺠間バス路線の再編とその
影響度を踏まえた、市⽣活路線バス
等代替交通検討 

• 市⽣活路線バスと重複するスクールバ
スのルートや運⾏時刻を踏まえた⼀般
混乗化を検討 

 

(４) 【施策４】利用しやすい制度への再構築 

事 業 事業概要 実施状況 

敬老福祉乗車券制
度の見直し 

• 敬⽼福祉乗⾞券交付事業の継続実
施 

• 財政的負担を考慮しつつ、制度の拡
充検討 

• 敬⽼福祉乗⾞券交付事業を実施 
• 令和 4 年 4 月から 69 歳以下の特定

の障がい者への販売を実施 
• 令和 5 年 10 月から物価⾼騰対策とし

て、販売上限冊数の引き上げを実施 

公共交通を利用した
通学への支援 

• 保護者による⾃家⽤⾞での送迎から
公共交通への転換を目的とした支援
事業の継続と効果的な事業内容を検
討 

• 通学定期券購⼊費補助制度を継続実
施 

• 令和 5 年 4 月から県内の⾼等学校で
市内の⾼等学校にない学科に通学する
⽣徒も対象とする制度の⾒直しを実施 
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(５) 【施策５】利用しやすい公共交通環境整備 

事 業 事業概要 実施状況 

わかりやすい公共交
通情報の提供 

• バス路線図、時刻表に加え、利⽤者の居
住地域から主要目的地への移動ルート
等、公共交通に関する情報を掲載した冊
子を作成し、公共施設や主要商業施
設、病院などで配布 

• 交通結節点等に主要施設や主要観光
地等を付記した詳細なバス路線の案内
表示を検討 

• 交通結節点等のバス時刻表を大きく⾒や
すい時刻表に改善 

• 市乗合タクシーの乗務員に対する利⽤者
への対応やサービス内容を定めた基準等
の⾒直し 

• 市全域及び市街地中⼼部の詳細を
記載した「浜田市バスマップ」を作成・
配布 

• 子どもから大⼈までバスを身近に感じ
てもらい、バス利⽤のきっかけづくりを
目的に三隅地域の「みすみフェスティ
バル」において「バス体験乗⾞会」を
開催 

• 市乗合タクシーの業務仕様書に利
⽤者への対応やサービス内容を明記 

バス利用環境の充実 

• 乗降の多いバス停の待合環境を点検し、
必要に応じて修繕、整備 

• ベンチの設置要望があるバス停について
は、管理者や地元の意⾒を踏まえ運⾏事
業者と協議 

• 交通事業者や道路管理者と連携・協議
をしながら低床バス導⼊を推進 

• 道路管理者や警察、交通事業者等と協
議をしながら、バス停周辺の安全対策を
推進 

• 市内を運⾏する⽯⾒交通の路線バ
スへの交通系 IC カードの導⼊（令
和 5 年 3 月）を国、県及び他市町
と協調し支援 

• 4 か所のバス停等の整備を実施 

 

(６) 【施策６】次世代モビリティサービスの導入 

事 業 事業概要 実施結果 

ＩＣＴを利用したシス
テムの導入検討・次
世代サービス実証試
験の受入れ 

• ＩＣＴを利⽤した新しい交通マネジメント
技術の中から、本市に適したシステムを調
査・研究 

• ＡＩなどを利⽤した次世代モビリティ事業
の実証実験フィールドとして、受⼊れ体制
を県⽴大学、地元企業と連携し整え、県
⽴大学や地元企業が進める次世代モビリ
ティ研究や事業化を支援 

• 企業等からの情報収集や先進市事
例を調査・研究を実施 

• ICT を利⽤したシステム導⼊につい
て、⾼齢者の利⽤が多いことに加え、
利⽤者数が少なく、⾏先も限定的で
あるため、未実施 

 

 

(７) 【施策７】公共交通の観光活用 

事 業 事業概要 実施結果 

訪れる人にもやさし
い公共交通体系の
検討 

• 市街地の循環系 3 路線の⾒直しに合わ
せて、市観光客の移動⼿段としても活⽤
できる路線を検討 

• 観光客へのＪＲ沿線の絶景スポットの紹
介等、列⾞の観光利⽤を推進 

• 空港と本市の間を乗り換えなしで⾏き来
できる交通体系を検討 

• 観光客を対象としたはまだお魚市場
などを含めたエリア内での⽯⾒交通バ
スの 1 日乗り放題バス乗⾞券の販
売を実施 

• 萩・⽯⾒空港利⽤拡大促進協議会
が実施するデマンド型の乗合タクシー
を支援 

• ⽯⾒交通路線バスに IC カードを導
⼊ 
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２ 地域公共交通の課題 

課題1 広域や地域をまたいで運行する地域公共交通の維持・確保 

バス路線の廃止や鉄道の運行本数の削減等、地域公共交通を取り巻く環境が厳しい状況にある

中、周辺自治体と連携し、広域や地域をまたがって運行する地域公共交通を将来にわたって維持・

確保していく必要があります。 

 

課題2 人口減少や高齢化、地域のニーズを踏まえた効率的・効果的な運行 

今後、更なる高齢化と人口減少が予想される中、地域の生活交通を維持・確保していくためには、

地域のニーズに対応しつつ、需要に応じた運行が必要です。 

 

課題3 公共交通空白地域への対応 

公共交通空白地域に対応するために、市乗合タクシー、あいのりタクシー等運行支援事業や敬老

福祉乗車券事業等のタクシーを活用した移動支援等、ドア・トゥ・ドア型の輸送の取組を継続してい

く必要があります。 

また、あいのりタクシー等運行支援事業の推進においては、「地区まちづくり推進委員会」との連

携が必要です。 

 

課題4 自らの移動手段がない人への対応 

少子高齢化の進行や運転免許証返納者の増加が予想される中、地域公共交通のバリアフリー対

応等の利用環境整備、敬老福祉乗車券交付事業や高校生の通学定期券購入費補助といった自家用

車等の移動手段を持たない人を対象とした施策が必要です。 

 

課題5 適切な財政支出と施策効果の見える化 

地域公共交通に係る市の財政負担額は、運行経費等の高騰により今後、増加が予想されることか

ら、財政支出に関する目標値を設定する等、モニタリングの仕組みづくりが必要です。 

 

課題6 運転者不足への対応 

運転者不足や運転者の高齢化が大きな課題となっている中、地域公共交通を維持していくため

には、人材確保や育成に関する交通事業者への支援が必要です。 
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課題7 路線廃止への対応 

路線廃止の可能性が生じた場合は、代替交通の運行等を検討する必要があります。 

一方で、既存の地域公共交通が廃止とならないよう支えていくことも重要であり、市・交通事業

者・地域住民の協働による利用促進を行う必要があります。 

 

課題8 地域公共交通に対する認知・理解の向上 

地域公共交通の利用促進やその必要性について理解の向上を図るためは、継続的な情報発信が

必要です。 

また、交通施策の周知・情報発信のほか、施策の効果等の情報を市民に向けて発信し、地域公共

交通の必要性・重要性の理解を促すことも必要です。 

 

課題9 市街地における利便性の向上 

市中心部では、通院先や買物先への移動ニーズが高く、浜田駅を中心とした市街地移動に関する

利便性や回遊性の向上が必要です。 

 

課題10 アフターコロナにおける来訪者への対応 

石見交通路線バスの交通系 IC カードの導入等、利用環境整備を進める中、今後はアフターコロナ

による観光需要の回復を踏まえて、利便性の高い移動手段を考える必要があります。 
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第５章 計画の基本方針と目標 

１ 計画の基本方針 

総合振興計画に掲げる将来像「住みたい 住んでよかった 魅力いっぱい 元気な浜田」を基本

としつつ、第２次公共交通再編計画の基本理念を踏襲し、本計画の基本方針（理念）として次

の方針を定めます。 

 

 

 

 
 

２ 計画の目標 
 

市民の生活を支える地域公共交通 

地域に応じた移動手段を維持・確保することによって、安心して暮らせる市民生活を支えていくこ

とを目指します。 

 

対応する課題 

課題 

1 

課題 

2 

課題 

3 

課題 

4 

課題 

5 

課題 

6 

課題 

7 

課題 

8 

課題 

9 

課題 

10 
 
 

 

人にやさしい地域公共交通 

誰もが利用しやすい地域公共交通を目指します。 

 

対応する課題 

課題 

1 

課題 

2 

課題 

3 

課題 

4 

課題 

5 

課題 

6 

課題 

7 

課題 

8 

課題 

9 

課題 

10 
 
 

 

未来につなげる地域公共交通 

市民の地域公共交通に対する理解を深め、先進技術の活用等を調査・研究することにより、未来

につなげる地域公共交通を目指します。 

 

対応する課題 

課題 

1 

課題 

2 

課題 

3 

課題 

4 

課題 

5 

課題 

6 

課題 

7 

課題 

8 

課題 

9 

課題 

10 
 
 

 

持続可能な地域公共交通 

公共交通が地域に存続し続けるため、市民みんなで支える地域公共交通を目指します。 

 

対応する課題 

課題 

1 

課題 

2 

課題 

3 

課題 

4 

課題 

5 

課題 

6 

課題 

7 

課題 

8 

課題 

9 

課題 

10 
  

未来の市民生活を支える地域公共交通 

目標 

１ 

目標 

２ 

目標 

３ 

目標 

4 
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３ 地域公共交通ネットワークのイメージと位置付け・役割 

(１) 地域公共交通ネットワークのイメージ 

本市における地域公共交通ネットワークのイメージについて、浜田市都市計画マスタープラ

ンにおける将来都市構想を踏まえ、各地区での拠点を設定し、浜田駅を中心とした公共交通ネ

ットワーク構築を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 公共交通ネットワークのイメージ  
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(２) 地域公共交通の役割と維持・確保の方向性 

位置

付け 
役割 

該当する

交通手段 
該当する路線 維持・確保における方向性 

広域 

幹線 

隣接自治体との
広域的な移動・
連携を支える幹
線 

広域の需要に対
応（通学・通勤・
観光等） 

鉄道 

JR 山陰本線 

 

地域住民の広域的・幹線的な移動手段として重
要な役割を担っており、鉄道事業者や周辺自治
体と連携して路線の維持・確保やサービス向上
に努める。 

接続する市内の交通手段については、乗り継ぎ
の利便性を確保し、利用促進に取り組む。 

民 間 路 線
バス 

【石見交通】 

周布江津線 

浜田益田線 

本市と江津市・益田市を結ぶ公共交通ネットワー
クを形成する上で、通勤・通学等、住民の日常生
活において重要な役割を担っている 

一方で、関係自治体の補助や事業者の運営努力
だけでは路線の維持・確保が困難であることか
ら、地域公共交通確保維持事業（幹線補助・車両
補助）の活用により、路線の維持・確保に努める。 

広浜線 

（高速バス） 

広島県（広島市、北広島町）との広域的な移動を
担う交通手段であり、交通事業者と連携して路
線の維持・確保に努める。 

地域内
幹線 

地域の拠点間移
動を支える幹線 

市内の地域間移
動の需要に対応 

民 間 路 線
バス 

【石見交通】 

周布線 

弥栄線 

波佐線 

交通事業者と連携して路線を維持・確保に努め
るとともに、運行見直し基準に基づき便数・運行
時間帯等の適正化を図る。 

一方で、市の補助や事業者の運営努力だけでは
路線の維持・確保が困難であることから、「弥栄
線」については、地域公共交通確保維持事業（幹
線補助・車両補助）の活用により、運行を維持・確
保に努める。 

市 生 活 路
線バス 

【市】 

旭浜田路線 

弥栄野原路線 

市街地
交通 

市中心部の回遊
性や地域住民の
移動利便性向上
を図る路線 

民 間 路 線
バス 

【石見交通】 

市内循環線 

大学線 

長沢瀬戸ヶ島線 

交通事業者と連携して路線の維持・確保に努め
るとともに、利用者ニーズを踏まえて、市街地移
動の利便性向上を図る。 

支線 地域拠点と交通
結節点や、地域
内の集落間を結
ぶ路線 

民 間 路 線
バス 

【総合企画コー
ポレーション】 

千代田芸北・金
城線（予約制） 

日常生活や交通空白地域への対応において重要
な役割を担う路線であり、交通事業者や地域住
民と連携して路線の維持・確保に努める。 

運行見直し基準に基づき便数・運行時間帯等の
適正化や幹線との接続改善、交通モードの転換
を含めた見直しを必要に応じて行う。 市 生 活 路

線バス 

市 乗 合 タ
クシー 

【市】 

浜田路線 

金城路線 

旭路線 

三隅路線 

その他 上記の公共交通
を補完し、高齢
者等の生活移動
を担う交通 

タクシー 各種補助事業を継続し、高齢者等の生活移動（通
院や買物）を支援する。 

地域の状況や必要に応じて交通空白地域への対
応等にも活用する。 

市内と萩・石見
空港の移動を担
う交通 

萩・石見空港－浜田間乗合タ
クシー 

本市と萩・石見空港を直通で結ぶ唯一の交通手
段であるため、萩・石見空港の利用促進等と連携
して、維持・確保に努める。 
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第６章 計画に掲げる事業（案） 

１ 「市民の生活を支える地域公共交通（目標１）」に対応する事業 

事業名 広域交通の維持・確保 

事業内容 ○ 周辺⾃治体にまたがって運⾏する広域幹線（周布江津線、浜田益田線）を、周辺⾃治
体や運⾏事業者と連携して維持・確保する。 

○ 広域幹線の維持・確保に当たっては、地域公共交通確保維持事業（幹線補助・⾞両補
助）を活⽤する。 

○ 島根県及び県内沿線⾃治体で構成する島根県鉄道整備連絡調整協議会と連携し、
JR 山陰本線の維持・確保策及び利⽤促進策を検討・推進する。 

○ JR 山陰本線のダイヤ改正に対応した⺠間路線バス及び市⽣活路線バスのダイヤ⾒直しを
適宜、検討・実施する。 
 

【地域間幹線系統確保維持費補助を活用して維持する路線（系統）の詳細】 

路線名 

系統 事業許

可区分 

運行 

形態 

実施 

主体 起点 主な経由地 終点 

浜田益田線 石 見 交 通

本社前 

三隅 浜田駅前 ４条乗合 路線定期

運行 

交 通 事 業

者 

石 見 交 通

本社前 

日赤病院 石 見 交 通 本 社

前 

周布江津線 周布 西波子 

済生会病院 

温泉津温泉口 ４条乗合 路線定期

運行 

交 通 事 業

者 

周布 西波子 

済生会病院 

江津駅前 

周布 西波子 

沖田クリニック 

江津駅前 

周布 はまだお魚市場 

済生会病院 

江津駅前 

周布 はまだお魚市場 

沖田クリニック 

済生会病院 

江津駅前 

 

実施主体 浜田市、島根県、島根県鉄道整備連絡調整協議会、周辺自治体（江津市・益田市）、交通事
業者 

実施時期 令和 6 年度から実施 
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事業名 市内生活交通の維持・確保 

事業内容 ○ ⺠間路線バスとして運⾏する地域内幹線を交通事業者と連携して維持・確保する。 

○ 地域内幹線のうち、弥栄線の維持・確保に当たっては地域公共交通確保維持事業（幹
線補助・⾞両補助）を活⽤する。 

○ ⺠間路線バス廃⽌に伴う代替交通として、市⽣活路線バス及び市乗合タクシーを、地域
住⺠のニーズ等を踏まえて運⾏する。 

【地域間幹線系統確保維持費補助を活用して維持する路線（系統）の詳細】 

路線名 

系統 事業許

可区分 

運行 

形態 

実施 

主体 起点 主な経由地 終点 

弥栄線 浜田駅前 下鍋石 弥栄支所前 ４条乗合 路線定期

運行 

交 通 事 業

者 

 

実施主体 浜田市、交通事業者 

実施時期 令和 6 年度から実施 

 

事業名 地域の交通資源を活用した生活交通の構築 

事業内容 ○ 市乗合タクシーについては、地域のニーズ等を考慮した上で、必要に応じて運⾏計画の改
善を図る。 

○ ドア・トゥ・ドア型の交通⼿段として、地区まちづくり推進委員会と連携してあいのりタクシー
等運⾏支援事業を実施する。 

○ 市乗合タクシーの導⼊や運⾏継続が困難な地区については、あいのりタクシー等運⾏支援
事業を活⽤した対応を前提とする。 

○ ⾃治体と交通事業者が協定を締結し、エリアで⼀括して運⾏する事業（エリア⼀括協定
運⾏事業）について調査・研究を⾏う。 

実施主体 浜田市、交通事業者、地域住民 

実施時期 令和 6 年度から実施 

 

事業名 路線の廃止等に対応した代替交通の確保 

事業内容 ○ 路線の廃⽌等が発⽣する場合は、市⽣活路線バスや市乗合タクシーでの対応、あいのりタ
クシーの活⽤を含めて柔軟に対応し、地域住⺠の移動ニーズに対応したルートやダイヤを
設定する。 

実施主体 浜田市、交通事業者 

実施時期 令和 6 年度から随時実施 
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２ 「人にやさしい地域公共交通（目標２）」に対応する事業 

事業名 補助制度の実施 

事業内容 ○ 地域住⺠のニーズ等を踏まえ、敬⽼福祉乗⾞券交付事業を実施する。販売上限冊数に
ついては、現在の形を基本に財政的負担を考慮しつつ地域の状況や社会情勢等に配慮
した形とする。 

○ 市内の⾼校⽣を対象にした通学定期券購⼊費補助事業を実施する。 

○ 時刻や路線図、交通事業者が独⾃で⾏うサービス等と⼀体的に情報発信を⾏い、地域
公共交通の利⽤促進につなげる。 

○ 事業に対する理解を促進するため、制度の目的や事業効果等を周知・PR する。 

実施主体 浜田市、交通事業者 

実施時期 令和 6 年度から実施 
 
 

事業名 利用環境の整備・改善 

事業内容 ○ バス停の待合環境を点検し、必要に応じて修繕、整備を⾏う。 

○ 駅施設、地域⽣活拠点又は交通結節点における乗り換えの案内について、必要に応じて
改善を図る。 

○ 市⽣活路線バスの路線については、ウェブサイトでの経路検索に対応する。 

○ 交通系 IC カードの周知・PR を交通事業者と連携して⾏う。 

実施主体 浜田市、交通事業者 

実施時期 令和 6 年度から実施 
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３ 「未来につなげる地域公共交通（目標３）」に対応する事業 

事業名 地域公共交通に対する意識の醸成・理解の促進 

事業内容 ○ 地域公共交通の利⽤状況や取組の進捗状況等の情報を発信することで、地域公共交
通事業の必要性・重要性に関する理解を深める。 

○ 園児や児童を対象に鉄道やバスの体験学習を検討・実施する。 

○ 公共交通利⽤のきっかけづくりとして、イベント等と連携したバス体験学習会や鉄道の運転
シミュレーター体験会を検討・実施する。 

○ 地区まちづくり推進委員会の地域活動や地区サロン、⾼齢者クラブ等の集会等を活⽤し、
地域公共交通の利⽤⽅法等の周知を⾏う。 

○ 広報はまだや浜田市ホームページ等を活⽤して、地域公共交通の利⽤の呼びかけを⾏う。 

○ 浜田市地域公共交通活性化協議会を開催し、地域公共交通の現状や取組の状況等
を関係者間で共有する。 

実施主体 浜田市、交通事業者、浜田市地域公共交通活性化協議会、地域住民 

実施時期 令和 6 年度から実施 

 

事業名 先進技術を活用した地域公共交通サービスの調査・研究 

事業内容 ○ AI 等の先進技術の活⽤した効率的かつ利便性の⾼い地域公共交通サービス導⼊に向け
て、全国の先進事例等の調査・研究を⾏う。 

○ 地域に適した⽣活交通の運⽤や構築に当たって、国の動向に注視しつつ、有⽤な仕組み
を調査・研究する。 

実施主体 浜田市、交通事業者 

実施時期 令和 6 年度から実施 

 

事業名 中心市街地における移動利便性の向上 

事業内容 ○ 利⽤しやすい市街地交通の構築に向けて、市中⼼部における移動ニーズや大学⽣のニー
ズ、利⽤者の意⾒等を把握し、必要に応じてルートやダイヤの変更・調整を交通事業者と
連携して⾏う。 

○ 市街地交通の路線については、鉄道のダイヤ改正等に合わせて、浜田駅での鉄道との接
続時間を調整する。 

実施主体 浜田市、交通事業者 

実施時期 令和 6 年度から実施 
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事業名 地域公共交通の情報発信強化 

事業内容 ○ 「浜田市バスマップ」を路線のルート変更や再編、ダイヤ改正に合わせて定期的に更新す
る。 

○ 広報はまだや浜田市ホームページ等を活⽤して、地域公共交通の利⽤促進を⾏う。 

○ 各種運賃の助成制度の案内を⾏う。 

○ 観光地までの地域公共交通での経路案内を浜田市観光協会と連携して⾏う。 

○ 地域公共交通の利⽤状況や取組の進捗状況等の情報を発信することで地域公共交通
の必要性・重要性に関する理解を深める。（再掲） 

実施主体 浜田市、交通事業者、浜田市観光協会 

実施時期 令和 6 年度から実施 
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４ 「持続可能な地域公共交通（目標4）」に対応する事業 

事業名 運行見直し基準に基づく路線の適正化 

事業内容 ○ 市⽣活路線バスや市乗合タクシーは「1 便当たり 1.0 ⼈」を運⾏⾒直し基準とする。 

○ 毎年度運⾏⾒直し基準により、路線が地域に適切にかつ効率的に運⾏できているか検証
を⾏う。⾒直し基準に達していない場合であっても、地域事情を考慮した上で路線の継続
又は減便、廃⽌を判断する。 

○ 地域公共交通の利⽤状況等について、地域協議会等に報告するとともに、浜田市ホーム
ページ等により市⺠に情報提供し、地域公共交通の必要性・重要性に関する理解を深め
る。 

実施主体 浜田市、交通事業者、地域住民 

実施時期 令和 6 年度から実施 

 

事業名 運行事業者に対する支援策の検討・実施 

事業内容 ○ 運転者不⾜及び運転者の確保においては、国や島根県と連携して交通事業者に対する
支援策を実施する。 

○ ⼈材確保のための支援として、U ターン・I ターン者向けの求⼈イベント等における紹介や⼥
性⼈材の活⽤に関する支援等を島根県や周辺⾃治体と連携して実施する。 

実施主体 浜田市、国、島根県、周辺自治体、交通事業者 

実施時期 令和 6 年度から実施 
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第７章 計画のモニタリング方法と評価指標 

１ 目標に対する評価指標（案） 

(１) 市民の生活を支える地域公共交通（目標１） 

評価指標 
現状値 

（令和 4年度） 

年間目標値 

（令和 11 年度） 
考え方 

市 内 公 共
交 通 の 年
間 利 用 者
数 

民間路線バス 609,052 人 550,000 人 
廃止路線による利用者減少を
考慮した値を設定し、利用者
数の現状維持を目指す。 

市生活路線バス 26,526 人 22,760 人 
総合振興計画で設定する目
標・数値指標を踏まえた目標
を設定し、利用者数の現状維
持を目指す。 市乗合タクシー 3,584 人 3,816 人 

あいのりタクシー等運行支援
事業の申請をした地区まちづ
くり推進委員会の団体数 

13 団体 １７団体 

地区まちづくり推進委員会の
設立支援と合わせて推進する
ことにより、実施団体数の増
加を目指す。 

 
 

(２) 人にやさしい地域公共交通（目標２） 

評価指標 
現状値 

（令和 4 年度） 

年間目標値 

（令和 11 年度） 
考え方 

敬老福祉乗車券交付事業の申
請数 

3,514 人 4,000 人 

総合振興計画で設定する目
標・数値指標を踏まえた目標
を設定し、利用者数の増加を
目指す。 

環境整備を実施したバス停数 4 か所  1 か所 

総合振興計画で設定する目
標・数値指標を踏まえた目標
を設定し、環境整備箇所数の
増加を目指す。 
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(３) 未来につなげる地域公共交通（目標３） 

評価指標 
現状値 

（令和 4 年度） 

年間目標値 

（令和 11 年度） 
考え方 

市街地交通（大学線、市内循環
線、長沢瀬戸ヶ島線）の 1 日当
たり利用者数 

639 人 600 人 
市中心部の移動利便性を底上
げし、利用者数の現状維持を
目指す。 

地域公共交通に関する情報発
信の取組件数 

3 回 4 回 
広報はまだや市ホームページ
等を活用した情報発信を定期
的に行う。 

地域公共交通利用促進策の実
施数 

2 事業 4 事業 

総合振興計画で設定する目
標・数値指標を踏まえた目標
を設定し、実施件数の増加を
目指す。 

 
 

(４) 持続可能な地域公共交通（目標 4） 

評価指標 
現状値 

（令和 4 年度） 

年間目標値 

（令和 11 年度） 
考え方 

市民 1 人当たりの地域公共交
通に係る市実質負担額 

910 円 1,060 円 

人口減少によって財政負担が
大きくならないことを目指し、
令和4年度時点の財政負担額
を人口シミュレーションの推
計値（令和 12 年時点）で除し
た値を目標値とする。 

高速バスを除く広域幹線及び
地域内幹線の収支率 

4１％ 40％ 

生活交通確保維持改善計画
（地域間幹線系統）で目標とす
る、キロ当たり経常収益の維
持確保を踏まえて、収支率の
現状維持を目指す。 
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２ 計画の達成状況に関する進捗管理 

 浜田市、住民代表、交通事業者、関係団体等によって構成する「浜田市地域公共交通活性化協

議会」により本計画の進捗管理を行います。 

 計画期間においては、必要に応じて計画の見直しを図りながら、最終年度において計画全体の

達成状況の評価・検証を行い、次期計画の策定に向けた検討を行います。 

 

 

 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Plan 

次年度の取組方針や事業内
容の決定 

             

Do  

事業の実施 
            

Check  

前年度の事業実施状況の評
価 

            

Action 

次年度の取組方針や事業内
容の検討 

            

図 通年における PDCA サイクルのイメージ 

 

 R5 

策定前 

R6 

初年度 
R7 R8 R9 R10 R11 

Plan 

地域公共交通計画の策
定 

       

Do  

事業の実施 
       

Check  

計画の目標達成状況の
評価・検証 

       

Action 

次期計画の策定 
       

図 計画期間における PDCA サイクル 

 

必要に応じて適宜本計画を見直し適正化 

地域公共交通 

活性化協議会開催 

6 月～8 月に

かけて検証 

地域公共交通 

活性化協議会開催 

事業開始 

 

地域公共交通 

活性化協議会開催 



 

 

石見交通路線バス「長沢瀬戸ヶ島線」の減便について 

 

石見交通株式会社から、次のとおり長沢瀬戸ヶ島線に関する申入れがあり

ましたので報告します。 

 

1 申入れの内容について 

(1) 申入日 令和 6 年 1 月 24 日 

(2) 内容  令和 6 年 4 月 1 日から土曜日、日曜日及び祝日を全便運休 

(3) 理由  利用者の減少、乗務員不足、勤務インターバルの拡大のため 

2 長沢瀬戸ヶ島線について 

(1) 1 日当たりの運行便数 8 便 

(2) 1 日当たりの走行距離 130.1km 

(3) 令和 5 年度(令和 4 年 10 月～令和 5 年 9 月)の実績 

ア 1 日当たりの輸送量 0.7 人 

イ 収支率 16.7％ 

3 今後の対応について 

利用状況等から減便による影響を把握し、必要に応じて対応策を検討する。 

令 和 6 年 2 月 6 日 

議 会 全 員 協 議 会 資 料 

地域政策部地域活動支援課 

浜田市バスマップ(抜粋) 



 

 

三桜酒造跡地における公共活用基本方針策定業務委託報告について 

 

 

1 委 託 先 株式会社エブリプラン（島根県松江市） 

 

2 委託期間 令和 5 年 6 月 8 日～12 月 28 日（7 か月間） 

 

3 委 託 料 7,914,500 円 

 

4 業務内容 （1）基礎的な資料の収集及び整理分析 

       （2）市民意向調査の実施 

       （3）検討委員会の運営支援 

       （4）利活用方針の検討 

 

5 報告書（概要：詳細は別紙） 

 （1）活用の目的 

〇 JR 浜田駅から近く、交差点に隣接するまとまった土地である 

〇 商業ゾーンと文教ゾーンの結節点に位置し、賑わい創出と文化教育に資する 

好条件地である 

〇 世代を超えた市民や観光客などの憩いの場、交流の場としての可能性がある 

上記理由により、「賑わい創出」・「浜田駅周辺エリアの活性化」等につながる 

施設を検討する 

 （2）検討手法 

〇 基礎的調査（資料整理、現場踏査、簡易測量等） 

〇 アンケート調査（市民、高校生・大学生、宿泊者） 

〇 関係団体ヒアリング（子育て世代、若者、地元自治会、神楽関係団体） 

○ 三桜酒造跡地公共活用検討委員会における提言書作成 

 

6 今後のスケジュール 

1 月 26 日（金） 市議会産業建設委員会 

2 月 6 日（火） 市議会全員協議会 

2 月中旬 令和 6 年度施政方針の公表 

2 月下旬 市議会 3 月定例会議（令和 6 年度関連予算の上程） 

 

 

令 和 6 年 2 月 6 日 

全 員 協 議 会 資 料 

産業経済部商工労働課 



１．業務の概要
背景・目的
①三桜酒造跡地について

• 商店街・商業施設や宿泊施設が位置する商業ゾーンと、学校や図書館などが立地する文教ゾーンとの結節点に位置
• 交流施設としては約1,000人収容可能な石央文化ホールが、公園施設としては野球場や体育館などがある東公園が近隣に位置
• 浜田駅からのアクセスも良く、多くのバス路線が通行する利便性の高い土地
⇒ 世代を超えた市⺠や観光客などの憩いの場、交流の場としての活用など、跡地の有効活用が⻑年望まれてきた
②活用検討に至る経緯

• 令和４年６月に地権者代表より本市に売却したいとの申し出があり、売買条件の合意に至ったため、令和５年度、浜田市土地開発公社
により先行取得

• 学識経験者、経済団体、地元団体などからなる「三桜酒造跡地公共活用検討委員会」を設置し、利活用方針を検討
• 市⻑から検討委員会に対し、活用の⼀例として「石⾒神楽伝承施設」（「石⾒神楽伝承館」及び「神楽ホール」（いずれも仮称）の２

施設で構成）の設置候補地への追加の是非について検討を依頼

業務内容
①基礎的な資料の収集及び整理分析

• 基礎調査：市の概要や対象区域の現状について調査
• 対象地の現状把握：三桜酒造跡地に関する既存資料の整理、現状

把握
• 敷地の分析：対象地が有する敷地のポテンシャルについて整理
• 対象地の利活用に関する機能の整理：検討委員会での意⾒等を踏

まえた対象地の利活用に関する機能の整理、類似事例の収集
②市⺠意向調査の実施

• 市⺠、学生、宿泊者へのアンケート調査
• 関係団体等へのヒアリング調査
③検討委員会の開催

• 計４回（６月、９月、11月、12月）開催
• 利活用方針について意⾒交換を行い、提言書として整理
④利活用方針の検討

• 基礎調査、市⺠意向調査、検討委員会での意⾒等を踏まえ、利活
用の方向性や活用イメージについて整理

• 施設整備に向けた課題についても整理

対 象 地

＜三桜酒造跡地（航空写真）＞

三桜酒造跡地における公共活用基本方針策定業務 報告書 概要版
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２．基礎調査

交通環境
• 周辺駐車場：時間貸し約450台、公共施設約400台
• 近接してバス停があり、市内6路線が通過
• 中高生の通学路や周辺住⺠の買い物通路になっている

立地状況
• 多くの公共施設・商業施設・宿泊施設などが立地している
• 中規模程度の施設や、市⺠が集うような公園がない
• 商業地域で建築物制限は少ない

人口動向
• 市域全体で少子高齢化が進行
• 浜田駅周辺地域では高齢化率はやや低いものの、人口は減少

傾向にある

2

対象地周辺の時間貸し駐車場

名称
駐車台数
（台）

昭和通り駐車場 67
グルメパーキング 46
わんわんパーキング 52
どんちっちパーキング 58
市営道分山立体駐車場 169
ポケットパーキング 66

合計 458

歩行者交通量 単位：人
平日 休日

中高生以下 308 88
大人 394 449

合計 702 537
中高生以下 324 77
大人 255 272

合計 579 349
中高生以下 137 32
大人 455 451

合計 592 483
中高生以下 87 6
大人 198 180

合計 285 186

断面①

区分

断面②

断面③

断面④

対象地周辺の公共施設駐車場

名称
駐車台数
（台）

石⾒まちづくりセンター 21
中央図書館 109
東公園 264

合計 394

＜周辺駐車場の状況＞

＜対象地付近の交通量の状況＞

＜商業、医療・
福祉施設等＞

＜公共施設等＞



２．基礎調査（続き）

対象地の現状
• 浜田川側と県道側では、約１ｍ程度の段差がある
• 周辺からよく⾒える位置にある
• 特に昭和通りや朝日町商店街方面からの正面に当たる

石見神楽に関する情報の整理
• 主要な定期公演は、三宮神社、はっしー広場、美又温泉会館
• 三宮神社の入場者数（コロナ禍前）は最大160〜190人/日程度

観光施設の立地及び来園状況
• 観光客は、アクアスや石⾒海浜公園、はまだお魚市場が中心

3昭和通りからの景観 朝日町商店街からの景観

はっしー広場の定期公演

（出典：浜田市観光協会HP）
定期公演（三宮神社）の様子



３．市⺠意向調査

市⺠アンケート調査［対象者：15歳以上の市内在住者2,000人（無作為抽出） 回答数：656人（回収率32.8%）］

4

 具体的な利用シーン（各年代の上位意⾒）

 三桜酒造跡地の活用イメージ

「必要」との回答が多かったもの 「必要でない」との回答が多かったもの
小さい子ども連れでもゆっくりお茶や食事を楽しむ

（10-20代：65.3％、30-40代：62.5％、50-60代：51.1％、70代以上：42.1％）
神楽に関する道具や歴史資料などを観覧している

（10-20代：44.5％、30-40代：47.2％、50-60代：36.2％）

雨の日でも子ども達が屋内で楽しく遊んでいる
（10-20代：65.9％、30-40代：59.7％、50-60代：41.1％）

市⺠や観光客が神楽鑑賞を楽しんでいる
（30-40代：35.9％、50-60代：35.1％）

ママ友や高齢者などがゆったり歓談している
（30-40代：53.5％、50-60代：43.0％、70代以上：44.6％）

観光客が伝統工芸品などを⾒学・購入に訪れる
（10-20代：37.1％、30-40代：34.9％）

マルシェなど多様なイベントをしている （10-20代：54.0％）
市⺠がゆったり、⽊陰で休憩や散策している （70代以上：44.5％）

社会人が仕事や勉強をしている
（50-60代：35.7％、70代以上：23.3％）



３．市⺠意向調査（続き）
宿泊者アンケート調査［対象者：浜田駅周辺の宿泊施設（計11施設）の宿泊者 回答数：271人］
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 浜田市の観光イメージ  駅周辺にあったら利用したいと思う施設

関係団体ヒアリング
［NPO法人はまだおやこ劇場、島根県立大学学生、地元自治会、
神楽団体関係者］
• カフェなどが併設された市⺠がくつろげる空間（広場など）

で気軽に過ごせる空間や、マルシェやイベント等が開催され
るような空間が望まれていると思われる。

• また、中規模程度のホールがなく、サークル活動の発表の場
やイベントなどが開催しにくいという意⾒もあった。

活用イメージの例：福山市中央公園



４．検討委員会及び提言

【構成員】 学識経験者、経済団体、地元団体、観光団体、建設・設計事業者、地域協議会、交流に関係する団体 計16名
会⻑：林 秀司 氏（島根県立大学 副学⻑） 副会⻑：田中 昌昭 氏（石央商工会 会⻑）

検討委員会の開催概要

「三桜酒造跡地の公共活用に関する提言書」の概要
活用にあたっての基本的考え方
市⺠による多目的・多用途な利用を中心に、市の内外から多くの人が訪れ、賑わいのある公共
用空間となるような整備・活用を求める。
活用のイメージ

• 普段は市⺠の誰もがカフェや広場でゆっくり過ごすことができる場
• 週末や休日には、マルシェ・朝市、フリーマーケット、各種イベントなどを開催できる場
• 伝統芸能である石⾒神楽など、市⺠や観光客が浜田らしさを⾝近に感じることができる場

具体化に向けての検討課題として考慮すべき事項
• 市⺠利用が主体となる公共用自由空間を行政が整備し、賑わいの創出には⺠間の活⼒やノウ

ハウを生かすPPP/PFI事業手法などを検討すべきであること
• 担い手（運営者や参画者などの協⼒者など）が必要不可欠であり、今後の基本計画の策定に

おいては、運営・管理などの体制・ルールづくりを検討すべきであること
• すぐに整備するのではなく、社会実験を実施しながら、具体的な整備を進める手法についても検討すべきであること
• 駅周辺エリア全体で、既存施設や遊休施設などの利活用を整理したまちづくり構想も併せて検討すべきであること

※「石見神楽伝承施設」の設置について
候補地の⼀つとして三桜酒造跡地を追加することは差し支えない。
ただし設置の可否については、以下の２点について市として十分検討した上で判断することを求める。
• 基本的考え方の「市の内外から多くの人が訪れ、賑わいのある公共用空間」となるような整備・活用ができるかどうか
• 他の候補地も含めて比較検証した上で適切な場所であるかどうか

第１回
（令和５年６月22日）

・会⻑・副会⻑の選任 ・市⺠意向調査・関係団体等ヒアリングの調査計画
・検討の目的、対象地の現状 ・現時点での利活用に対する意⾒交換

第２回
（ 〃 ９月７日）

・基礎的調査・敷地分析の確認
・市⺠アンケート、関係団体ヒアリング等を踏まえた、利活用方針や導入機能に関する意⾒交換

第３回
（ 〃 11月８日） ・利活用の方向性（案）についての意⾒交換

第４回
（ 〃 12月７日）

・提言書の取りまとめ
・整備計画の策定や実現に向けた課題に対する意⾒交換

【開催状況】

6
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三桜酒造跡地活用等についての対応方針                                          

  

三桜酒造跡地については、三酒造跡地公共活用検討委員会からの提言、各文化団体等

からの要望なども踏まえ、次の対応方針としたい。 

 
1. 整備にあたっての基本的な考え方 

（1）三桜酒造跡地(以下「跡地」と言う)については、市民がくつろぎ、マルシェ 

などが開催できる「屋外広場」と、石見神楽や音楽イベントなどが開催できる 

「多目的ホール」を整備し、賑わいの場とします。 

（2）石見神楽は、浜田市の歴史・文化の重要な要素であり親和性も高いことから、 

「石見神楽伝承館」は、建て替える「浜田郷土資料館」に併設とします（以下、

「資料館」と言う）。 

（3）この資料館の設置場所は、①三桜酒造跡地、②世界こども美術館の隣接地、 

③浜田城資料館の隣接地、の 3 か所を候補地といたします。 

  

2. 具体的には、次の 3 案を検討 

[1 案] (跡地に、資料館を含む 3ゾーンを整備する案) 

       跡地には、「屋外広場」、「多目的ホール」、「資料館」の 3ゾーンを整備。 

[2 案]  (跡地は 2ゾーンとし、資料館は世界こども美術館隣接地に整備する案) 

跡地には、「屋外広場」、「多目的ホール」の 2ゾーンを整備。 

    資料館は、世界こども美術館の隣接地に整備。 

[3 案] (跡地は 2ゾーンとし、資料館は浜田城資料館隣接地に整備する案) 

跡地には、「屋外広場」、「多目的ホール」の 2ゾーンを整備。 

    資料館は、浜田城資料館の隣接地に整備。 

            

3. 令和 6年度に行うべきこと 

（1）資料館のうち、石見神楽関係の展示内容等については、専門委員会を立ち上げ

て検討する(歴史資料関係の展示内容は、令和 2～3 年にかけて専門検討委員会

で検討された検討結果を活用) 

 

（2）3案のそれぞれについて詳細を詰め、比較検討。どの案かの方向性を決めたい。 

① 立地条件的に可能かどうか(スペース、法規制、駐車台数など) 

② 必要な整備費と財源調達方法 

③ 運営体制と必要な運営費 

④ PPP/PFI など民間活力の活用の可否、など 

令 和 6 年 2 月 6 日 

議 会 全 員 協 議 会 資 料 

産業経済部商工労働課 

教育委員会文化スポーツ課 
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[補足 1]三桜酒造跡地公共活用検討委員会や文化団体等からの提言・要望と要旨 

 

（1）三桜酒造跡地について 

「三桜酒造跡地公共活用検討委員会」の提言(令和 5年 12 月 7 日) 

    ・市民による多目的・多用途な利用を中心に、市の内外から多くの人が訪れ、賑わ

いのある公共用空間となるよう整備・活用を求める。 

  ・「石見神楽伝承施設」整備の候補地の一つとして三桜酒造跡地を追加することは 

   差し支えない。但し、他の候補地も含めて比較検証し、十分検討した上で判断を

求める。 

 

（2）郷土資料館の建替えについて 

①「浜田市社会教育委員の会」からの要望(令和 5年 11 月 24 日） 

・浜田市の歴史・文化を伝承し、発展させていくことは、文化財保護法にもあるよう

に行政の重要な役割・使命です。 

・建物の老朽化はさらに進んでおり、貴重なふるさとの財産を散在させることなく後

世に引き継ぐためにも、浜田郷土資料館の建替え事業の推進を要望します。 

 

②「浜田市文化協会」からの要望(令和 5年 12 月 26 日) 

③「浜田市郷土資料館友の会」からの要望(令和 5年 12 月 26 日)  

※②③の内容は、ほぼ同一。賛同者 561 名の署名添付。 

・貴重なふるさとの財産を適切に保管し、散在させることなく後世に引き継ぐために

も、一刻も早い整備を実施していただくことを要望いたします。 

・来館者の利便性を考慮すると、新資料館の候補地は、現資料館の近隣地域が最適で

はないかとも考えます。 

 

④「石央商工会国府支部」からの要望(令和 6年 1月 19 日) 

     ・浜田郷土資料館建て替え整備計画の建設場所は、浜田城山周辺への建設の検討をお

願いします。 

※この他にも、同様の趣旨で、有志からの請願あり。 
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[補足2]資料館の設置場所の候補地を、①三桜酒造跡地、②世界こども美術館の隣接地、

③浜田城資料館の隣接地、の 3 か所とした理由 

 

① 三桜酒造跡地 

・「どんちっちタウン」(浜田駅前商店街)に隣接しており、 

駅前周辺の賑わいに寄与。 

・駅周辺のホテルから近く、観光客にとってアクセスがよい。 

  ・「三桜酒造跡地公共活用検討委員会」から、「石見神楽伝承

施設の候補地として追加することは差し支えない」との提

言。 

 

② 世界こども美術館の隣接地 

・浜田郷土資料館の建替え先は、これまで、「世界こども美術

館の隣接地」としてきた経緯がある（令和 2年 2月 7日全

員協議会「歴史文化保存展示施設の整備方針」、令和 2年 2

月 25 日「令和 2年度 施政方針」）。 

 
 
 
③ 浜田城資料館の隣接地 

   ・浜田城山公園の一角で、歴史・文化の資料館に相応しい 

佇まいの地である。 

・浜田城資料館との一体的活用が可能。 

・経済団体、文化人等からの要望がある。 

 

 

 

 

なお、「はまだお魚市場周辺」については、広い駐車場はあるも

のの、次の点を考慮し、候補地からは外した。 

・想定する市有地は、漁港周辺のイベント会場として活用して

いる（ＢＢ大鍋フェスティバル、浜っ子夏祭り、など）。 

・漁港エリアであり、歴史・文化施設の立地場所としては相応

しくない。 

（三桜酒造跡地） 

（世界こども美術館の隣接地） 

（浜田城資料館の隣接地） 

（はまだお魚市場周辺） 



  

 原井幼稚園跡地の売却方法について 

 

 令和 5 年 3 月末で閉園した原井幼稚園跡地の売却方法について、次のとお

り報告します。 

 

1  原井幼稚園跡地の概要 

⑴ 土地面積 約 2,220 ㎡ 

⑵ 建物面積 808 ㎡（園舎及び付属建物の合計） 

 

2 原井幼稚園跡地の売却方法 

⑴ 売却方法 

社会福祉事業に限定した公募型プロポーザル 

（理由） 

令和 5 年 6 月定例会議で採択された請願の趣旨（3 のとおり）を

考慮し、決定。 

⑵ 最低売却価格 

   土地不動産鑑定価格から園舎解体費相当額を差し引いた額 

（理由） 

土地の不動産鑑定価格に比べて園舎解体費相当額が安価である

ため、市において園舎を解体せず、園舎付きの売却とする。 

⑶ その他 

ア 当該場所で社会福祉事業が行われることとなった場合、来所者等の

増加が想定されるため、事業者選定の段階で、地域との調整状況につ

いて確認する。 

イ 譲渡の際、次のとおり用途指定等を行う。 

・現在の建物(園舎)は、売買契約締結後 1年以内に解体撤去すること。 

・土地は、提案のあった社会福祉事業開始後 10 年間は当該事業用地と

して使用すること。 

令 和 6 年 2 月 6 日 

議 会 全 員 協 議 会 

教 育 委 員 会 教 育 総 務 課 



3 令和 5 年 6 月定例会議で採択された請願の趣旨 

⑴ 請願者 社会福祉法人浜田ひかり保育所 理事長 竹山勝彦 

浜田ひかり保育所新園舎建設準備委員会 委員長 野藤薫 

紹介議員 岡本正友 

⑵ 趣旨 

浜田ひかり保育所は、建て替えを検討しているが、現地は敷地面積が

狭い。原井幼稚園跡地周辺は、近隣に公民館等ないが、浜田ひかり保育

所では、普段は保育の場や地域の方々との交流の場として、災害時には

食育機能を活かした一時避難所としての提供を考えている。 

原井幼稚園跡地の払下げを検討しておられれば、幼児教育の場であっ

た所であり、営利目的の不動産業者や宅地開発業者等への払下げよりは、

保育園や老人保健施設等公共性の高い団体や社会福祉法人への払下げ

を切に希望する。 

 

4 今後の流れ 

 令和 6 年度にプロポーザルを実施予定。 

 なお、評価が低い等の理由で受託者が決まらなかった場合には、一般競

争入札に移行する。 



 
 
 
 
 
 

サン・ビレッジ浜田アイススケート場の活用のあり方に関する 

調査検討業務委託報告書及び浜田市の方針（案）について 

 

1 委 託 先 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社（大阪） 

2 委託期間 令和 5年 7月 31日～11月 30日（4か月間） 

3 委 託 料 4,999,500円 

4 業務内容 （1）アイススケート場の需要調査及び運営状況等の調査分析 

       （2）効果的・合理的な活用方法の検討 

       （3）活用方法に関するアンケート調査の実施 

5 報告書（概要：詳細は別紙） 

 （1）基本的な考え方 

〇 限られた都市経営資源（ひと・もの・かね・こと）の最大限の活用 

〇 市民ニーズに応え、市民の便益・受益実感を高める施策の実施 

〇 費用対効果を高め、中長期での財政負担の適正化に資する投資 

〇 ファシリティマネジメント（施設経営）、施設設備の老朽化への対応 

 （2）調査手法 

〇 外部・内部環境の整理 

〇 環境分析（強み・弱み・機会・脅威） 

〇 施設活用類型と特徴・課題の整理 

〇 市民・若者の意向調査（アンケート／市民 2,000人、中・高生約 2,200人） 

〇 利用団体・企業（運営事業者）等意向調査 

 （3）考察（調査まとめ） 

サン・ビレッジ浜田アイススケート場は、屋内人工芝施設として機能転用を図る

ことが望ましい。ただし、屋内人工芝施設と体育館施設の評価はほぼ同評価である。 

また、事業化においては、民間活力がより発揮しやすい機能を選定することが

肝要である。 

6 浜田市の方針（案） 

 

 

 

 

 

7 今後の検討スケジュール（調査検討結果報告、市の方針案） 

〇 1月 24日（水） 総務文教委員会 

スポーツ推進審議会 

〇 2月 6日（火） 全員協議会 

〇 2月中旬     浜田市の方針決定 

 

令 和 6 年 2 月 6 日 
議 会 全 員 協 議 会 
教育委員会文化スポーツ課 

「調査まとめ」を踏まえ、 

1 サン・ビレッジ浜田アイススケート場は、屋内人工芝施設（または体育館

施設）として機能を転用する。 

2 今後、具体的な活用及び施設整備の検討を進める。 
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サン・ビレッジ浜田アイススケート場の活用のあり方に関する調査検討業務 報告書 概要版

■ 現在のサン・ビレッジ浜田の躯体はそのまま活用、必要になる最小限の設備更新・設備投資を実施

■ スポーツ・アクティビティ（その他多様な活動）を中心に、若者や子育て世代など、より多くの市民の

受益実感を高める機能を検討

● 限られた都市経営資源（ひと・もの・かね・こと）を最大限生かしていくことが求められる
● 市民ニーズに応え、市民の便益・受益実感を高める施策が求められる
● 費用対効果を高め、中長期での財政負担の適正化に資する投資が求められる
● ファシリティマネジメント（施設経営）、施設設備の老朽化への対応が求められる

【基本認識：持続的な発展を志向する都市経営の必要性】 【検討の前提】

❶外部環境の整理 ❷内部環境の整理

▼アイススケート場のSWOT※１分析

❸環境分析まとめ～サン・ビレッジ浜田の機能のあり方に関する主要論点

※1…SWOT：事業の現状について、内部環境（強み＜Strength＞・弱み＜Weakness＞）と外部環境（機会＜Opportunity＞・
脅威＜Threat＞）の４つの要素から把握し、より実現性の高い戦略やマーケティングに生かすワークフレーム

機会 脅威

 スポーツの価値、役割等の拡大、地域課題解決

の手段、SDGｓ推進の手段としての期待

 スポーツ及びスポーツ施設の都市経営資源と

してのさらなる活用ポテンシャル、企業協働の

活性化

 「島根かみあり国スポ・全スポ」サッカー（成年

女子、少年男子、少年女子） 開催予定施設とし

ての契機 など

 人口（浜田市民、75Km圏内）の減少

 厳しい財政状況・自主財源

 高齢社会の進展

 全国的なアイススケート場の減少（持続的な経営

の難しさ）

 スポーツ種目の多様化、志向の分散、アイスス

ケートへの関心の薄まり など

強み 弱み

 石見地方唯一の施設（県内では唯一ではない）

 屋内施設であること（天候に左右されない）

 高速道路からのアクセスの利便性

 高い市外利用比率（ただし、人数、経済効果は

極めて少なく、限定的）

 サン・ビレッジ浜田スポーツ広場の隣接、拠点

性（サッカー、地域プロスポーツ振興の萌芽）

など

 設備の老朽化（エネルギー効率の悪さ）、更新投

資が必要

 カーリング以外の公式戦ができない規模感

 市民のスポーツ・レクリエーション施設としての存

在感の薄さ

 より持続的な収支構造への対応

 市民利用のアクセスの不便さ

 厳しい事業環境、運営事業者の不在 など

▼施設活用類型と特徴・課題の整理

1

島根県立体育館

●利用者数（R4年度）…66,529人

島根県立石見武道館

●利用者数（R4年度）…22,520人

（出所）国土地理院地図より作成
各施設情報は、市提供資料及び各施設の令和4年度モニタリングレポートより作成

サン・ビレッジ浜田

浜田駅

≪サン・ビレッジ浜田周辺の「屋内運動施設（公共施設）」立地状況≫

≪凡例≫
… 屋内運動施設

… 駅

健康増進センター（体育館）

●利用者数（R4年度）…6,664人

※将来的には、浜田まちづくり
センターの付帯施設へ

サンマリン浜田（体育館）

●利用者数（R4年度）…24,979人
※将来的には、多目的集会施設へ

ラ・ペアーレ浜田（複合施設）

●利用者数（R4年度）…49,405人

ふれあいジム・かなぎ（総合体育館）

●利用者数（R4年度）…33,648人

 人口動向は減少傾向にあり、今後

さらに高齢化が進展。

 全国のアイススケート場は減少傾

向も、島根県内のアイススケート環

境は一定以上確保されている。

 ほぼすべての市内屋内運動施設に

ついて稼働率が100%に近く、新

規の屋内運動施設に対する潜在的

な需要があると推察。

 アーバンスポーツの隆盛など、時

代に応じてスポーツ種目は広がり

を見せてきている。

 SDGｓの推進や環境負荷軽減の

社会的要請の高まりがある。

（円／人） （人）
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≪令和４年度・利用者１人あたりの収支構造≫
 サン・ビレッジ浜田アイススケート場の

利用者数は令和2年度以降横ばいで

推移。令和４年度の利用者数は

4,993人。

 現施設は他スポーツ施設に比べて利

用料金収入単価は高いが維持管理コ

ストも大きく、他屋内施設に比べて大

幅な赤字が発生する構造となってい

る。

機能 主な用途／特徴・課題等

アイススケート場
（単機能）

• カーリング、フィギュアスケート、レクリエーションとしてのアイススケート利用が可能。
• 通年での営業は想定しうるが、周辺同類施設の営業状況やこれまでの利用実績・収支を鑑
みると、通年での営業は、利用者数に見合わない大幅なコスト超過が想定される。

• 設備の老朽化にともない、大規模な設備更新投資が必要。

アイススケート場
（ハイブリッド）

• アイススケート機能に加え、他機能にも転換しながら使用するケース。
• カーリング、フィギュアスケート、レクリエーションとしてのアイススケート利用に加え、他機
能の施設種別に応じた利用が可能。

• アイススケート場（単体機能）の設備更新投資等に加え、他機能利用（機能転換）のために必
要になる施設設備投資が純増する。

体育館
（板張り）

• 体育館施設（板張り）として機能転用するケース。
• 幅広い屋内スポーツ（バレー・バスケ・バドミントン・インドアテニス・フットサル・卓球・パラ
スポーツ・アーバンスポーツ等）のスポーツ種別での利用が可能。

• 体育館利用としての設備投資が必要(床張り、空調等）。
• 現行の市内体育館の需給状況に留意が必要。

屋内人工芝施設
（人工芝）

• 屋内人工芝施設として機能転用するケース。
• 幅広い人工芝スポーツ（フットサル・サッカー・野球・インドアテニス・グラウンドゴルフ・アー
バンスポーツ等）のスポーツ種別での利用が可能。

• 屋内人工芝施設としての設備投資が必要(人工芝敷設、空調等）。概ね10年ごとの定期的
な人工芝の張り替えが必要。

• 現行の市内体育施設等との差別化を図ることが可能。

新たなスポーツ
等空間（土間）

• 既存のアイススケートリンクの基礎（土間）をそのまま活用して機能転用するケース。
• コンクリート空間に適したスポーツ（スケートボード、BMX、インラインスケート等）のス
ポーツ種別での利用が可能。

• 基礎の傷みを補修する最低限の設備投資、空調等の設備投資が必要。

≪直近４年度の利用者数推移≫

令 和 6 年 2 月 6 日

議 会 全 員 協 議 会

教育委員会文化スポーツ課
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❻サン・ビレッジ浜田アイススケート場の機能のあり方に関する考察（調査まとめ）

❹市民・若者の意向調査 ❺利用団体・企業（運営事業者）等意向調査

 既存施設利用者の活動継続に対する（段階的・時限的な）フォロー・サポートなどの検討が求められる。

 機能転用により、新たな拠点性・目的性の発揮が求められる。生涯スポーツの振興、健康づくりの推

進、観光・交流の推進、人がつながる定住環境づくりの推進などにも寄与する拠点機能の発揮が必要。

 シーン拡充によるスポーツ振興を通じ、交流促進と関連ビジネスの拡大のシナリオが重要。

３．拠点性・目的性の観点

 若者・子育て世代をはじめ、浜田市民に親しまれ、市の生涯スポーツの振興、健康づくりの推進、観光・

交流の推進、人がつながる定住環境づくりの推進などに寄与する自主事業の積極的な展開に期待。

 市内関連施設と役割分担・連携をおこない、施設利用の目的性を高め、拠点性を創造していくことが不

可欠であり、隣接するスポーツ広場との一体的な運営による利用の相乗効果も期待。

４．施設経営の観点

 本施設の利用者数は直近では約５，０００人で、浜田市民の利用は非常に限られている状況。

 市外利用者が多く、若年層や子育て世代をはじめとする浜田市民のための施設として有効に機能して

いるとは言い難く、利用実態が伴っていない。市民アンケートからは用途転用の回答割合が高い。

 公共施設の役割・機能の観点から、より多種目・より多くの人に利用される機能への転用が望ましい。

１．公共施設の役割・機能（より多くの市民の利用、より多くの受益実感の提供）の観点

 本施設の集客効果が浜田市内に及ぼす経済効果は極めて小さい。機能転用により、浜田市の集客交

流施設としての機能を高め、市外利用者、域内消費額の増加を促すことが期待される。

 中長期コストは、屋内人工芝施設（体育館施設）として改修・運営する方が経済合理性が高い。

 経済効果・市財政負荷・費用対効果のいずれの観点からも合理性の高い、機能転用が望ましい。

２．経済効果・市財政負荷・費用対効果の観点

≪サン・ビレッジ浜田アイススケート場の利用経験≫
市民アンケート(n=400）

 アイススケート場の収益確保・利用者拡大のハードルは高い
 現在の収支構造・利用状況や運営実績の不足から、アイススケート場の運営
意向のある事業者は限られている

 屋内運動施設への転用が望ましい
 屋内運動施設の床面の設えとしては、板張りまたは人工芝が望ましい
 アーバンスポーツの専用施設として通年・常設で運営することは難しい
 既存施設との競合には留意しながら、新たな利用シーンを生み出すことが
重要である

 屋内運動施設へ機能転用した場合は、施設運営へ参画意向のある事業者は
多い

≪本施設の運営に関する事業者実感（民間事業者ヒアリングより≫
≪どのようなアクティビティ（活動）ができると良いか≫
市民アンケート（n＝505）

比較の視点 アイススケート場 体育館（板張り） 屋内人工芝施設

①利活用シーンの広がりがあるか
△

スポーツ種目が限られ、通年
利用も非現実的

◎
天候に左右されない様々

な利用シーン

◎
天候に左右されない様々な

利用シーン

②子ども・若者の利用増が見込めるか 〇
大幅増加は見込みづらい

◎
大幅な利用増が見込める

◎
大幅な利用増が見込める

③市民（大人）の利用増が見込めるか △
大幅増加は見込みづらい

◎
大幅な利用増が見込める

◎
大幅な利用増が見込める

④交流人口の増加に寄与しうるか △
増加は見込みづらい

〇
新たな交流人口増を期待

〇
新たな交流人口増を期待

⑤施設競合・重複がないか ◎
施設の希少性は高い

△
市内に同類施設あり

◎
屋内人工芝の公共施設なし

⑥運営事業者の関心・意欲があるか △
参加意向をもつ事業者不在

◎
積極的な事業者が存在

◎
積極的な事業者が存在

⑦ライフサイクルコスト（25年間）

利用料収入
整備費
大規模改修費
運営経費

（利用者数/年間）

△
△ 約9.0億円

235,000千円
▲ 191,000千円
▲ 191,000千円
▲ 750,500千円

（9,200人/年）

〇
△ 約3.0億円

207,500千円
▲ 157,000千円
▲ 66,000千円
▲ 288,000千円

（36,600人/年）

〇
△3.4億円

207,500千円
▲ 143,000千円
▲ 114,300千円
▲ 288,000千円

（36,600人/年）

■ サン・ビレッジ浜田アイススケート場は、屋内人工芝施設として機能転用を図ることが望ましい

屋内人工芝施設と体育館施設の評価はほぼ同評価。事業化において民間活力がより発揮しやすい機能を
選定することが肝要

≪本施設の運営に関する利用団体実感≫

【カーリング】
 利用者の増加に向けては、広域からの誘客や安定的な利用環境の確保（い
つでも使用可能なカーリング仕様の確保など）が求められる

【フィギュアスケート】
 営業日数の増加や安定的な運営、情報発信（子どもや親世代への発信、体
験プログラムの充実など）によって利用者の拡大が見込まれる

一年を通じて多様なスポーツ種目・レクリエーションなどに対応（全天候）する施設へ

 浜田市内の既存スポーツ活動のより付加価値の高い活動フィールドとして
 指定管理者が提供するアーバンスポーツ等多様なスポーツの体験フィールドとして
 市民の多様なコミュニティの遊び・交流のフィールドとして
 市外のスポーツ団体等の合宿、合同練習、対外試合などのフィールドとして

2

23.8

13.6

29.5

20.5

18.0

33.8

66.0

71.2

63.2

59.0

77.5

60.6

7.3

13.6

6.3

13.3

2.2

2.8

3.0

1.7

1.1

7.2

2.2

2.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=400)

29歳以下(n=62)

30～39歳(n=59)

40～49歳(n=67)

50～59歳(n=77)

60歳以上(n=103)

これまでに1回だけ これまでに数回程度 毎年1回程度
毎年数回程度 それ以上

中高生

36.9 

17.2 

35.5 

37.9 

51.6 

52.5 

17.9 

5.7 

1.6 

0.0 20.0 40.0

アーバンスポーツ （スケートボード、BMX、

インラインスケート、ボルダリングなど）

ニュースポーツ

（ドローン、e-スポーツなど）

アウトドアのアクティビティ

（バーベキュー、ミニキャンプなど）

子ども向けアクティビティ

（大型遊具、エアー遊具など）
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ル、…

パラスポーツ、ユニバーサルスポーツ

（車いすバスケ・ラグビー、ボッチャなど）

その他

無回答

（%）

コ
ン
ク
リ
ー
ト

人
工
芝

板
張
り

≪サン・ビレッジ浜田アイススケート場の望ましいあり方≫

30.7 44.5 23.5 1.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

スケート場として残す スケート場以外の施設として整備する 分からない 無回答

55.9 26.3 17.7 

市民（n=739）

中高生（n＝631）
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令和 6 年 2 月 6 日 

全 員 協 議 会 資 料 

上下水道部水道管理課 

 

金城地域における水道施設に係る未登記用地について 

 

１ 経緯 

1月 12日、市民の方から水道施設所在地の土地の名義が個人になっているものがあ 

るとの指摘があった。 

 指摘を受け、現在金城地域における水道施設所在地の土地の調査を行っており、一部

で旧金城町時代に買収した土地の未登記を確認したところである。 

このため同様の案件がないか、今後金城以外の地域についても引き続き調査を進め

ることとしている。 

 

２ 調査の概要 

  〇水道施設所在地と水道資産台帳等を突合する。  

〇民有地の場合、賃貸借契約を確認する。 

〇過去の調査の有無を確認する。 

〇市有地の場合、資産税課に協力を求め、課税の有無を確認する。 

 

３ 調査の結果 

  金城地域で稼働している 70施設の土地及び課税の状況を調査した結果は次の通りで 

す。 

 （1）土地の状況 

 〇15施設で売買契約を交わしたが市有地の未登記を確認した。 

  さらに、市有地の未登記箇所が課税対象になっていることが判明した。 

〇41施設は登記済市有地又は公道地内であり問題なし。 

  〇1施設は民有地を賃貸借契約しており問題なし。 

  〇13施設は調査中。 

 （2）課税の状況 

  〇市有地の未登記のため課税されている土地 15件 

  〇上記のうち税額に影響がある土地 5件 

 

                     

         

      

         

 

 

 

       



         施設名 市有地の未登記の状況 税額への影響 

小国増圧場 506.95㎡ 有 

二子山配水池 173.37㎡ 無 

落し谷加圧ポンプ場 18.02㎡ 無 

漆谷加圧ポンプ場№2 8.50㎡ 無 

大井谷配水池 48.63㎡ 有 

登谷配水池 59.99㎡ 無 

長田配水池 725.63㎡ 無 

柚根増圧場 160.39㎡ 有 

柚根加圧ポンプ場 15.12㎡ 無 

柚根配水池 49.23㎡ 無 

上来原第一減圧 11.61㎡ 有 

大谷減圧 14.40㎡ 無 

若林減圧 10.57㎡ 無 

深笹減圧 7.06㎡ 無 

小国第一減圧、第二減圧 17.88㎡ 有 

計 1,827.35㎡ 3,900円 

 

４ 本件の原因 

  〇買収時点で登記をしておらず、そのことが引き継がれていなかった。 

  〇買収時点で税務担当課に対し情報共有ができていなかった。 

 

５ 今後の対応 

〇未登記市有地の登記を進める。登記までの間、課税対象とならないよう資産税課に 

減免を依頼する。 

〇未登記市有地分を納税されたものについては 20年さかのぼって返還する。 

 20年分総額 5件 3,900円 

〇金城以外の全地域について同様の調査を進める。 

 

５ 問い合わせ先 

  浜田市上下水道部管理課 右田 25-9900、工務課 谷口 25-9911  



総 括

神楽門前湯治村

この施設の開始当時は、神楽のテント村という物珍しさに

加え、産直・飲食・宿泊・温泉とからめた誘客に工夫が見ら

れ、地域外の客も多くあったが、広島圏とはいえ中山間地と

いう立地条件や、冬季の積雪・コロナ禍が客数の減少に拍車

をかけたようである。また、多大な投資により開館したもの

であるが、２５年の月日は建物の老朽化や温泉施設の不具合

（泉質による管路の閉塞）などを引き起こし、大規模修繕を

必要としているとの説明を受けた。また、昨今では不具合だ

けが原因ではないと思われるが、販売店舗に空きが多くなり

賑わいに陰りが見受けられ、今後に不安がある。

このように、現地で説明を受けた委員の所感にも見受けら

れるように、神楽文化を継承と観光資源として活用するとい

う方策には、幾多の問題や課題が見受けられる。

委員会としては、浜田市で計画されていると思われる神楽

館建設に他所の事例を取り入れることはもちろんであるが、

安芸高田市の神楽門前湯治村事業はマイナス面も含め、大い

に参考とすべきと感じている。

道の駅 三矢の里あきたかた

開業後3年であり、施設そのものには新鮮さが見受けられる

とともに、太陽光と自家用消費型蓄電池システムの導入、野

菜をテーマとしたフードパークの産直市や地元食材にこだ

わったレストランやべーカリーなど特色を生かした運営がな

され、経営は順調と見受けられた。しかし、内情は苦しく多

額な指定管理費用でなんとか経営されているようであった。

経営の良化を狙った「無印良品」の出店が頓挫するなど環

境が良いとは言えないが、改善に向かう高い意志を職員は

持っておられ期待できる。一方、集客方法、宣伝方法など工

夫すべき点は多くあるようだ。

委員会として、令和8年度より新たな運営方式となる浜田の

道の駅に関しては、他所の事例を参考とされ、テーマを明ら

かにして全体を組み立て、自主運営ができる体制を期待する。

令 和 6 年 2 月 6 日
議 員 全 員 協 議 会
産 業 建 設 委 員 会
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島根県立大学生との意見交換会のアンケート結果及び報告書について 

1  参加人数及び傍聴者アンケート回答者数 

島根県立大学生 13 名と議員 19 名。 

 

2  気づきや発見、印象に残った意見 

 

内容 

【大学生】 

・浜田市の不登校の生徒の数が 127 名もおり、通級希望の数が増加している

こと 

・当事者でないと分からない問題について知れた 

・議員との意見交換会が非常におもしろかった 

・コンビニの出店には合意等のハードルがある 

・自分の中でもっていた答えと、違う答えを聞いて、視野の広さを感じた 

・議員の方と私たち浜田市に住む大学生では、考えや意見が異なることが沢

山あり、学ぶことが多い一方で、自分たちの考えの甘さを実感した 

・学生からの働きかけが重要。学生・大学からの要望をしっかり市に出して

いく 

・学生の声が届いてないことに気付いた。ちゃんと発信していかないとと思

った 

・チェーン店をつくるにも、道路等多くの観点が必要、簡単にできない 

・子どものことに関して色々考えられていると思った 

・私たちは普段「○○してほしい」という意見を持っていますが、「なぜそれ

が現状できていないのか」を具体的にご説明いただいたことで視野が広がっ

たと感じています 

あった

100%

学生

あった

100%

議員

令和 6 年 2 月 6 日 
全 員 協 議 会 資 料 
議会広報広聴委員会 
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・そもそも学生の声が届いていないということに驚いた 

【議員】 

・音楽教育へのあつい気持ち 

・大家さんとのやりとり 

・学生の考えを聞けたこと 

・通級指導教室への進級、児童の抱える困難についての可視化の取組は参考

になった 

・大学生の素直な視点からの意見 

・浜田市の取組や議会の動きはほぼ情報をもっていないこと 

・学生が生活する上で、不便なことなど具体的に聞くことができて良かった 

・コンビニがない、交通の便が悪い、大学の立地場所が高台で利益が出ない

と無理、もっと山間部はひどいことを知ってくれた 

・大学生の皆さんの視点は純粋で素直な意見を出された 

・県大生が真剣に地域の事、課題を自ら情報発信し自身の意見を考え、まと

めている事に感心しました 

・大学生の意見を聞く事が余り少ないので、問題点を提起された事は良かっ

た 

・地域と関わる入口（広報）の案内があると良い 

・地域との関わりを求められている 

・学生の方々が真剣に「まち」の課題を考えていることに感心した。学生と

市民の交流の重要性を感じた 

・大学生の若い人の思い、意見など伺い知れない事が多くあり、議会、市政

としてそれをつかむ努力、仕組みが必要 

・全部 

・学生さん達のまとまる組織力が機能していないようだった。学生組織から

様々な要望などをあげてもらうと解決できることもたくさんあると感じた 

・浜田での若者にとっての不便さに気づいた。思ったより学生が浜田市につ

いて好意的だった 

・医療センターに産科医が不足している 

・ケアする側とされる側の距離をどう縮めるのかということについて一緒に

考えられたのは有意義だった 
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3  議員を身近に感じられたか 

全く身近になかった、あまり

身近になかったとの回答はな

く、参加者全員が議員を身近

に感じることができた。 

 

 

 

 

 

回答理由 

・親、祖父世代と似た世代の方たちで子ども、教育分野について当事者、議

員両方の目線の意見を聞くことができたため 

・皆様とても親しみ深く、私達と同じ立場で話を聞いて下さった 

・ラフな良い雰囲気で話すことができたから 

・自分たちの質問に対して、真面目に答えいいただいたから 

・とても話しやすく、盛り上がることができたから 

・議員の方は賢く難しいお話しばかりなのかなと勝手に思い込んでいたけれ

ど、話しやすく、学生に合わせていただいて盛り上がったから 

・同じ認識だったり、問題共有をすることができたから 

・議員は遠い存在だと思っていたが、大学生の声に親身に耳を傾けてくださ

ってすごく嬉しかったから 

・色々な話をきかせてもらえて楽しかった 

・学生と同じ目線で話をして下さったから 

・学生の意見をしっかりと受け止め、誠実に話し合いをして下さったから 

・想像よりも議員さんが気さくで意見交流も活発だったから 

 

 

 

 

 

 

 

 

とても身近に感じた

92%

やや身近に感じた

8%

学生



 

 
 4 / 7 

4  今後同様な会があれば参加したいか 

全く参加したいと思わない、

あまり参加したいと思わない

との回答はなく、参加者全員

が参加したいと回答された。 

 

 

 

 

 

5  はまだ議会だより、はまだ議会だより mini を読んでいますか 

 

はまだ議会だよりに比べ、はまだ議会だより mini は読んだことがなく、存

在を知らないとの回答が多く、mini の周知方法に課題が残る結果となっ

た。 

 

6  議会の情報をどのような媒体から取得したいか 

・インターネット（5 件） 

・YouTube などの SNS（4 件） 

・学内メール（3 件） 

・郵便(1 件) 

インターネット、SNS などの媒体から情報を取得したいとの意見が多くあっ

た。 

 

読んだことがある

15%

読んだことがないが

存在は知っている

31%

読んだことがなく存在も

知らない

54%

はまだ議会だよりを読んでいるか

読んだことがないが

存在は知っている

8%

読んだことがなく

存在も知らない

92%

mini(Web）を読んでいるか

是非参加したい

62%

参加したい

38%

学生
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7 議会のどのような情報がほしいか 

・取りくみ（分野ごとの）の情報 

・学生との意見交換会の実施、若者に向けた情報 

・どんなテーマについて話し合っていたか 

・定例会議がいつ開催されたか、またその内容 

・議会がどのような活動をしているか 

・身近に感じることができるようなまちの課題の議論 

・議員の日常、身近に感じることができるため 

・市民に対する支援の方法 

・話の内容 

・子ども食堂に関する情報 

・議会で行っている取組が現状どのように進行しているのか 

・浜田市の子育て支援、学生関連の情報など 

 

8 SNS の利活用 

 

利用率として、LINE、YouTube、Instagram、TikTok、X の順に利用率が高く

YouTube の利用率は 92%となり、YouTube に動画を上げることで若年層に対し

ても効果的に情報発信できることが伺えた。 

 

 

 

46%

54%

85%

92%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

X

TikTok

Instagram

YouTube

LINE

各種SNSの利用率
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9  大学生と直接意見交換する場を継続して開催したいか 

その他として「状況によっては」、

「必要と思うが多数でなく少数の方

と多く意見交換できる場」との回答

があった。 

 

 

 

 

 

 

10 議会活動でどのように生かしたいか

 

その他として「議会で生かすことは当然。浜田市としてそれをどう受け入れ

るかの仕組みづくりが重要」、「個人でも通級について研究していきたい」と

の意見があった。 

 

 

 

 

 

11%

47%

53%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

その他

個人一般質問で取り上げる

所管委員会で取り上げる

継続したい

89%

その他

11%

議員
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11  主権者教育を推進するに当たってどのような取組が有効と考えるか  

・議会報告会にいっしょにまわる。 

・現状で良い 

・子育て環境の取組について、協議する事も必要と思った 

・関心のある具体的なテーマを設定して、議論する場をつくること。実現さ

れれば 100 点、そのプロセスに着目するようになることだけでも効果はある

と思う 

・意見交換会は継続していく 

・情報交換・共有だけではなく互いのハートのぶつかり合いが大事だと思う。

意見交換の継続を望みます 

・若者、学生との対話を増やす 

・今回のように、行政、議会、関係者側との意見交換の取組 

・学生との本音の意見交換 

・地域を学ぶこと、市政を知ってもらうこと、小中高、大学とやるべきであ

る 

・要望や希望をいかに実現するかの方策を知る機会となれば良いと思う 

・このような機会を多くつくることではないでしょうか。 

・交流が必要である 

・こうした場を少しずつでも続けていくことが大切 

 



報告書 

グループ A 議員 上野 茂（報告者）、村木 勝也、布施 賢司、芦谷 英夫 

テーマ 大学生の生活の基盤について 

質問 

①市内の道路につきまして、車線の線、とりわけ港町や大学線沿線（特に新町、殿町、田町）

において不明瞭なケースが見受けられますが、議員の皆さんはどのようにお考えですか。 

 

②浜田市内のバスにつきまして、生活の利便性向上のための増便あるいは便数確保は可能で

しょうか。大学生には車を運転しない者も多く、またこれから後期高齢者が増えることを考え

ても自家用車の運転のみに頼ることは難しいと思います。さらに単身での移住者を増やすた

めには、家族による送迎も期待することができません。このようなことを踏まえると、バスの

便数の確保や別の交通手段での代替が必要な気がしますが、議員の皆さんはどのようにお考

えですか。 

 

③大学周辺にスーパー、コンビニがないため買い物に時間等を要しています。スーパー・コン

ビニがないことについて、議員の皆さんはどのようにお考えですか。 

 

④浜田市は人口や経済規模に比して家賃が高いと言われています。この点について、議員の

皆さんはどのようにお考えですか。 

出た意見 

① について 

【学生】 

車の運転をするが市内では道路の白線が薄いところ、消えたところがあり危険 

【議員】 

・浜田市に相談して優先的に白線を引いてもらったことがある。 

・個人では難しいため地域で話をして大学から要望されると市へ届けやすい。 

・私たち議員も皆さんの声を届けたい。 

②について 

【議員】 

・議会でも公共交通などについて話し合っている。特に山間部における大きな課題である

が、市内においてもこうした声があることを伝えたい。 

・少しでもバスに乗るようにしないと、バス会社も経営が成り立たない。このままでは減便

がもっと増えるのではないか。 

③について 

【議員】 

・大学だけで経営が成り立つか、なかなか厳しい 

・大学の空き部屋を活用して移動販売か何かできないか 
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④について 

【議員】 

・仲間でシェアハウスに入ったらどうか 

・家賃が高いのは事実、家賃を下げるよう大学として要望しては 

テーマ 教育を通じた地域振興について 

 

①「転出者及び転入者へのアンケート結果報告書」において、「県立大学の努力(学部な

ど)」という記述がございます。議員の皆さんは県立大学の教員による研究、ゼミ活動、講

義や大学生の活動について、それぞれどのようなことを期待されていますか。 

 

②音楽教育の支援に関してです。音楽を聴くこと、演奏することは、人の情操や教養の育

成、そして思い出づくりや協働活動などを通じた人と人とのつながりにつながる役割を果た

すと思います。浜田市内の子どもたちの学校や地域での活動における音楽教育への支援や現

在の課題について、議員の皆さんはどのようにお考えですか。 

出た意見 

① について 

【議員】 

・学生さんがまちづくりセンターへ出かけていただき、まちづくりセンターの活動に関わっ

てもらっている、これからも続けていただきたい。 

・学生さんと一緒に浜田市の活かされていない地域資源等を、様々な形で発信できればより

元気な浜田になると思う。 

②について 

【議員】 

・保育所、認定こども園や中学校など活発にやっているところもある。 

・音楽を一緒に創り上げていく過程で感動を分かち合う事は、人と人とのコミュニケーショ

ンの広がりの重要さがある。多様な二―ズにあった活動の機会の充実を検討してほしいとの

要望が浜田市民一日議会でもあった。 

・福祉施設との連携も考えてほしい。 

・練習場所の確保など皆さんの声を届け協力したい。 

・新しい発見が得られた、具体的な政策として取り上げたい 

・議員から様々な質問や感想が出て盛り上がった 
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グループ B 議員 沖田 真治（報告者）、串﨑 利行、佐々木 豊治、川神 裕司 

テーマ 大学生の生活の基盤について 

質問 

①大学線のバスの時間が、大学の授業の終了時刻と必ずしも一致していない場合が見られま

すが議員の皆さんはどのようにお考えでしょうか。 

 

②大学周辺にスーパー、コンビニがないため買い物に時間等を要しています。スーパー・コ

ンビニがないことについて、議員の皆さんはどのようにお考えですか。 

 

③浜田市内において街灯が少ない地域が見られ、夜、歩いて帰る際に危険ということをたびた

び耳にしますし、自分自身も実感します。議員の皆さんはどのようにお考えですか。 

 

④浜田市は人口や経済規模に比して家賃が高いと言われています。この点について、議員の

皆さんはどのようにお考えですか。 

出た意見 

①について 

【学生】 

バスの便は１時間おきに出ているが授業が終わる時間の便に集中して乗車するため、とても

混雑しており危ないと感じることもあるので改善してほしい。 

【議員】 

バスの運行事業者が利用状況に応じて便数を決めるため難しい問題である。地域交通計画で

も学生の移動手段の確保を図ろうとしているが十分ではないことも理解する。今後は所管委

員会でも取り上げていこうと思うが、大学を通じて要望を出してもらうように働きかけるべ

きではないか。 

②について 

【議員】 

大学のある竹迫は大きな幹線道路がつながっていないため通り抜け出来ないため、商業施設

が出店しにくい立地条件にある。市として幹線道路を繋げるように検討した結果多額の費用

が掛かることから断念した。大学内の売店の充実、営業時間の延長なども求めていくべき。 

③について 

【学生】 

バイト帰りに車で送ってもらえる時はよいのですが、市内から歩いて帰る途中は身の危険を

感じることもある。クマの出没情報も頻繁にあるから不安。 

【議員】 

バス停の付近が暗いと認識している。以前から寄せられている問題であり維持管理課に確認

したこともある。過去から要望書が提出された様子がなく、まずは要望書など声を上げるこ 
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とが必要。市として街灯に関する予算確保は行っているのでこの問題の解決はそれほど難し

いしいとは思えないので学校としてでも学生が主体でもいいので要望をあげてほしい。コン

セプトは市民に開かれた大学ということで始まった。開かれた大学のため、学生の生活環境

の整備を行うことは行政側の責任であると思っている。伺った意見も含めて生活基盤の整っ

た環境整備ができるように働きかけていく。 

④について 

【議員】 

多くの要因があろうかと思うが浜田市は平地が少ないことから地価、造成コストが高くなり

がちな傾向にあり必然的に住宅やアパートなどの建物が高くなることから家賃で償還せざる

得ないことが原因だと考えている。この問題を行政が解決することは難しいと思うが大学が

ある、まちとして何らかの支援があればいいとは思う。 

テーマ 高齢者の社会参加について 

質問 
①高齢者が多い浜田で、高齢者が活躍できるような支援として、議員の皆さんはどのような

産業・職種・領域での活躍をお考えですか。 

出た意見 

【議員】 

農業、漁業などにおいては高齢な方も現役で頑張っておられると認識している。仕事、まち

づくりなど様々な分野において活躍されるうえで健康寿命の延伸が重要であると考えてい

る。後期高齢者医療費も出雲部と比べ石見部は高額であることが大きな課題となっており、

本市も健康寿命の延伸について様々な政策を行っている。 

テーマ 医療基盤の整備の方向性について 

質問 

①浜田市の婦人科・産婦人科は公立病院である浜田医療センターの一か所だけ（唯一の民間

の産婦人科医院は 2024年 2月で閉院）になります。一方で、妊娠・出産、婦人科・産婦人

科系の病気などに対する価値観や治療方針などから、医師と合う・合わないという問題が生

じる可能性がございます。このような浜田市内ではそもそも婦人科・産婦人科を選ぶことが

できない点につきまして、議員の皆さんはどのようにお考えですか。 

 

②浜田市は広域にわたりますが、中山間地域における医療面での患者の利便性について議員

の皆さんはどのようにお考えですか。 

 

③最後に、県立大学の学生に、どのような役割を期待されますか。 

出た意見 

①について 

【議員】 

喫緊の課題は医師の確保であると考えており、市として医師確保に対し国や県に要望活動や

様々な取り組みも行っているが十分に確保できない状況にある。まずは選ぶことの前に確保

が最重要と考えている。合わせて民間の開業医がいないことも課題。 
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②について 

【議員】 

医療マースの導入と地域交通の充実と考える。 

③について 

【議員】 

皆さんが無事に卒業されたのち浜田市で就職して定住されることは難しいことは理解してお

ります。いずれどこかで暮らしていても、いつの日か浜田はいいところでした。と思えるよ

うに、これから少しだけでも温かい気持ちで浜田の良いところを見ようとしてください。 
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グループ C 議員 川上幾雄（報告者）、村武 まゆみ、柳楽 真智子、岡本 正友 

テーマ 大学生の生活の基盤について 

質問 

①大学線のバスの時間が、大学の授業の終了時刻と必ずしも一致していない場合が見られま

すが議員の皆さんはどのようにお考えでしょうか。 

 

②大学周辺にスーパー、コンビニがないため買い物に時間等を要しています。スーパー・コン

ビニがないことについて、議員の皆さんはどのようにお考えですか。 

 

③浜田市内において街灯が少ない地域が見られ、夜、歩いて帰る際に危険ということをたび

たび耳にしますし、自分自身も実感します。議員の皆さんはどのようにお考えですか。 

出た意見 

① について 

・現実として、18：00（5時限授業）に受講終了しバスへ乗りたくとも、バスは 18：01であ

る。その後は 18：30。 

・学校と石見交通との調整がなされているのか。そうでなければ調整すべき。 

・乗車数やその他を調査して、学生から要望を出してはどうか。（説得するための材料をし

っかり調査しておくことが大切） 

・必要であれば、議会として手助けできることがある。 

・ゼミのみでなく学生全体として取り組むべき。 

② について 

・校内の売店の活用を進めるべき。そのうえで、不足が出るようであればそれを補う必要か

らコンビニの出店があるかも。 

・他大学でも売店を活用しているようだ。 

・現状でコンビニ出店は困難でしょう。 

・売店は 17：00に閉店となり不便、また野菜など生活用品が無い。 

・現在のコンビニを調査し、学生に必要な物を選択すれば miniコンビニとして学内での開

店も可能かもしれないが、学生間で十分調査検討すべき。 

・学生の不便さは理解するが、学生間でできることも考えてほしい。 

③ について 

・街頭と防犯灯との区別をしっかりすべき。 

・浜田市も過去の犯罪に鑑み防犯灯の設置には積極的である。 

・必要と思われる具体的な場所の提示を提示して声をあげてほしい。 

・大学の組織などとともに必要箇所を調査し要望されたらどうか。 

・必要であれば調査は議員も応援できる（議員も同行して調査） 
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テーマ 島根県外との交流について 

質問 

①現在、島根県内の高校と大学との連携、地元への定着に向けた取組が進んでいるように思

われます。一方で、島根県外出身の学生も一定割合おります。このような島根県以外の他道

府県出身の学生に期待する役割として、どのようなことがございますか？ 

 

②Iターン等で県外から就職される方には、どのようなことを期待されますか。 

出た意見 

① について 

・過去の一日議会でも同様な要望があり、一部議員が地域の常会への参加を案内したことが

ある。意見交換の場所として常会を活用するという方法もある。 

・関係人口として、また浜田への定住も期待する。 

・交流を通じて浜田へ残ればベストであり、外に出ても浜田産品の購入もある。 

・卒業後も浜田のことを思い出し関わりを続けてほしい。（例：ふるさと納税） 

・地元の方と関わりたい気持ちはあるがどうしたらよいのかわからない。 

・交流の入り口が判りづらいので機会等を創ってほしい。 

・情報を集約する場の構築も必要。 

② について 

・Iターンされた方が地域に入り込むことが重要です。 

・地域政策を学ばれているから卒業後は行政に入られて活動してほしい。 

・地域に必要となる情報源として交流の場を設ける等されたい。 

・浜田以外での経験や知識、情報をどんどん伝えてほしい。良いことも悪いことも言える場

があればよい。 

テーマ 浜田市の施設の活用について 

質問 

①まちなか交流プラザの活用について、個人的には、高校生や大学生などの若年者の利用が

多いのが現状という気がします。一方で、世代間の交流や社会的孤立を防ぐ意味では中高年

の利用者を増やしていくことも大切な気がしますが、議員の皆さんはどのようにお考えです

か。 

出た意見 

① について 

・現在の施設は実証結果を基に造られたものでなく、検討結果で造られたものであり今後２

～３年間の実証により要不要の段階まで検討すべき。 

・多世代との交流は今後検討されるべきであり期待する。 

・若者の利用が多い現状ではあるが、まずは利用を多くしてもらい、今後さらに世代の違う

方との関わりを考えていくことが必要。 
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テーマ 地域医療について 

質問 

①診療所不在地区あるいは、後継者不在の地域医療の対策として、議員の皆さんはどのよう

にお考えですか。また、このような地区での支援に際して浜田医療センターの負担も想定さ

れますが、どのようにお考えですか。 

出た意見 

① について 

・地域の中核的医療施設であり、浜田市からの支援等については、より力強く行うべき。リ

ハビリ的医療機関となる江津市済生会には、江津市から年 2億円ほどの補填等が行われてい

る。 

・医師が住みやすいと思える浜田市にすべき。 
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グループ D 議員 三浦 大紀(報告者)、田畑 敬二、西田 清久、牛尾 昭 

テーマ 大学生の生活の基盤について 

質問 

①大学周辺にスーパー、コンビニがないため買い物に時間等を要しています。野原の学生寮

に住んでいる学生は夜間の買い物が困難ですし、車を所持していない学生の生活の不便も生

じているように思います。このことについて、議員の皆さんはどのようにお考えですか。 

 

②大学生のアルバイト先、および消費者確保の観点からの、若者向けの全国規模のチェーン

店の誘致について、浜田市ではスターバックスコーヒー等のチェーン店が少ないです。多く

の飲食店で県大生がアルバイトをしていますし、県大生の買い物や食事による支出は浜田市

の経済にも影響を及ぼすと思います。しかしながら、上記のように、浜田市内には、大学生

や若者がよく利用するような店が少ないと思います。一方で、例えば駅前にスターバックス

コーヒーがあれば、訪れた人は利用しますし、地域の人も駅付近に行く機会が増えるように

思われます。このような全国規模のチェーン店の飲食店の誘致について議員の皆さんはどの

ようにお考えですか。 

 

③鳥獣被害（主に人身事故など）対策について、2023年度はクマが多く出没し、島根県内に

おいても人身事故が発生しています。遭遇した際の対処方法を紹介する、目撃情報を迅速に

伝えることの他にも、クマが人里に降りてこないようにするための対策として議員の皆さん

はどのようにお考えですか。 

 

④私たち住民（特に県大生）が行うべき鳥獣被害対策として、どのようなことがございます

か。そのための研修事業や予算について議員の皆さんはどのようにお考えですか。 

出た意見 

・学生寮は坂の上にあるし、車がないと買い物が不便。 

→開校当初のコンセプトが全寮制だった。道路が行き止まり。ワンコインバスも使うが、駅

から大学までだから、ゆめマートなら良いがゆめタウンなどは難しい。動線上にスーパーが

ないことが解消されれば利便性は高まる。 

・気軽に行けるという点でチェーン店が欲しい。個人店だと入店ハードルが高いこともあ

る。 

→出店しないのには理由がある。それを解消する対策が必要。 

・クマがそもそも街におりてこないような対策はしているのか。 

→街中に出てこないように柿の木を切るなど行なっている。山を管理する植林などもしてい

るが時間はかかる。対峙した時の対応講座などの実施。また、熊は保護対象となっているの

でこれも検討しなくてはいけない。 
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テーマ 子どもやその家族の居場所づくりについて 

質問 

①学校・児童クラブ以外の子どもの居場所（サードプレイス）につきまして、議員の皆さん

はどのようにお考えですか。 

 

②以前、浜田市では介護事業への就労を前提としたひとり親移住支援事業を行われていまし

た。現在は、児童扶養手当、放課後児童クラブ利用料の減免やファミリーサポートの利用料

の助成などのお金を渡す事業が多いように思われます。この点を踏まえてひとり親の就労や

生活の支援に関して議員の皆さんはどのようにお考えでしょうか。 

出た意見 

・サードプレイスが必要だ。学童はお金がかかる。自由に来れて一日過ごせる場所があると

いいのでは。 

→サードプレイスはこどもだけでなく大人も含めてみんなに必要な場所という認識。まちづ

くりセンターなども活用できる。行政だけでつくるものでもない。 

テーマ 若者の移住支援について 

質問 
①子育て世帯、それ以外の単身者など若者の移住支援について、議員の皆さんは現在どのよ

うなことが課題とお考えですか。 

出た意見 

・空き家バンク、保育施設の充実、子育て施策の充実が効果的では。浜田市でも取り組んで

は。 

→浜田市でも取り組んでいる施策がある。保育、教育、医療などの環境を整えることは移住

施策としてだけでなく、地元の人にも効果的だと考える。 

テーマ 地域医療について 

質問 

①浜田市の婦人科・産婦人科は公立病院である浜田医療センターの一か所だけ（唯一の民間

の産婦人科医院は 2024年 2月で閉院）になります。そうしますと、浜田医療センターの負

担が大きくなり、予約が取りづらくなるなどの影響が想定されますが議員の皆さんはどのよ

うにお考えでしょうか。 

 

②妊娠・出産、婦人科・産婦人科系の病気などに対する価値観や治療方針などから、医師と

合う・合わないという問題が生じる可能性があると思います。一方で、上記の民間産婦人科

の閉院により浜田市内ではそもそも婦人科・産婦人科を選ぶことができなくなりますが、議

員の皆さんはどのようにお考えでしょうか。 

 

③浜田医療センターの産婦人科の医師は全員男性ですが、男性に診察してもらうことに抵抗

がある女性もいように思います。この点を踏まえて、今後浜田医療センターに女性の医師を

招くことについて議員の皆さんはどのようにお考えですか。 

 

④島根県立大学の研究、ゼミ活動や講義、そのほか地域での活動において、どのような役割

を期待されていますか。 
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出た意見 

・医療センターの負担も大きくなって、利用する側にも影響が出てくるのでは。妊娠、出産

など、相性もある。医療センターしかないと選択がないことが不安にもつながる。 

→助産師にも協力してもらいながら体制を保持していかなければならない。医師の獲得はと

ても難しい問題。 

テーマ 大学に求めること 

出た意見 

→地域の行事に参加するなど積極的な交流 

→県立大学ができて嬉しいことの一つはアルバイトの人材。 

→地域を研究の題材に活用して欲しい。そのためには浜田市として共同研究費を増額するの

もよいかと。 
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グループ E 議員 肥後 孝俊(報告者)、大谷 学、小川 稔宏、永見 利久 

テーマ 子育て教育について 

質問 

①通級指導教室の加配教員を付けている学校への支援・その促進のための補助金について議

員の皆さんはどのようにお考えですか。 

 

②生活・学習に困難を抱える児童に対して通級指導教室を行っている学校への支援（補助

金）について議員の皆さんはどのようにお考えですか。 

 

③子どもの生活や学習の困難の背景として、家庭環境の厳しさなどもあるように思います。

このような困難な家庭環境に直面している児童を受け入れる機関への補助金制度について議

員の皆さんはどのようにお考えですか。 

 

④子どもの抱える困難は学校教員などの外部の方が発見することが難しいケースもあるかと

思います。このような児童の抱える困難を学校などにおいて可視化するための事業について

議員の皆さんはどのようにお考えですか。 

 

⑤浜田市は広域であるため、通学等に負担を伴うケースもあるかと思います。たとえば通級

指導教室に通う子供たちへの移動手段の手配（送迎、バスチケット）などの補助金について

議員の皆さんはどのようにお考えですか。 

 

⑥学校教員の心理面の負担などを緩和させる取り組みはございますか、またその取り組みに

対して補助金制度について議員の皆さんはどのようにお考えですか。 

 

⑦浜田市の子育て環境全般の改善のために、どのような点の改善が必要とお考えですか。 

 

⑧市議会議員になる前と後で子育てに対する考え方がどのように変わりましたか。 

出た意見 

子育てと教育、特に不登校の子どもへのサポートが必要ではないか。様々な問題が考えられ

る中で、通学や適切なサポートが必要な方への支援を強化していただきたい。 

子育てと教育には正解がなく、大人が協力し合いながら対応していく必要があることへの気

づきがあった。 

その他、政治参加への意識についても話題となり、若者への主権者教育の大切さが共有され

ました。 

 



議会報告会の実施について 

 

 標記について、これまでの当委員会での協議結果等を以下のとおり報告し

た上で、議員の皆さんのご意見をお聞かせください。 

 

1  検討背景 

議会報告会については、令和2年度から令和4年度まで、コロナ禍のため

実施を見送っていたが、令和5年度は、5月から6月にかけて26のまちづくり

センター、子育て世代包括支援センター、二反田集会所（合計28か所）にて

「地域井戸端会」として実施した。 

令和6年度においても令和5年度と同様に分散型（全てのまちづくりセン

ター）で実施するか、以前のように集中型（一部のまちづくりセンター）で

実施するか当委員会で検討し、各会場で話がしやすかったとの声もあったこ

とから令和5年度同様に次の実施形態での開催の方向性をまとめた。 

 

2  実施形態 

時期 令和6年5月～6月上旬 

会場 26会場＋αで実施 

全てのまちづくりセンター、その他 

班数 6班（1班当たり3人 ※3常任委員会から1人ずつ） 

 1班当たり4～5会場へ出席 

 

3  その他 

・名称、いただいた意見の取扱いなどは当委員会で今後協議します 

・周知は令和6年5月1日発行のはまだ議会だより等を中心に行います 

 

 

令和 6 年 2 月 6 日 
全 員 協 議 会 資 料 
議会広報広聴委員会 


